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はじめに 

将来的な資源制約や環境問題等を背景に、大量生産、大量消費、大量廃棄の「線形経済」から、資源

の効率的・循環的な利用を図りつつ、付加価値の最大化を図る「循環経済（サーキュラーエコノミー）」へ

の移行が世界で進んでいる。 

我が国では、経済産業省が、産業を循環性の高いビジネスモデルに転換させるため、2020 年 5 月

に「循環経済ビジョン 2020」を策定した。その後、2023 年３月に「成長志向型の資源自律経済戦略」

を策定し、2023 年 12 月にサーキュラーエコノミーに関する産官学のパートナーシップとしてサーキュ

ラーパートナーズを立ち上げたが、我が国におけるサーキュラーエコノミーに係る取組の本格化はこれ

からである。 

欧州では 2020 年 3 月の「新循環経済アクションプラン」のもと CE を戦略的に進めており、

ISO/TC323 では CE の標準化に向けた動きが加速するなど、世界的に循環経済への移行が進んで

いる。また、カーボンニュートラルに向けた機運の高まりや、ウクライナ情勢の不安定化による資源エネル

ギーの供給不安もあり、資源循環経済政策について、戦略的自律性・戦略的不可欠性を確保しながら

経済成長の新エンジンとするため、産業政策や経済安全保障の文脈からさらなる拡充や加速化を図る

ことが急務となっている。これに加えて、サーキュラーエコノミーの構築にあたっては、これまでの日本の

３R の取組を発展させ、産官学でサーキュラーエコノミーの取組を強化する必要がある。 

以上より、動脈産業と静脈産業のさらなる連携が必要であることから、本業務では、動脈産業と静脈

産業がとるべきアクションを整理するための調査分析を実施するとともに、サーキュラーエコノミーの概

念を３R 同等程度まで引き上げ、国民に普及啓発していくための調査分析も実施した。 
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1.  サーキュラーエコノミー実現のための目標・指標に係る検討 

ISO/TC323（サーキュラーエコノミーの国際標準化）の議論やその他の国内外の関連動向について

の情報収集を行い、サーキュラーエコノミー実現のための目標やサーキュラーエコノミーへの移行状況

を測る指標についての検討を実施した。 

1.1  文献調査 

国際機関や欧州委員会などの海外政府、NGO などにおけるサーキュラーエコノミー実現のための指

標・目標について調査・整理を行った。具体的には、企業等の各主体における指標の活用指針やガイド

ラインに関する内容、サーキュラーエコノミーに特化した指標セット、企業の ESG 情報開示要請の一部

として含まれているサーキュラーエコノミーの指標等の 3 点から整理を行った。 

なお、以下、サーキュラーエコノミーは CE と表記する。 

 

1.1.1  CE 指標の活用フレームワークやガイドライン 

（1） ISO/DIS59020 におけるフレームワーク 

1） ISO/DIS59020 について 

ISO/TC323：Circular economy（国際標準化機構 第 323 専門委員会）は、ISO に 2018 年

に設置された CE 分野における標準化をスコープとする専門委員会である。傘下には 5 つのワーキング

グループ（WG）が設置され、そのうちの WG3（Measuring and assessing circularity）において、

CE への適合度合を意味する「サーキュラーリティ」の測定と評価方法の標準化に関する作業が実施さ

れた。作業結果は作業原案（WD）、委員会原案（DS）を経て、2023 年 2 月に ISO/DIS(国際規格原

案)59020 として取りまとめられた。2024 年 2 月現在、DIS59020 は各国代表による投票を経て、

最終国際規格案（FDIS）として登録されており1、承認されれば ISO59020 として発行されることとな

る。 

2） ISO/DIS59020 における指標活用に関するフレームワークの概要 

サーキュラーリティの評価の対象には地域レベル、組織間レベル、組織レベル、製品レベルと様々なレ

ベ ル が 想 定 さ れ る が 、 ISO/DIS59020 は そ れ ら を 包 括 し た 一 般 的 な 整 理 と な っ て い る 。

ISO/DIS59020 において確認された内容として、同基準案には「サーキュラーリティ」の測定と評価の

ためのフレームワークが整理されており、測定と評価を行うための各ステップが整理されている。その概

要を以下に示す。 

 

 
1 ISO ウェブサイト、ISO/FDIS 59020 Circular economy、https://www.iso.org/standard/80650.html

（閲覧日：2024 年 3 月 25 日） ※２０２４年２月現在、DIS は公開されていない。 
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a. ステップ 1： バウンダリ設定 

サーキュラーリティの測定と評価を行う目的によって、適切なバウンダリを設定する必要がある。バウ

ンダリの設定には以下の要素が含まれる。 

 評価対象システムの定義とその経済・社会・環境システムとの境界 

（図 1-1 に概念図を示す。） 

 修理可能性やリユース可能性、リサイクル可能性などの測定するサーキュラーリティの側面 

 データの品質要件の定義 

 社会的、環境的、経済的インパクトの測定と評価のための補完的手法の事前選択と評価 

（例えば LCA に関する ISO14044、社会的責任に関する ISO26000 などの利用の検討） 

 

図 1-1 評価対象システムとバウンダリ 

出所）ISO, DRAFT INTERNATIONAL STANDARD ISO/DIS 59020 Circular economy — Measuring and ass

essing circularity(2023) ,p.14 をもとに三菱総合研究所作成 

b. ステップ 2： サーキュラーリティ測定とデータ取得 

サーキュラーリティの測定のため、データを取得、測定、計算するステップである。データ収集にあたっ

ては、サーキュラーリティ指標を選択し、利用する。当該 ISO 規格案に記載されている指標は、すべての

システムレベル、すべてのセクターに一般的に適用可能となっており、また、より詳細なセクター別の測

定方法を形成するための基礎とすることができる。 

サーキュラーリティの測定には以下の要素が含まれる。（指標の詳細については、1.1.2 （2）2）b 参照） 

 コア指標としての全ての資源のインフロー（流入）とアウトフロー（流出）  

 資源価値の保持・回復・付加・回復（生態系再生等）を反映した価値に関する適切な指標 

 素材、エネルギー、水について「回収がなされるロス」や、水、大気、土地への排出のような「回収

されないロス」、あるいは埋立処分・破壊、などといったサーキュラーリティの側面 
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サーキュラーリティ測定とデータ取得のプロセスは、図 1-2 のような反復可能な個々のステップによ

り構成されている。 

 

図 1-2 サーキュラーリティの測定とデータ取得プロセスのステップ  

出所）ISO, DRAFT INTERNATIONAL STANDARD ISO/DIS59020 Circular economy — Measuring and asse

ssing circularity(2023) ,p.24 をもとに三菱総合研究所作成 

c. ステップ 3： サーキュラーリティ評価と報告 

このステップでは、サーキュラーリティ測定の結果を評価する。サーキュラーリティ評価の結果、対象シ

ステムのサーキュラーリティパフォーマンスに関する包括的な見解を得ることができる。社会・環境・経済

的側面への影響の測定と評価は、そのステップの一部である。 

サーキュラーリティのパフォーマンス評価におけるステップの概念図を図 1-3 に示す。 

 

図 1-3 サーキュラーリティのパフォーマンス評価におけるステップの概要 

（条番号は ISO/DIS59020 における記載箇所を示す） 

出所）ISO, DRAFT INTERNATIONAL STANDARD ISO/DIS59020 Circular economy — Measuring and asse

ssing circularity(2023) ,p.24 をもとに三菱総合研究所作成  
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（2） CEIC: Corporate CE target-setting guidance 

1） Circular Economy Indicators Coalition について2 

CEIC（循環型経済指標連合）は、CE 指標の調和と適用拡大を目的として、The Platform for 

Accelerating the Circular Economy (PACE3) と Circle Economy 財団4が設立したイニシ

アティブである。主な活動内容として、価値のある CE 指標にアクセスする機会を提供するためのガイダ

ンス作成、構想とステークホルダーを結び付けて交流を促進するためのパートナーシップ構築を行って

いる。2023 年度の世界経済フォーラムにおいて、Corporate CE target-setting guidance を発

表した。 

2） Corporate CE target-setting guidance の概要 

Corporate CE target-setting guidance は、各企業が調和のとれた CE 指標を設定すること

を目的とし、関連する基準、ツール、アプローチ、方法論を示すための数々の資料を統合したガイドとし

て作成された。このガイダンスを活用することで、各企業は信頼性が高くインパクトのある資源循環目標

を設定し、達成できるようになることが期待されている。また、このガイダンスは、資源循環目標のベスト

プラクティスについて学び、行動を起こそうとしている企業を対象に作成されている。 

図 1-4 資源循環目標の達成フロー 

出所）CEIC, Corporate CE target-setting guidance 2023、https://pacecircular.org/sites/default/files/2023-

01/CEIC_Circular%20Target%20Activation%20Guides_FINAL_01182023.pdf(閲覧日：2024 年 3 月 1 日)をも

とに三菱総合研究所加筆 

 

 
2 CIRCLE ECONOMY ウェブサイト、Circular Economy Indicators Coalition(CEIC)、https://www.cir

cle-economy.com/metrics/circular-economy-indicators-coalition(閲覧日：2024 年 3 月 29 日) 
3 2018 年に世界経済フォーラムで設立され、現在 World Resources Institute により運営されている国際組織 
4 2011 年に設立されたオランダのサーキュラーエコノミーを推進する団体 
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（3） UNEP FI: Guidance for banks /Guidance on RE and CE Target 

Setting 

1） UNEP FI について5 

UNEP（国連環境計画）は、1972 年のストックホルム国連人間環境会議で採択された「人間環境宣

言」及び「環境国際行動計画」の実行機関として、同年の国連総会決議に基づき設立された国連の補助

機関である。 

UNEP FI (国連環境計画・金融イニシアティブ)は、UNEP と世界各地の 200 以上の銀行・保険・証

券会社等で構築された、広範で緊密なパートナーシップである。1992 年の設立以来、金融機関、政策

者、規制当局と協調し、経済的発展と ESG への配慮を統合した金融システムへの転換を進めている。 

UNEP FI 署名参加機関には、業務に直結する専門的な調査、環境に配慮したビジネスモデルの提

案、情報交換などを提供している。また、専門家研修プログラムの運営、環境配慮行動を志向するため

のレポート発表、世界中の専門家を集めた国際会議の開催などを主な活動としている。 

2） Guidance on RE and CE Target Setting の概要 

Guidance on RE and CE Target Setting は、責任銀行原則（PRB）に基づいて資源効率、循

環型経済、廃棄物、水、エネルギーを重点分野に置く銀行に対し、目標設定や行動計画策定のプロセス

を促進することを目的としている。 

a. 目標設定フレームワーク 

CE に関する環境・社会影響（インパクト）の効果的なコントロールを実現することで、銀行のポジティ

ブな影響を増加させ、ネガティブな影響を減らすことができる。銀行による環境や社会への影響を改善

するためには、取組（銀行としてのアクションと、その結果もたらされるアウトプットとアウトカム）が不可

欠である。 

 

 

 
5 国連環境計画ウェブサイト、国連環境計画・金融イニシアティブについて、https://www.unepfi.org/regions/asi

a-pacific/japan/aboutunepfi/(閲覧日：2024 年 2 月 26 日) 
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1.1.2  CE に特化した指標セット 

（1） WBCSD: Circular Transition Indicators(CTI) 

1） WBCSD について6 

WBCSD（持続可能な開発のための世界経済人会議）は、持続可能性の課題に企業が対応するため

のプラットフォームとして、1995 年に設立された。 

持続可能な開発を目指す大手企業約 225 社の CEO 連合体であり、企業が持続可能な社会への移

行に貢献するために協働している。また、政府や NGO、国際機関と協力し、持続可能な発展に関する課

題への取組や経験を共有している。 

2） Circular Transition Indicators(CTI)の概要 

様々な業界と公的機関が CE に移行するための戦略を立案し、その進捗状況を測定するためには、

透明性のある共通言語が必要であるという背景のもと、約 30 のグローバル企業の参画により

WBCSD の Products and Materials Pathway において Circular Transition Indicators を

策定した。 

CTI の目的は、客観的かつ定量的で、柔軟なフレームワークを策定し、リスクと機会を特定することで、

各企業がサーキュラーリティのための優先事項を決定し、目標を設定することである。CTI のフレーム

ワークは、企業の管理範囲内でのマテリアルフローの評価を基本として、資源の効率性に関する指標と

循環型ビジネスによる付加価値の評価を組み合わせている。 

 

 
6 WBCSD ウェブサイト、About us、https://www.wbcsd.org/Overview/About-us(閲覧日：２０２４年 3 月

29 日) 
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d. 算定（算定の実行） 

このステップでは、各指標の算定方法を示している。（ここでは、例としてマテリアル・サーキュラーリ

ティ率（％）の算定方法のみを示す。） 

 

図 1-7 マテリアル・サーキュラーリティ率（％）の算定方法 

出所）WBCSD、サーキュラー・トランジション・インデックス CTI v4.0 – ビジネスによるビジネスのための指標(2023 年 5 月)、p.43 

e. 分析（結果の解釈） 

このステップでは、意思決定に向けた CTI 指標の分析結果の解釈に焦点を当てている。この分析に

より、循環性の低い事業の割合を検証することで、自社の改善ポテンシャルを検討することができる。 

f. 優先順位付け（機会の特定） 

企業にとってのリスク評価とビジネスケースを介した機会評価により、改善ポテンシャルのあるフロー

の中からアクションの優先付けを行うことができる。WBCSD の 2018 年リニア・リスクレポート7では、

循環リスクと機会について説明している。 

 

 
7 WBCSD ウェブサイト、Archive、https://www.wbcsd.org/Archive/Factor-10/Resources/Linear-

Risks（閲覧日：2024 年 3 月４日） 
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1.1.3  企業 ESG 情報開示の一部としての CE 指標 

（1） 欧州委員会： 企業サステナビリティ報告指令（CSRD）/欧州サステナビリティ報

告基準（ESRS）  

1） 企業サステナビリティ報告指令（CSRD）の概要9 

企業サステナビリティ報告指令（Corporate Sustainability Reporting Directive：CSRD）と

は、2023 年 1 月 5 日に発効した EU の非財務情報開示指令である。これにより、EU 域内に拠点を持

つ全ての大企業、EU から指定を受けた企業、EU 域内の市場で年間 1 億 5,000 万ユーロ超の収益を

上げている企業は、環境問題や社会問題に起因するリスク及びビジネス機会を特定し、開示することが

義務付けられている。EU 域内の大企業を皮切りに順次対象グループごとに適用が開始され、この最初

のグループは 2024 年の財務情報に基づく 2025 年に発行されるレポートが義務の対象となる。EU 域

外企業については 2028 年の財務情報に基づく 2029 年の報告から義務が課される予定となってい

る。 

CSRD の対 象 企 業 は、 欧 州 財 務報 告 諮 問 グ ル ー プ （ European Financial Reporting 

Advisory Group：EFRAG）により策定された開示基準である「欧州サステナビリティ報告基準」

（European Sustainability Reporting Standards：ESRS）に準拠して、サステナビリティに関す

る情報を公開する必要がある。 

2） 欧州サステナビリティ報告基準（ESRS）におけるサーキュラーエコノミーに関する内容10 

ESRS は、全般的要件・全般的開示に関する ESRS1,2 と、環境・社会・ガバナンスの 3 つの領域に

関する開示項目から構成されている。環境面の情報開示を求める項目は、ESRS E1（気候変動）、

ESRS E2（汚染）、ESRS E3（水と海洋資源）、ESRS E4（生物多様性と生態系）、ESRS E5（資源利

用と CE）の 5 つに分かれており、E5 にて CE に関する指標が設けられている。E5 の記載項目につい

ては表 1-19 に示す。 

なお、環境・社会・ガバナンスの領域別の各開示項目は、ESRS1 で求めている各企業にとってのマテ

リアリティ評価（重要性評価）により、重要であると判断された項目についてのみ開示が求められる（ただ

し、E1 の気候変動に関して重要でないと結論付け、開示を省略する場合は、マテリアリティ評価結果に

関する詳細な説明が求められる）。 

 

 

 
9 欧州委員会ウェブサイト、https://finance.ec.europa.eu/capital-markets-union-and-financial-

markets/company-reporting-and-auditing/company-reporting/corporate-sustainability-

reporting_en（閲覧日：2024 年 3 月 11 日） 
10 欧州連合ウェブサイト、COMMISSION DELEGATED REGULATION (EU) 2023/2772 of 31 July 2

023 supplementing Directive 2013/34/EU of the European Parliament and of the Council as

 regards sustainability reporting standards、Commission Delegated Regulation (EU) 2023/27

72 of 31 July 2023 supplementing Directive 2013/34/EU of the European Parliament and o

f the Council as regards sustainability reporting standards (europa.eu) https://eur-lex.europ

a.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32023R2772（閲覧日：2024 年 3 月 11 日） 
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b. E5-2：取組/取組の対象資源 

自社の事業において、資源利用・CE に関係する取組や、その対象となっている資源を開示する。この

時、取組内容やその対象資源が事業内でどのようにカバーされているのか、以下の項目に沿って明示

することができる。 

 （特に重要原材料やレアアースに関する）技術的材料、自然由来の材料、水の使用における資源

効率を向上させる 

 二次資源（リサイクル品）の使用率を高めている 

 製品設計段階で製品の耐久性を上げ、仕様を最適化している（例：リユース、修理） 

 製品価値の保持（例：メンテナンス）、製品価値の最大化（例：シェアリング）、使用済製品に関す

る取組（例：アップサイクル）を行っている 

 事業のサプライチェーン全体で廃棄物発生を防止している 

 廃棄物ヒエラルキーに沿った廃棄物管理の最適化を行っている 

c. E5-3：目標/指標 

このセクションで開示が求められている/開示できる内容は大きく 3 点である。1 点目は開示が義務

付けられており、自社が設定している目標が生産における資源のインフロー/アウトフローにどのように

関連しているのか、以下の項目に沿って開示する必要がある。 

 循環型製品デザイン（耐久性、解体性、修理性、リサイクル性が高い設計）の増加 

 循環型原料比率の増加 

 一次原料使用量の最小化 

 （カスケード原則に従った）再生可能資源の持続的な調達・利用 

 （適切な処分に向けた準備段階を含む）廃棄物管理 

 CE に関するその他の事項 

2 点目は、目標が廃棄物ヒエラルキーのどの階層に関連して設定されているかに関する明示であり、

こちらも開示が義務付けられている。 

3 点目は、目標設定において生態的な閾値の設定や資源の割り当てが考慮されているか否かの開示

であり、考慮されている場合は、以下の項目について開示することができる。開示は義務ではない。 

 特定された自然資源の閾値、及びその特定方法 

 閾値が特定の資源と結びついているか否か、結びついているのであればその決定方法 

 取組内における、特定された閾値を考慮する責任の割り当て方法 

d. E5-4：資源のインフローに関する情報 

自社の操業及びバリューチェーンの川上において使用された、製品（パッケージを含む）、原材料（重

要原材料やレアアースは特定する）、水、自然物、その他設備等について開示を行う。 

事業内容がマテリアル・サステナビリティに関連すると判断した場合、報告年間中に製品の製造や

サービスの提供に用いられた原材料に関し、以下の情報を開示する必要がある（単位：t/kg）。 
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 報告年間に使用された、製品及び技術的原材料、自然由来の原材料の総重量 

 製品及びサービス（パッケージを含む）に使用された自然資源（エネルギー以外の目的で使われ

たバイオ燃料を含む）のうち、持続可能な調達が行われた比率（なお、使用された認証枠組みや

カスケード原則の適用に関する情報を具備する） 

 製品及びサービス（パッケージを含む））に使用された、再使用・再利用された部品や中間製品の

絶対量及び割合 

また、値の算出にあたって用いられた方法論、データが直接計測/推定計測のどちらで行われたのか

を明示し、その際に設けた仮定を開示する必要がある。 

e. E5-5：資源のアウトフローに関する情報 

このセクションで開示が求められている事項は、製品・原材料と廃棄物の 2 つに大別される。 

ア） 製品・原材料 

製品・原材料については、①事業活動の生産過程において排出されたもの、②サーキュラー原則（耐

久性・再使用性・修理可能性・解体性・再製造・リファービッシュ・再利用・生態サイクルによる再循環）に

基づいて設計されたもの、③他の CE ビジネスモデルに従って製品利用が最適化されたもののうち、重

要な製品や原材料に関して開示する必要がある。 

また、アウトフローに含まれる原材料について、以下の項目を開示する必要がある。 

 事業活動によって市場に出された製品の予想耐久性（市場平均比） 

 製品の修理可能性（開示可能であれば、その評価システムを含む） 

 製品及びパッケージのうち、リサイクル可能なものの比率 

イ） 廃棄物 

自社の操業によって排出された廃棄物の総量について、以下の項目を開示する（単位：t/㎏）。 

 廃棄物の総発生量 

 廃棄処分ルートから外れた総重量について、有害廃棄物と非有害廃棄物の内訳と、以下の項目

の内訳 

 再使用に向けた準備段階のもの 

 再利用されたもの 

 他の形で再度使われたもの 

 直接廃棄処分ルートに乗せられたもののうち、有害廃棄物と非有害廃棄物の内訳と、以下の項

目の内訳 

 焼却処分 

 埋立 

 他の処分方法 
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 リサイクルされない廃棄物の総重量及び割合 

また、廃棄物の組成について開示する際は、以下について明示する必要がある。 

 当該セクターや事業活動に関係する廃棄物の流れ（鉱業セクターの場合は鉱滓、家電セクターの

場合は電子廃棄物、農業・サービス業セクターの場合は食品廃棄物など） 

 廃棄物に含まれる物質（例：バイオマス、金属、非金属鉱物、プラスチック、繊維、重要原材料、レ

アアース） 

さらに、事業活動によって発生した有害廃棄物及び放射性廃棄物の総量を開示する必要がある。 

 

アウトフローの場合も、インフロー同様、値の算出にあたって用いられた方法論、データが直接計測/

推定計測のどちらで行われたのかを明示し、その際に設けた仮定を開示する必要がある。また、サー

キュラー原則に基づいて設計された製品については、それを分類・定義した基準について詳細を述べる

必要がある。 

f. E5-6：資源利用と CE に関連して発生が見込まれる財務的な影響、リスク、機会 

資源利用・CE に関連して発生する、財務的影響、リスク、機会に関して、以下の項目にしたがって開

示しなければならない。 

 資源利用・CE に関連した行動を実践する以前に見込まれる財務的効果を金額ベースで定量化

した値（過度なコストが必要な場合、定性的情報を提供する）（機会から生じる財務的影響につい

ては、情報の質的特性を満たさない場合、定量的情報は要求されない） 

 検討の結果浮かび上がった財務的影響、及びそれがもたらす変化や依存関係、影響が顕在化す

る可能性がある時間軸 

 財務的影響の定量化において置かれた重要な前提条件と、前提条件の不確実性レベル、不確実

性が発生している要因 
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（2） IFRS 財団・ISSB： IFRS サステナビリティ基準/SASB Standards 

1） IFRS サステナビリティ基準/SASB Standards の概要 

IFRS 財団（International Financial Reporting Standards）とは、国際的な財務情報開示の

基準を提供している財団である。IFRS 財団内には、サステナビリティ関連の開示基準を司る組織として、

ISSB（International Sustainability Standards Board：国際サステナビリティ基準審議会）が設

置されている。 

2023 年 6 月、IFRS/ISSB は G20 や金融安定理事会をはじめとする投資家コミュニティからの要

請を受け、企業のサステナビリティ関連の情報開示に関する基準として IFRS サステナビリティ基準

（IFRS S1（サステナビリティ関連財務情報の開示に関する全般的要求事項）及び IFRS S2（気候関連

開示）から構成される）をとりまとめ、公表した。テーマ別の基準で作成されているものは S2 の気候関

連のみであり、CE に関する内容は全般的要求事項の IFRS S1 に従って開示する位置づけとなってい

る。この基準に準拠することで各企業は、国際的な情報開示基準に則って短期・中期・長期に直面する

サステナビリティ関連の機会・リスクを開示することができる。 

IFRS サステナビリティ基準は、一般目的財務報告書の利用者がサステナビリティ関連リスク及び機

会を理解できるようにするために企業側が開示しなければならない必要事項について定めている。その

詳細事項は IFRS S1 に定められており、S1 では、「IFRS 基準の目的（IFRS 基準が求める事項）」「開

示範囲」「適正な開示に向けて求められる基礎的事項」「開示においてコアとなる事項」「全般的要求事

項」「判断・不確実性・誤謬の扱い方」が定められている。全般的要求事項の項目内では、IFRS サステ

ナビリティ基準の詳細ガイドラインとして SASB Standards を参照するように定められており、企業は

SASB の開示トピックを参照し、その適用可能性を考慮しなければならない。 

SASB Standards とは、IFRS S1 に準拠した情報開示を行うためのガイダンスであり、2011 年に

設立された非営利独立基準設定機関である SASB 財団によって発行されたのち、現在は IFRS 財団

に引き継がれている。これは 77 の産業・業界のそれぞれに該当するサステナビリティ関連リスク及び機

会を特定したものであり、各企業が自社のマテリアルな情報を開示することを補助するものである。 

2） IFRS サステナビリティ基準が指標及び目標について定めている事項12 

IFRS サステナビリティ基準は IFRS S1 内の項目「開示においてコアとなる事項」において、指標及び

目標(原文：Metrics and targets)に関して以下のように規定している。 

a. 指標及び目標を開示する目的 

第一に、サステナビリティ関連の財務情報開示において指標及び目標を開示する目的が定められて

いる。開示の目的は、「一般目的財務報告書の利用者が、サステナビリティ関連のリスク及び機会に関

 

 
12 IFRS 財団ウェブサイト、IFRS S1 General Requirements for Disclosure of Sustainability-related 

Financial Information（2023 年）、https://www.ifrs.org/content/dam/ifrs/publications/pdf-

standards-issb/english/2023/issued/part-a/issb-2023-a-ifrs-s1-general-requirements-for-

disclosure-of-sustainability-related-financial-information.pdf?bypass=on（閲覧日：2024 年 3 月

22 日） 
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する企業のパフォーマンス（企業が設定した目標/法令が企業に遵守を要求している目標に向けた進捗

状況を含む）を理解できるようにすること」と規定されている。 

b. 要求されている開示事項 

要求されている開示事項は指標と目標の 2 つに大別され、それぞれについて詳細を記載する必要が

ある。 

まず、開示主体は、自社の見通しに影響を及ぼすと合理的に想定し得るサステナビリティ関連のリス

ク及び機会について、次の事項を開示しなければならない。  

 自社に適用される IFRS サステナビリティ基準が開示を要求している指標 

 自社が測定・モニタリングしている指標 

 サステナビリティ関連のリスク又は機会 

 サステナビリティ関連のリスク及び機会に関する自社のパフォーマンス（企業が設定した目標

/法令が企業に遵守を要求している目標に向けた進捗状況を含む） 

 

この時、自社に適用される IFRS サステナビリティ基準が存在しない場合、指標を識別するために別

途項目を参照しなければならない。また、上記で開示した指標は、特定のビジネスモデル、活動、その他

自社が属する産業を特徴づけている共通の特性に関連する指標を含める必要がある。 

加えて、IFRS サステナビリティ基準以外のリソースから得た指標を開示する場合、その指標の内容

及びリソースを記載しなければならない。 

また、指標を自社で作成している場合、以下の情報を開示する必要がある。 

 指標を定義した方法（IFRS 基準以外のリソースから得た指標を調整したものか否か、その場合、

そのリソースや調整によって生まれた差異を含む） 

 指標の種類（絶対的指標（absolute measure）/他指標との関連で表現されている指標/定性

的な指標（例：RAG ステータス）など） 

 第三者検証の有無（検証者の情報を含む） 

 指標の算定に用いた方法及び算定時のインプット（算定方法の限界や重大な仮定を含む） 

 

また、戦略的目標の達成に向けた進捗をモニタリングするために自社で設定した目標や、法令が企業

に遵守を要求している目標がある場合、各々の目標について以下の情報を開示する必要がある。 

 設定した目標の進捗をモニタリングするために用いる指標 

 自社で設定した、もしくは法令が企業に遵守を要求している具体的な定量的又は定性的目標 

 目標が適用される期間 

 進捗を測定する時間幅 

 マイルストーン及び中間目標 

 各目標に対するパフォーマンス（パフォーマンス傾向や変化についての分析） 

 目標の見直し及びその説明 
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a. 「容器包装ライフサイクルの管理」で開示する項目 

「容器包装ライフサイクルの管理」の項目にて開示すべき事項として、定量的数値が 3 つ、定性的な記

述が 1 つ規定されている。なお開示においては、主要な材料ごと（例：木質繊維、ガラス、金属、石油系）

に細分化して開示することが可能である。 

 

 容器包装の総重量（t） 

開示の単位は t である。「容器包装」として情報開示が求められる包装のスコープには、一次包装（製

品に直接触れるよう設計された包装）及び二次包装（一次包装された製品 1 つ以上をまとめて保護する

包材で包装したもの）が含まれ、三次包装（輸送・取扱・流通を目的として行われた包装やバルク輸送）

は除外される。 

 

 リサイクルされた/再生可能な材料で製造された割合（％） 

使用された包装のうちリサイクルされた/再生可能な材料で製造された包装の重量について、容器包

装の総重量に占める割合を開示しなければならない。 

リサイクルされた材料と定義できるのは、製造工程から再資源化された原料のうち、最終製品自体も

しくはその部品の中に統合されたものであり、プレコンシューマ材及びポストコンシューマ材のみを対象

とする。また、「ISO14021（環境ラベル及び宣言−自己宣言による環境主張 （タイプ II 環境ラベル表

示））」の定義に則っている。 

再生可能な材料と定義できるのは、再生率が利用率と同等かそれ以上である生物のバイオマスで構

成されているものであり、Consumer Goods Forum の「Global Protocol on Packaging 

Sustainability 2.0」の定義に則っている。 

 

 使われた容器包装のうち、リサイクル可能、再使用可能、堆肥化可能な割合（％） 

使用された包装のうちリサイクル可能/再使用可能/堆肥化可能な包装の重量について、容器包装の

総重量に占める割合を開示しなければならない。 

「リサイクル可能」とは、利用可能なプロセス及びプログラムによって廃棄物の経路から回収され、加

工された後に再び原料や製品の形で使われるものを指す。これは ISO14021 の定義に則っている。 

「再使用可能」とは、その製品のライフサイクル内で、同じ用途で特定の回数使われることを想定して

設計されているものを指す。製品の最初の用途と異なる用途で使われたものは「再使用可能」とは定義

しない。（a）使われた製品や包装を回収して再使用するプログラムが存在している、又は(b)購入者が

製品や包装を再使用することができる施設や製品が存在している場合のみ、「再使用可能」と見なすこ

とができる。この考え方は ISO14021 の定義に由来している。 

「堆肥化可能」とは、生物学的プロセスによる分解による CO2、水、無機化合物、バイオマスの生成を

他の堆肥化可能な物質と同等に行うことができるもので、目視可能な/識別可能な/有毒な残留物を残

さないものを指す。堆肥化可能なプラスチックは ASTM Standard D6400 にて定義されている。 
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 容器包装のライフサイクル全体で環境への影響を低減する戦略に関して議論している事項 

製品包装がライフサイクル全体で環境に与える影響を軽減する戦略（包装の重量及び容量の用途別

最適化や代替材料の検討など）について、以下 2 点の開示が必要である。 

 リサイクルされた/再資源化可能な包装の使用の状況（供給可能性、消費者の選好、包装の

耐久性要件を含む）の説明 

 リサイクル可能/堆肥化可能な包装の使用（規制、包装の使用期限、消費者からの要望、包装

の耐久性を含む）の説明 

 

また、任意の開示項目として、以下が挙げられている。 

 他関連 ISO（ISO18602/ISO18604/ISO14855-1/ISO14021）の実践に関する検討状

況 

 環境への影響を軽減し製品効率を最大化する（重量の軽減や輸送効率性を含む）ためのライ

フサイクルアセスメント（LCA）分析の使用 
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（3） GRI： GRI Standard 306(Waste) 

1） GRI Standards の概要 

GRI（Global Reporting Initiative） Standard とは、自社の活動が経済、環境、社会に与える

影響について開示・報告する上で用いられている国際的な情報開示基準である。オランダ・アムステル

ダムに拠点を置くグローバル・サステナビリティ基準審議会（Global Sustainability Standards 

Board：GSSB）によって策定された。2024 年時点で世界 100 か国以上の 14,000 の企業・組織が、

同基準に則ったサステナビリティに関する情報開示を行っている。 

GRI は、経済、環境、社会それぞれに特化した一連の基準を持っており、それぞれ経済分野

（GRI200 シリーズ）、環境分野（GRI300 シリーズ）、社会分野（GRI400 シリーズ）に大別される。こ

れに加え、GRI に則った情報開示を行うにあたっての共通基盤となるガイドラインを提供する GRI1001, 

102, 103 が別途設けられている。 

 

図 1-8 GRI Standards の全体構成 

出所）グローバル・サステナビリティ・スタンダード委員会（GSSB）、「GRI 306： WASTE」(2020)、p.3 
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② 焼却（非サーマル回収） 

③ 埋立 

④ 他の廃棄方法 

c.廃棄処理された非有害廃棄物

の量（単位：t）及び以下の各区分

の内訳 

(ア) 焼却（サーマル回収） 

(イ) 焼却（非サーマル回収） 

(ウ) 埋立 

(エ) 他の廃棄方法 

d.廃棄処理された非有害廃棄物

の量（304-5-b 及び 306-5-c に

列挙されている各再資源化過程に

て、廃棄処理されなかった有害廃

棄物/非有害廃棄物の総量量（単

位：t）の内訳 

(ア) オンサイトでの発生量 

(イ) オフサイトでの発生量 

「当該企業における物理的もしくは管理上の境界線」の

中をオンサイト、外をオフサイトと定義している。 

e.上記データの理解にあたり必要

な背景情報、及びデータの収集方

法 

オンサイト/オフサイトから廃棄処理に回された廃棄物の

総量が異なる場合、その差分が発生した理由（例：特定

の廃棄物の埋立を事業所所在地が公的に禁じている）を

添えることができる。 

他にも、各産業に設けられている事項や基準、特定の廃

棄物について対処が義務付けられている外部からの規

制等も明記できる。 

また、データ収集は直接的計測によって行われたのか、

廃棄物収集請負業者や外部機関、もしくは廃棄物関連

データの監査機関から得た廃棄物関連のデータから取

得したのか明記できる。 

出所）グローバル・サステナビリティ・スタンダード委員会（GSSB）、「GRI 306： 廃棄物」(2020)、p.17-25 をもとに三菱総合研究所

作成 
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（4） CDP： Water security (W10 Plastics) 

1） CDP について 

CDP（カーボン・ディスクロージャー・プロジェクト）とは、英国ロンドンに本拠地を置き、独自に作成し

た質問書を通じて企業・自治体の非財務情報を収集・開示するオンラインプラットフォームを有する国際

NGO である。CDP は現在 4 種類の質問書（Climate Change(気候変動)、Forest(フォレスト)、

Water security(水セキュリティ)、City(シティ)）を作成しており、そのうちプラスチックに関連した指

標の開示を求めているのは水セキュリティ質問書である15。 

2023 年 4 月、CDP は 136 兆米ドルの運用額を持つ 740 社以上の金融機関からの要請を受け、

約 7,000 社に対して初めてプラスチックに関する企業情報の開示要請を行い、約 3,000 社からの回

答を受領した。開示要請を受けた企業の中には、プラスチック汚染問題に深い関わりを持つセクターで

ある石油化学、ファッション・アパレル、食品・飲料、石油・ガス、容器・包装の 5 産業分野が含まれている

16。上記の情報開示結果は 2024 年春に公表される予定である。 

2） CDP 水セキュリティ質問書の概要 

プラスチック関連の情報開示項目が含まれるCDP 水セキュリティ質問書は、W0（イントロダクション）

から W11（承認）の 11 モジュールから構成されている。なお、石油・ガス、電気事業者、化学物質、金属・

鉱業、石炭、食品・飲料・タバコ、農産品などのセクターについては、追加で分野別質問が設けられてい

る（2023 年質問書時点）。プラスチック汚染問題の深刻化を受けた 2023 年、プラスチックに関する情

報開示を求めるモジュール W10 が新たに追加となった。 

 

 

 
15 プラスチックに関する質問項目が含まれるモジュールは簡易版では表示されず、完全版のみで回答可能である。 
16 CDP ウェブサイト、https://www.cdp.net/en/articles/plastics/3-000-companies-disclose-plastic-

impacts-for-the-first-time-ahead-of-landmark-global-plastics-treaty-negotiations（閲覧日：2024

年 3 月 22 日） 
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図 1-10 水セキュリティ「W10 プラスチック」モジュールの全体構成 

出所）CDP ウェブサイト、https://guidance.cdp.net/en/guidance?cid=48&ctype=theme&idtype=ThemeID&incch

ild=1&microsite=0&otype=Questionnaire(閲覧日：2024 年 2 月 26 日) 

a. 開示対象とするプラスチックの定義/企業活動の範囲 

CDP 水セキュリティ質問書が「プラスチック」として情報開示の対象としている材料は、熱可塑性プラ

スチック、ポリウレタン、エラストマー、熱硬化性樹脂、接着剤、コーティング剤、シーラント、PP 繊維など、

最終製品に成型できるポリマー（分子単位を繰り返す大きな鎖状の分子）を含むものである。また、

2023 年の CDP 開示では、合成ゴムもプラスチックの定義に含まれている。 

また、プラスチックに関連する企業活動として情報開示の対象となるのは、「プラスチック生産・商品

化・使用から使用後の管理・再処理・廃棄」という一連のバリューチェーン全体であり、プラスチックを新

たに製造・販売している企業が、手元での管理を離れた後のプラスチック製品をどのように把握している

のかについて情報開示が求められている。 

b. W10「プラスチック」モジュールにおける指標 

W10 モジュール内で特にプラスチック関連の目標・指標について言及されているのは、W10.4「目

標」、W10.6「プラスチックポリマーの製造に関する指標」、W10.7「耐久財・部品に関する指標」、

W10.8 及び W10.8a「プラスチック包装材に関する指標」の 5 つである。 

以下は、各質問項目において求められる開示事項の詳細である。 
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1.2  サーキュラーエコノミー実現のための目標・指標に係るヒアリング調査 

1.2.1  ヒアリング調査対象 

以下の業種において欧州を含むグローバルな地域で事業活動を行う企業 11 社に対してヒアリングを

実施した。また 4 社について文献調査により情報収集を行った。 

 化学 

 自動車 

 食品 

 繊維アパレル 

 電気・電子機器 

 日用品 

 廃棄物サービス 

1.2.2  ヒアリング調査結果 

（1） CE に関する目標・指標・KPI 設定の状況 

 全企業が自社の長期目標・取組のパッケージを設定した上で、それを測る定性的/定量的指標を

設定している状況であった。 

 設定されている指標や目標の区分としては、再生材の使用率などの資源のインフローに関するも

の、廃棄物のリサイクル率や製品のリサイクル可能性などの資源のアウトフローに関するもの、

CE 型のビジネスの売上高やビジネスモデルの創出などの CE 型ビジネスの状況に関するもの

が確認された。 

 CE に関して企業内部での管理のための指標・目標と、マテリアリティに対応して外部向けにピッ

クアップして示す指標・目標を分けている企業も存在した。従来からの３R の延長線上で実施継

続している取組に関する目標よりも、社会的に注目され、自社としても重点領域としている取組

に関する指標や目標を特に前面に出している傾向が見られた。 

 グローバルな目標として設定する企業が多い一方、リサイクルに関する目標は OECD 諸国など

地域を特定して設定する例も見られた。 

（2） ESG 情報開示媒体等への記載状況/既存ガイドラインの活用状況 

 全ての企業が国際的に認められている基準・枠組みなどに沿って、統合報告書、ESG 情報の

データブックにおいて開示を行っていた。一部の企業では「サーキュラー・エコノミーに係るサス

テナブル・ファイナンス促進のための開示・対話ガイダンス」に準拠した形でのレポート作成を行っ

ていた。 

 業界に特化した報告基準やツールを活用している例も見られた。 
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具体的なヒアリング内容の例は以下の通り。 

 

各種報告書での開示 

 SASB や GRI に準拠したサステナビリティ報告書にて情報開示を行っている。（自動車） 

 統合報告書（過去 5 年分の原材料と資源生産性について開示）やウェブサイト（具体的な目標や

考え方、アクション、商品ごとの取組）にて公開している。（自動車） 

 アニュアルレポート、サステナビリティデータブック、サステナビリティサイト等で公表している。

（電気・電子機器） 

 財務情報や事業活動などはアニュアルレポートとして毎年公表しており、加えてサステナビリティ

に関する情報をまとめたサステナビリティレポートを発行している（化学） 

 経産省が 2021 年に策定した「サーキュラー・エコノミーに係るサステナブル・ファイナンス促進の

ための開示・対話ガイダンス」に準拠して報告書を作成し、CTI や EMF の Circulytics も参照

している。（電気・電子機器） 

 廃棄物情報を含む情報開示を行った上で ESG 評価機関からの評価を受けている。また、年に 1

回、サステナビリティ発表会を開催し、広く情報開示を行っている。（繊維アパレル） 

 ウェブサイトでの開示に加え、SBT 認証や CDP 質問書を介した開示に取り組んでいる。（食品） 

 CSRD/TCFD は重要なベンチマークとして考慮している。（日用品） 

 

業界固有の取組への参画・活用 

 国際組織において、自社業界に特化したサステナビリティ基準の議論に参画している。（自動車） 

 英国 NPO が提供している「Worldly」の FEM（Facility Environment Module）というツー

ルを通じてサプライチェーンの情報を収集している。これはアパレル業界で最も使用されている

プラットフォームであり、当社では FEM に蓄積されたデータを活用して、各工場への改善指示を

出している。ESG 評価機関からは、このツールの活用方法について評価を受けている。（繊維ア

パレル） 

 WBCSD の会員企業として、CTI 関連のプロジェクトに参画している。（自動車） 

（3） 指標活用における課題 

 現存している指標に対応する上での課題として、自社判断が含まれる領域の難しさや、複数事業

体や連結子会社のデータ把捉、バリューチェーン上のデータ取得方法等が指摘された。 

 現存の指標の不十分さについては、循環の質や CE への貢献度を評価できる指標がまだ存在し

ないこと、各業界・各事業の特徴が反映されないこと、開示のボトムラインが曖昧であること等が

挙げられた。 

 指標活用にあたり、指標で用いる用語や対象の定義が各社で統一されていないことが課題とし

て挙げられた。 

 また、開示の必要性は認識しているものの、特に規制等がない状況下では、対応の費用対効果

が低いと感じているという意見があった。 
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具体的なヒアリング内容の例は以下の通り。 

 

自社での CE の重要性を評価する際の方法論の難しさ 

 CSRD は、重要箇所の特定、目標・指標策定、インパクト開示まで全て自社で行う必要があり、

非常に苦心している。重要箇所の特定において範囲を狭めてしまえば会社として開示のハードル

は下がるが、社会的に低く評価されてしまう懸念がある。（自動車） 

 CSRD の財務インパクトの算出方法はガイドラインが不明瞭な中で、様々な仮定を置きながら算

出することになるため、社内でどのように合意形成していくかが課題である。（自動車） 

 

複数事業体・連結子会社の開示ハードルの高さ 

 CSRD は連結子会社全体での開示を求めているが、膨大な全連結子会社・全拠点の廃棄物の

合計値や、材料別の重量を把握するのは非常に困難である。（自動車） 

 CTI はインフロー/アウトフローに特化しているため、複数事業体を抱えている場合、インフロー/

アウトフローの比率/重みづけが異なる各事業を全体で一律に開示するのは難しい。また、二次

流通の部分が測れていない懸念がある。いずれの指標も一長一短である印象である。（電気・電

子機器） 

 

開示に必要なデータの取得方法での課題 

 リサイクル可能率、リカバリ可能率等をモニタリングすることはできるが、製品が消費者の手に

渡った後の処理方法や処理過程に目標を設定しても、自社の努力で達成できるのかが不明確で

設定が困難。（自動車） 

 サプライチェーン上のどのデータを集めるべきか方針が未確定であり、例えば販売量に対する回

収量の比率の対外的発信は難しい。（繊維アパレル） 

 販売した製品のリサイクル率等は、社会全体の統計による把握しか行えていない点が課題であ

る。（自動車） 

 

重量のみで見たインフロー/アウトフロー以外の部分が十分に反映されない 

 現状の指標では、循環利用の質が反映されない。リサイクルの質の違い（水平リサイクルとカス

ケードのリサイクルとを明確に区別した開示）や、投入資源のうち希少物とそれ以外を重みづけし

た評価を行えるようにしたい。（自動車） 

 最も環境負荷が少ないのはリユース、リデュースであるが、欧州の情報開示ではインとアウトの

循環のみに焦点が当たっている。そのため、これに対応しようとすると、プラスチックの再生材を

使用するなどの取組を実施せざるを得ない。金属の再生材も同様の状況である。（電気・電子機

器） 

 様々な素材ごとに重要性の重みづけを行って製品全体での評価を行っていたが、その重みづけ

の係数については自社で決めていたため対外的な説明がしにくい側面もあった。世の中的に統
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一された評価の方法があるとよいと認識している。（電気・電子機器） 

 CE に資する製品・ビジネスに関する評価軸では、社会への影響を正当に評価できる CE 指標が

まだ存在していないと認識しており、現状は定性的に方向性を目指す目標としている（電気・電

子機器） 

 日本の産業の強みはモノづくりにあるが、欧州ではモノづくりに特化した話ではなく、リユースビ

ジネスや修理の文化など新しい市場を作る話をしている。日本はサプライチェーン上の製造業者

の立場が強いので、製造業者に合わせた基準を作ってしまいがちだが、そのままでは欧州の流

れに追従するのは難しい。（廃棄物サービス） 

 

業界ごと・事業形態ごとの特徴を考慮した重みづけのある開示ができない 

 全事業を包含した目標ではなく、事業に合わせたリアリティのある目標を設定したいが、各業界

に定められている目標もない状況では、自社の立ち位置を示すために何を打ち出せば投資家な

どへ刺さるかの検討に苦慮している。（電気・電子機器） 

 販売後、購入者が修理対応できるように情報開示すべきという風潮を感じているが、商品のサー

ビス形態が異なるのに開示要求は同一基準であるため、業界全体で一括りに開示要求するのは

危険である。（電気・電子機器） 

 製品の耐久性も、単純に長ければよいわけではなく、製品やサービス形態に応じた指標が必要

である。（電気・電子機器） 

 インフローとアウトフローは共通の基準を設けた上で、業種業態別の特徴を捉えた指標があると

よい。（電気・電子機器） 

 開示基準について、全社に共通の項目と、業界としての任意開示項目があるのが望ましい。（電

気・電子機器） 

 

開示範囲の幅が広大であり、対応が必要なボトムラインの判断がつかない 

 今年度検討中の CTI v.5 では、雇用・人権の領域までを検討しており、指標の対象領域が拡大

しているため、CE の文脈でどこまで踏み込んで対応すべきか判断がつきかねている。サプライ

チェーンの末端の地域の雇用・人権の実態等については重要ではあるが、CE の検討でどこまで

考慮していくべきかは分からない。（自動車） 

 ＣＴＩや Circulytics など企業やその製品を評価する指標がたくさんあるが、各企業がどれを採

用するか悩まれている印象である。それぞれの指標を評価するガイドラインを見やすく整理する

ことが、日本企業には役立つのではないか。（廃棄物サービス） 

 

用語の定義が確立していない 

 インフローの指標である再生材にはポストコンシューマ材とプレコンシューマ材があり、当社はど

ちらも再生材として扱っているが、欧州ではポストコンシューマ材のみ再生材と認める場合があ

り、開示基準によって定義が異なることは気にしている。（電気・電子機器） 
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 アウトフローについて、当社では焼却後に発生する残渣を埋立とカウントしているが、他社ではエ

ネルギーリカバリにカウントし、埋立をゼロとしている事例もあり、定義が曖昧である。（電気・電

子機器） 

 有価で売れたものは全てマテリアルリサイクルに使用されたと仮定して廃棄物ゼロと開示してい

る企業も見受けられるが、当社では、売却後もマテリアルリサイクルが実施されたか最後までト

レースして、その割合を開示している。廃棄物割合の定義についても統一してほしい。（電気・電

子機器） 

 素材業界ごとに指標の定義が異なると、製品メーカとしての取りまとめが難しくなる。鉄鋼業界と

アルミ業界でリサイクル材使用率のカウント方法が異なると、製品メーカとしての数値を算出しづ

らくなる。サプライチェーン上で統一された指標を作るために、素材・部品・電気電子メーカなど

異なる業界が集まって議論する必要がある。（自動車） 

 CE 型のビジネスモデルについて指標や目標とする場合には、CE に資するサービスに関する定

義や基準が統一されていなければ定量的に算定してもあまり意味がないと感じる（電気・電子機

器） 

 ISO などで計算方法に関する定義の議論が進められるとしても、各社によって有利な定義の思

惑が異なるため、策定に時間がかかり、CE が進まない懸念がある。実績を有する企業が組んで

統一ルールを作り、それを広める等しないと、標準化は進まないのではないか。（化学） 

 

対応工数と得られる効果（費用対効果） 

 定められた時期に必要な情報を開示することには前向きではある一方、リスクと機会の定量的

開示においては、数々の前提条件の設定が必要となる。これらのデータが投資家からニーズが

あることは理解しているが、対応に要する工数に対し得られる効果が低いと感じている。（自動車） 

 CE への取組や指標開示にメリットがない/取り組まない企業にペナルティが課されない/努力し

ているメーカが損をする等の状況に陥りかねないという議論が社内で出始めている。努力してい

るメーカにインセンティブを与え、取り組んでいないメーカのフリーライドを防ぐための指標として

情報開示が使えると活動を進めやすい。自発的努力では、ある程度まで取組が進んでも、その

先が難しい。（食品） 

 

静脈産業側の巻き込み 

 静脈側には国の方針に懐疑的な見方をしている事業者も一定数存在する。特に小規模なリサイク

ラーは、国とのコンタクトに慣れていないため、彼らにとってどういったメリットがあるのかを提示で

きるとよい。（廃棄物サービス） 

 

従来実施してきた資源循環への評価における考慮 

 日本では資源循環の取組を過去から高いレベルで進めてきた部分もあり、CE となったときに、そ

の部分もうまく反映できないと、今までの取組が何だったのかとなってしまう。全く異なる指標に

なってしまった場合には、今までの取組はやめるのかという議論になってしまうことは懸念。（電気・

電子機器） 
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開示要請に対する準備 

 欧州の ESG 開示のルールでは、第三者保証が必要になるため、早めに監査機関とコミュニケー

ションを取り、準備を進める必要がある。依頼の時期が集中すると、監査機関も対応しきれない恐

れがある。（化学） 

 

（4） 所属する業界全体の取組 

 各業界の取組として、指標算定の方法や定義の整理、アウトフローに相当する販売後の製品へ

の共同対応、欧州等の基準への対応などが挙げられた。 

主な内容は以下の通り。 

 

 リサイクル材の規格統一（欧州は既に着手している）や再生材比率のカウント方法等、個社ごとに

異なっていると横並び評価ができなくなってしまうものに対して取り組んでいる。（自動車） 

 各国に存在する製品のラベリング制度/グレーディング制度が強化される動きがある。（自動車） 

 自社を中心に、再生資源及び再生可能資源比率が業界共通の指標になるよう働きかけを検討し

ている。（自動車） 

 自社製品のみ使用済製品をトレースすることは難しい。自動車業界として、使用済製品を有効に

活用するための働きかけは行っているので、「業界全体の働きかけの結果、社会全体の統計的

数字が向上している」という形で開示を行っている。（自動車） 

 開示基準はまず欧州規格で作成されるため、対応して意見等を反映していく必要があるが、そこ

までは動けておらず、現段階では、技術的な内容を正当に主張することにフォーカスしている。

（電気・電子機器） 

 世間からの注目度や弊社の意思の反映しやすさの観点から、業界全体で 2030 年までに水平リ

サイクル 50%達成を掲げている。（食品） 

 環境配慮設計や包材設計の規格制定、ボトルやパウチの回収活動が協働で実施されている。

（日用品） 

 

（5） 国等への要望・意見 

 今後 CE に関する目標設定・指標活用を行う上で企業側が求めている事項として、CE 関連の

長期目標の設定、グリーンウォッシュ防止/サプライチェーン連携促進に向けたガイドラインの策

定などが挙げられた。 

 CE 指標の議論の進め方の整理や、法制度の見直し、CE をビジネスとして成立させるための施

策なども挙げられた。 

 先進的に開示/取組を実施している企業へのインセンティブ、資源循環と脱炭素の関係整理の必

要性などの意見も聞かれた。 
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具体的なヒアリング内容の例は以下の通り。 

 

検討の進め方に関する意見 

 設定における課題として、長期目標が明確に設定され逆算した様々な目標が設定されている

CN とは異なり、2050 年・2080 年の長期目標をどこに置いているのか不明確な CE の場合、

2030 年等に目標を置くことについて違和感がある（自動車） 

 KPI 設定においては「何をするための KPI 設定か」を決めることが最重要である。資源循環の取

組について総論は賛成だが、どのように各論に落とし込んでいくのか検討が必要。（電気・電子

機器） 

 

グリーンウォッシュと批判されることを防ぐようなガイドライン策定 

 原料サプライヤの素材に平均的に 5～10％の再生材が使われていることが統計的にわかってい

ても、その割合が自社製品に適用でき、自社製品における開示に適用して良いか分からない。グ

リーンウォッシュとの批判を防ぎながら、情報公開するためのガイドラインが必要である。（電気・

電子機器） 

 目標未達だった時にグリーンウォッシングと批判されるリスクを懸念し、日本国内で努力義務段

階の目標を提示に躊躇している。数値表明したものの捉え方や根拠の立て方に関してガイドライ

ンがあるのが望ましい。（日用品） 

 

サプライチェーン連携に関する国等のガイドライン策定 

 サプライチェーン連携に関するガイドラインが提示されていれば、直接の規制対象ではない子会

社などにおける認識も上がり、サプライチェーンでの情報流通の活性化に繋がる。上流のサプラ

イチェーンの取引相手や顧客情報の取得は特に難しいため、そうした情報流通を促すガイドライ

ンを整備してほしい。（自動車） 

 CE は各ステークホルダー全体となって動かなければならないため、各事業者へのネガティブ/ポ

ジティブなインセンティブ設計が必要であり、ガイドラインを提示してほしい。（日用品） 

 

CE 指標の活用目的の整理 

 指標に関する議論において、「企業の競争力を表現しビジネス機会を創出する側面」と「ある企業

の活動が社会全体のトレンドと比べて先行/後退していることが示される側面」が、同時に議論さ

れている印象である。競争力・ビジネス機会創出に繋がる指標は、比較の物差しであり、国際標

準であることが望ましい。（電気・電子機器） 
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ダブルマテリアリティの考え方への考慮 

 情報開示の方向に関して、欧州 CSRD ではダブルマテリアリティの考え方となっている一方、日本

では IFRS サステナビリティ基準の議論からシングルマテリアリティの考え方の議論が進んでおり、

その点で乖離が進むことを懸念している。投資家向けの開示の視点のみでは、良い面ばかりを報

告することになるため、ダブルマテリアリティにより自分たちの活動を正直に報告するような観点も

考慮が必要。（化学） 

 

高いレベルの情報開示へのインセンティブ設計 

 グローバル市場を見据えている担当者は対応義務を感じても、リサイクル材で製品を作る事業

会社にとっては単なるコスト増である。開示の最小要件を設け、活動が進んでいない会社の底上

げやフリーライド防止を促すことが必要である。高いレベルでの情報開示にインセンティブ付与が

ないとアンフェアであり、例えば SBT 認証を取っていない企業と同じ土俵で評価されるのは厳し

い。（食品） 

 サステナビリティ担当者として何を根拠にして会社全体を動かすべきかで苦慮しており、ガイダン

スのみでは努力義務の提示にしかならず、動かない企業が多くなることを懸念している。（日用

品） 

 

資源循環と脱炭素のトレードオフの扱い 

 他社メーカが「このリサイクル技術は廃棄に比べ GHG 排出量の改善に寄与する」という資料を

作成していたが、その廃棄物はもともと焼却が 1 割程度であるため、焼却と比較してしまうと消

費者に優良誤認されかねない。世の中の理解が追い付いていない状況では「言ったもの勝ち」に

なってしまうのを懸念している。資源循環と脱炭素で長所が異なるため、このあたりの交通整理

をしてもらえれば安心して活動できる。（食品） 

 ローカルのサプライチェーンの構築が最善ではあるが、資源循環のために外国から素材資源を

持ちこむ必要が発生する場合、気候変動問題において GHG が増えるなどトレードオフが発生す

るため、考慮してほしい。（日用品） 

 

再生原料とバイオマス原料の意義・位置づけへの配慮 

 界面活性材など環境中に不可避的に排出されていくフローもあるため、その点は再生原料だけで

なく、バイオマス原料など自然界のループが必要になる部分もある。バイオマス材とリサイクル材の

両方が必要という整理になる。（化学） 
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CE を阻害する既存の法制度による規制の見直し 

 ある企業の工場で廃棄される綺麗なプラスチックを、別企業が活用するという視点も重要である。

しかし現状では、ある業界で使えないものを別の業界とマッチさせるには規制が妨げとなってい

る。現在は再生材の方が高価格でも、開示基準を満たすために買い手が殺到する状況であり、

今後は再生材を他業界と連携し合いながら活用すべく、再生材のマッチングにも取り組むべきで

ある。（電気・電子機器） 

 廃棄物処理法がリサイクルと反対方向に働いている場面が多々あり、当社の取組において廃棄

物処理法がネックになる場合が多く、見直しが必要。（繊維アパレル） 

 

CE をビジネスとして成立させるための施策 

 指標を作成して情報開示を義務付けるだけでは経済合理性は成り立たないため、CE をビジネ

スとして成立させるための施策や、CE に経済合理性を見出す施策を議論が必要。定量的な指

標の規制などの数値にこだわりすぎることで顧客への価値や経済合理性が低下してはいけない

と認識しているが、現時点では CE への移行を企業の価値創造につなげるのは難しい。（自動車） 

 企業の視点からは「消費者が購入してくれるか」は重要な観点であり、問題が可視化できておら

ず、消費者に啓発できていない状態だと、CE に取り組んだ結果、包材のコストが上がり、コスト

が商品に転嫁された場合、消費者の購買意欲は減じてしまう。（日用品） 
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1.3  サーキュラーエコノミー実現のための目標・指標策定のガイドライン検討 

1.3.1  実務者ワーキングの開催 

国内外での CE に関する指標・目標の動向を整理した上で、今後の各主体（特に日本企業等）による

CE 実現のための目標・指標設定のあり方を議論し、企業向けの指標活用に関するガイドライン（素案）

を取りまとめるため、有識者から構成される実務者ワーキングを開催した。 

（1） 実務者ワーキング委員 

実務者ワーキングの委員は以下の通り。 （○：座長） 

 ○ 村上 進亮  東京大学大学院工学系研究科教授 

    市川 芳明 多摩大学 ルール形成戦略研究所 客員教授 

    梅田 靖   東京大学 大学院工学系研究科 人工物工学研究センター 教授 

    醍醐 市朗  東京大学 先端科学技術研究センター 准教授 

（2） ワーキング開催概要 

実務者ワーキングの開催概要は以下の通り。本ワーキングは全て非公開にて実施した。 

表 1-23 実務者ワーキングの開催概要 

 開催時期・方法 議事内容 

第 1 回 2024 年 3 月 5 日～8 日 

書面開催、及び委員個別でのヒ

アリング 

1. 本検討会の設置趣旨のご説明、検討スコープ等に

関する討議 

2. 企業向けガイドラインの方向性の討議 

3. その他 

第2回 2024 年 3 月 18 日 10～12 時 

対面及びオンラインのハイブリッ

ド形式（株式会社三菱総合研究

所 大会議室Ⅾ） 

1. 第 1 回ワーキングでの主なご意見と対応方針の説

明 

2. 企業ヒアリング結果概要のご紹介 

3. ガイドライン素案についての討議 

※なお、実務者ワーキングと並行して、有識者として日本政策投資銀行 設備投資研究所の竹ケ原啓介

所長にもヒアリングを実施し、その意見もワーキングの議論の参考とした。 

 

2 回にわたるワーキングでの主な議論・意見の概要は以下の通り（竹ケ原氏へのヒアリング結果も含

む）。 

 

企業目線で CE 指標に取り組む目的の整理が必要 （ガイドラインの目的説明に関する意見） 

 CE 指標は環境関連部署が専門で対応されることが多いが、本来は指標を新しいビジネスの展

開につなげていく必要があるため、事業を担う戦略・ビジョンの担当者にも関わってもらう必要

がある。 
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 CE 指標への対応には、リスクと機会の両方の側面があり、欧州動向の中で実質条件になりつつ

ある情報開示は、前者のリスク削減の側面での対応である。まずは規制対応の観点から、定量

的に情報開示できるところを優先的に取り組んだ上で、次のステップとしてより長いスパンで成

長戦略としての指標活用を盛り込んでいく必要があるという説明をする必要がある。企業は価

値創造のために情報開示を行っており、自社の成長と同期できるからこそ取り組む意義があるこ

とを考慮する必要がある。それは各企業固有のビジネスモデルに即した CE 移行ストーリーを作

成し、投資家より承認・エンゲージメントを得るという個別の対応になるため、リスク対応と異なり

標準化できるものではない。 

 リスクを削減することはもちろん重要であるが、それはあくまでも基盤であり、その上に成長機会

があるかが重要である。今回の議論の中心はリスク対応の観点であり、CE 全体への取り組み方

の体系は今後検討すると説明できればよい。 

 2050年・2080年の長期目標が不明確なのでやりにくいとの企業の意見もあったが、現状の見

える化の要請の事情も分かるが、先にこの取組を進めることで、この先で企業価値や経済が活

性化するということが見える構成にする必要があるだろう。 

 日本における理想的な CE ビジョンを早く決めて、各業界の同意を得てそこから指標がでてくる

べきだが、今回は議論の順番が逆になっている。そのため、ガイドラインを出すのであれば指標

の検討を先に行うことを納得してもらう必要があり、その理由として考えられるのは投資家に対

する説明のニーズである。クリティカルローマテリアル（CRM）に懸念がある企業の場合、投資家

に対して自社事業への影響を説明する必要がある。すべての企業が一律に開示するのではなく、

マテリアリティ分析した上で依存性のある企業は開示しなければならない。 

 欧州の ESPR や CSRD に対応が必要な企業では、日本国内でのサプライチェーン上でもデー

タをもらわないと報告義務等に対応できない可能性がある。全部の企業ではないが関係する企

業にとっては指標の検討に対する納得感がある。そこまでであれば今年度ガイドラインとして出

す価値はあるが、一方で来年度の方向性をしっかり打ち出しておく必要があるだろう。 

 ガイドラインの目的の部分で、「自社における CE に関するパフォーマンス把握」はリスク対応。自

社にとっての事業リスクを内部で把握するために行い、すべて開示する必要はない。データを集

めてリスクを把握し、ストラテジックローマテリアルは何か等を考えることになる。その上で、「各

種 ESG 情報開示の要請対応」が記載されているが、これはリスク対応というより、むしろ機会で

はないか。そのように表現した方が企業も取り組む意義として勇気づけられる。 

 

CE 情報開示を促進するための配慮・インセンティブ設計が必要 

 企業が積極的に開示できる仕組みが望ましい。人的資本の議論では、育休取得率が高ければ、

優秀な人材が働きに来ることや、株主が高く評価したりすることがあるため、企業は開示に意欲

を持っており、「やらされている感」を持っていない。CE 指標についても、このように自発的に開

示したくなるようなインセンティブ設計が必要。 

 情報開示によって何がインセンティブとなるのかを明確にする必要がある。その意味では、欧州

の規制対象企業にとっての課題として「サプライヤが機密情報扱いでデータを提出しないために

開示できないこと」があるため、（ガイドラインにより、サプライヤを含めて開示が進み）CSRD 等



 

57 

 

への開示を容易化することは、ガイドラインの目的としては保守的ではあるが評価される取組だ

と思われる。また、企業の事業継続性の観点から、第三者認証を受けつつ企業の CE による安定

性が発信できることで、株主から評価されるという部分もインセンティブになる。企業ごとに、法的

に開示が必須のものと、マテリアリティ分析を経てあえて開示することで世間の注目を集めるも

のとが両輪あることが望ましい。健康経営では健康経営銘柄の設定が開示促進に効いたため、

CE 銘柄を作ってもいいのではないかと思う。 

 現在は様々な開示基準対応があるため、最低限クリアしておけばよいラインを提示してもらえれ

ば、企業としてもやりやすくなると思われる。 

 

企業における CE の目標設定と達成に対する考え方を示す必要 

 外部環境が変わらない前提で指標や目標を宣言するのは良いが、外部環境が急に大きく変わる

ときに方針転換ができるのりしろを残しておける配慮が必要ではないか。 

 日本企業は目標の達成を気にするが、サステナビリティ報告の精神はロジックを立てて、それを

検証するサイクルを回すことに意義があり、外部環境が変われば目標も変わることをロジカルに

説明できればよいと理解している。数字だけを見て判断するということではない。目標設定は

ツールとして活用しながら、企業経営に生かすようにしてもらう必要がある。 

 目標については外部要因よりも、企業としての経営戦略の比重が高いだろう。CN では 1.5℃目

標という世界の目標がありそれに対して各主体への削減量の割り当てがある。国としても業界と

しても目標を立てやすく、自分の企業の都合はともかく、ある部分は達成しないといけないので

分かりやすい。CE は CN と違って世界全体で資源量がどうという国連目標があるわけでもなく、

達成できないことでどのような地球レベルでの悪影響があるかも不明確。どちらかというと資源

が枯渇して困るのは企業であり、事業活動が阻害される。グローバル目標ではなく個々の企業と

しての経営戦略に関わる目標である。リサイクル性に関し影響を受けやすい事業を行う企業であ

れば、成長のためにこの材料をこれだけ確保しなければならない、輸入では不十分なのでリサイ

クルを進める、自社だけではできないのでパートナーと組んでやるという計画と目標を年度ごと

にたて、株主総会で承認を得る必要がある。目標は個社ごとに違うし、株主向けの説明マターで

もある。そういう性質のものであるということを考える必要がある。 

 

CE 指標活用に関する検討ステップではマテリアリティ分析やサプライチェーンでの協議をいれるべき 

 最初のステップで、マテリアリティ分析について触れた方が良い。指標を含めダブルマテリアリ

ティ分析の観点を入れても良いと思う。マテリアリティ分析は前提となっており、会社の幹部の意

向だけでなく消費者や社会がどう見ているかという軸も入れて分析することで、リスクも投資家

向けのメッセージも、何を指標として選ぶかも、目標設定も全てに関係する前提となる。 

 ステップ 6 での優先順位付けは、ゴール設定をする対象の優先順位付けではないか。指標の評

価項目のうち、あえてゴールまでを決める重要な項目はどれかをステップ 6 で判断する。 

 データ収集のステップでは、サプライチェーンの中で会話すべきことを入れた方が良い。例えば

米国の EPA では Design for Environment（DFE）というプロジェクトがあり、例えば自動車



 

58 

 

部品メーカがリーダーになって 100 数十社のサプライヤが集まって定期的にサプライチェーンで

の改善を議論している。ひとつの会社では決められない取組もあり、ステップの中にそうした連

携の要素を入れた方がよいのではないか。 

 今回は、個社の評価の話をしている点が難しいところもある。例えば全体として良くなっていれば

個社が一部悪くなっても、別の側面でポジティブに働くという当たり前のことが言いにくい。ス

テップの中にサプライチェーンの前後の人と話すフェーズを作るというのは重要である。 

 

企業の CE 指標と国の政策的な目的との関係性の整理、それを表現する統合的な KPI も重要 

 指標を策定する上では、5 つの要件があると考えられる。 

①環境面・経済安全保障面で国の課題を解決するための指標であること、 

②企業が収益を上げられる健全な競争環境を作れること 

③製品レベルの評価の積み上げが自動的に企業レベルの評価改善に繋がること（本 WG の議論

では製品を飛び越えて企業レベルで指標を考えるところから始めているが、本来は製品から始

めて企業に繋がることが理想である）、 

④製品レベルの評価指標に合わせた経済活性化策をとること(エコポイント制度等) 

⑤日本の強みを生かした指標を先行させて世界に打ち込むこと（先行している欧米が設定した

指標が日本に不利なものとなることを防ぎ、日本がサーキュラーリティに持つ先進性を生かす）、

である。 

 企業の対応がどのようにマクロに国の目標に繋がるのかを示すことも企業の安心にもつながる

のではないか。 

 ESRS や SASB は、KPI ではなく指標を個別に要求するものであり、人的資本経営でいえば

「男性の育休取得率 30%」のような他とは関連しない独立した指標を複数公開することを求め

ている。これが経済活性化にどのようにつながるのかというストーリー付けの議論が現時点では

不足している。 

 例えば「日立-産総研サーキュラーエコノミー連携研究ラボ」では、リニアエコノミーから CE に移

行することで経済効果を生みだす KPI を設定している。KPI は、様々な指標（インディケータ）が

盛り込まれた関数として定義され、1 つであることが望ましく、多くても 2～3 個であるべきであ

る。この視点が、少なくとも製品レベルの評価では必要である。 

 

CE の最終ゴールに対する、目標設定・指標の評価の考え方の整理が必要 

 CE指標は、最終的なゴールとしてどこを向いているのかが不明瞭。出口としてどのような社会を描

くのかという検討が先決ではないか。 

 社会全体としての資源循環率の指標がプラス、マイナスにどのくらい寄与するかを評価するシステ

ムが、全体としてあるべきである。ある会社がスクラップを大量に使用しても、それが隣の会社から

取ってきただけでは意味がない。インプットだけを評価すると、全体のシステムとしての合理性が失

われる可能性がある。 

 CE の将来像として、2050 年、2100 年に循環のループが太くなればよいのか。また、目指す将来

像を置いた上でそれを経済システムに落とし込む際に、インプット、アウトプットの評価をそれぞれ
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どのように捉えればよいのか。将来像を置いた上で、時間軸を設定する場合には、そのような視点

の評価も必要である。 

 企業としては長期的な目標や絵姿を考える際に、気候変動の1.5℃目標のような分かりやすいシ

ングルインディケーターを期待されるかもしれないが、CE ではそのようなものはないことを分

かっていただく必要がある。単純化した結果、資源の使用量にキャップをかけるという話になって

しまうのは危うい。キャップそのものが把握できるのかがそもそも不明で、徐々にしか検討できな

い話である。研究的側面が残っているレベルの話だということを分かって頂いた方が良いと思わ

れる。 

 

マテリアルフローの指標に対する企業の価値創出に関する指標の関係や見せ方に考慮が必要 

（ガイドライン中の図への意見） 

 保守的に取り組むべきボトムラインとして策定するのであれば指標の分類のうち A.インフローと

B.アウトフローの指標が中心の図でも問題ないが、そのまま直線的なフローとして表現すると大

量生産・大量販売前提の製品の話が中心に見えてしまい、旧来型の 3R を想定されている印象

がある。ボトムラインとしてより多くの人に理解してもらうことを目指すのであればその図で大変

分かりやすいが、より踏み込むのであれば、事業活動の部分を、（「製品販売」ではなく）「顧客に

価値を提供して対価を得ること」と抽象化すること、「資源循環の最大目標はデカップリングであ

り、その手段としてインフロー/アウトフローを計測し最小化するのは重要である」ことを整理図に

おいても打ち出すこと、が考えられる。最大目標に至る準備段階としてインフロー/アウトフローか

ら始める、というのは戦略として良いと思うが、「インフロー/アウトフローが重要」としてしまうと、

それは従来の 3R の議論になってしまう。 

 指標に関しては、t 数の指標が中心になっている。ISO59004 では評価すべき要素としてバ

リューと言っている。資源をリサイクルすることでリソースのバリューを維持したりアップグレード

したり、ということを言っているが、実際の指標はドルではなく t 換算である。正確に製品の価値

を示すと企業秘密にかかわるので難しいのは分かるが、市場価値や平均値でも良いので、金額

にすることで、どれだけ価値を生み出せるかというアピールにもなる。今回の検討では間に合わ

なくても、バリューに注目することで経済指標らしいものに変える努力をするとよい。 

 重量以外の扱いについては、素材生産側からすると売るときにはほぼ量り売りで、機能で売りた

いが機能を指標化して単価に結びつけることが難しく、また、機能で買ってくれる人がいない。高

機能化すると売る材料のボリュームが減って損をするということも起こりかねない。重量以外の

評価は難しいが、引き続き考えるべきである。 

 A.インフローと B.アウトフローの指標は、個社がどれだけ努力しても、外部環境に依存してしまう

ため、資料中の A・B グループよりも資源と経済価値との関係性をみた C グループを先に掲載し

た方がよい。そのほかの指標をまとめた D グループについてもなるべく C グループに取り込みた

いイメージである。ただし、GHG やサプライチェーンの寸断に関連する指標項目については、D

グループのままでよい。耐久性、長寿命化に関連する事項は C グループに入れて、マテリアルフ

ロー以外の定性的な事項も重視する姿勢を見せられるとよい。 

 D グループの指標は未熟である。D には製品の修理可能性の指標などが入っているが、企業の
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評価で修理性というのは違和感があり、更に深掘りして、エコ設計などにもう一歩踏み込むべき

かもしれない。 

 

今回の指標の整理が、企業同士のバリューチェーンの一部を切り出していることを表現すべき 

（ガイドライン中の図への意見） 

 アウトフローとインフローの先に別の事業者やバリューチェーン上の取引先などを小さな枠で書

き加えることで、他の事業者とのサーキュラーな関係にあるように見えるのではないか。 

 取組において、取引の相手がいるという点は非常に重要である。CN は個別のプロセスから排出

されるものや市場で調達する時に上流での排出として捉える評価だが、CE の取組は取引の間

でいかに次の人がほしいものを出せるか、受け取る人がほしいものを調達できるか、という、規

格化されていないものを個別にマッチングすることがカギになる。そもそも出発点が違うので、ひ

とつのプロセスや企業で評価すると、前後の関わりという意味では取引の片面しか見ていないこ

とになる。 

 システム境界を書いてバウンダリを超える量を測ろうとすると四角いボックスとなるが、この系が

単独で存在するのでなく、あちこちに多くあって連接してサプライチェーン全体として回っている、

そこから 1 社分の拡大図がこれである、という絵にした方が分かり易いだろう。 

 

マテリアルフローだけではなく、情報の流通に関する考慮・評価の視点も重要 

 CE は物流だけでなく情報がついて流通する点がこれまでと違う。プラスチックにトレーサビリ

ティの情報をつけるなど資源に情報が付く時代になるため、その要素を入れることで、DPP 対応

ができるといったイメージが伝わると良いのではないか。 

 情報管理できているかを指標にする必要があるかはまだよく分からない。ただし、CE の実現に

は情報に関する側面もあるというアピールもどこかに入れた方が望ましい。具体的な指標はまだ

議論が必要だが、測っていることが重要だとアピールし、その情報を流通させるシステムを作り、

可能性があればアジアにシステム輸出するという流れができれば、日本の支援拡大にもつながる。 

 

サプライチェーン内での指標データ捕捉・算出のハードルへの対応が必要 

 アウトフローを追跡するのは困難な場合が多いのではないか。先進企業がアウトフローの情報の

カバーを試みた場合、インフローのサプライヤにデータ提供を求めること以上に、製品を売った後

などのアウトフローの部分へデータ提供を求めることは難しいと思われる。その部分をどこまで厳

密に要求するのかは難しい。国の施策として、そのレベルの情報公開ができない静脈産業が淘

汰されるべきであると考えるのか、また移行の時間軸をどう考えるか。自動車リサイクル制度のシ

ステムであれば自動車解体工場までは情報開示できるかもしれないが、個別リサイクル法のな

い産業ではどのようにしていくべきか。ベストプラクティスを早く提示する必要がある。 

 スコープを決める際、サプライチェーン/バリューチェーンのカバーが最も苦心する部分のため、

ガイドラインで丁寧に提示するのが望ましい。また、より広いスコープを設定した企業が有利にな



 

61 

 

るように留意してほしい。JARS のように CE の情報プラットフォームが拡大すれば、エンドユー

ザを含めデータを提供してもらえるため、サプライチェーンの算出がしやすくなる。製品の組立系

の業界団体とも議論し、パイロットプロジェクトをやるような取組がないと、指標の算定をただ求

めるだけでは前に進まないと思われる。 

 

日本企業の強みが反映される指標についての検討も重要 

 （今回のガイドラインでミニマムのベースラインとして整理した指標では、）日本企業の強みを考え

た上で、日本にパーソナライズされた指標までは含まれていない。日本は、高機能な材料素材を

数多く生産していることが特徴で、国際的なシェア率も高いなど、材料分野に強みがある。一方

で、高機能材料は不純物が入ると製造が難しくなるため、天然資源由来の原料でないと製造で

きない背景がある。日本が、重量ベースで再資源化原料の使用を強制するのは、自国の産業の

首を絞める結果に繋がりかねない。重量ではなく質の部分が重要であり、欧米の指標には日本

にとって重要な視点が欠けている。 

 量でない質という議論については、経済価値、バリューに着目した指標へつながる話である。質

の高い素材・製品はバリューが高く、そうしたモノづくりは日本が先行している。日本型 CE 指標

としては、質をどう表現するか。リサイクルの技術でも強みをうまく盛り込めると将来的に良いと

思う。 

 日本は素材産業・製造業を抱えているが、現時点で設定されている指標は、既に相当な取組を

行ってきている素材産業には改善の余地が限られて有利ではない。企業レベルで評価する際に、

素材産業に対しどのようにインセンティブ設計するか考える必要がある。 

 CE の指標設定に関する TC323/WG3 の ISO59020 では、日本が得意としてきた「設計の

良さ」は反映されていない。製品レベルの評価には、従来のインフロー/アウトフローに加えて、

「設計の良さ」を反映すべきである。リペア・リマン、モジュール型製品、PaaS 型製品等の「設計

の良さ」を製品評価に入れ込むことを念頭に置き、バックキャスティング的に企業レベルの評価の

在り方を考えるべきである。 

 

CE コマースやプラットフォーム事業者等に対する評価指標の検討も重要 

 PaaS 型ビジネスについては、サービスプロバイダが物量指標でどのように評価されるのかが分

からない。メーカがプロバイダとなっているタイプではない、独立系のサービスプロバイダがス

タートアップとして CE に貢献する事業をしている場合、CE 比率は 100%かもしれないが、そう

した事業者をどのように評価すべきかについても考慮すべきである。現状は先行事例として自発

的に取り組まれているからこそ、今回議論しているような従来型産業の CE 指標の当てはめにつ

いては注目していないが、カバーする必要はある。 

 イネーブラーと呼ばれるような顧客のＣＥへの移行を促す存在の事業形態についても指標でどの

ように考慮できるか想定した方が良い。売上は社会がＣＥに転換することに直結する。 
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既存指標では評価できていない事項が存在 

 製品の使用時に電力の他、資源的な消耗品があるものもあるが、評価から抜けている。どれだけ

の消耗が発生するかは、製品設計時に決定されるが、その観点が抜けている。また、詰め替え商

品の開発など、リデュースの観点が指標の評価で拾い切れていないことも課題である。 

 サーキュラーリティはバリューネットワーク全体で取り組む必要がある。バリューネットワーク全体

で共有する情報インフラ等を拡充させ、各企業が Win-Win になる構造があれば、サーキュラー

リティの取組は各段と増えると思う。企業グループ全体の良質なエコシステムを作っていく上で

必要なことをガイドラインに盛り込んでほしい。ISO の TC323 の WG2 の ISO59010 でも、

バウンダリを決め、指標を設定してスコアリングを行うための検討をしている。スコアを向上させ

るためにどのようにビジネスモデルを変革していくかという部分が同規格案の組織のビジネスモ

デルに関する Clause6（Transitioning an organization’s business model）であるが、

ここよりもバリューネットワークに関する Clause7（Transitioning a value network 

towards circularity）が注目されている。 

 

クリティカルマテリアルに関する評価の整理や国としての方針が必要 

 様々な材料種が企業の事業活動の中で使用されているが、異なる材料種を重さという統一の指

標で足し合わせることで、クリティカルマテリアル等の比率等を度外視した評価になることは懸念。 

 ISO59020 ではクリティカルマテリアル比率はコア指標ではなくオプショナルな指標となってい

る。業界によっても何がクリティカルかは異なる。例えば金属業界にとっては、水はクリティカルな

要素である。チリ鉱山では、海辺で海水を淡水化して高地まで持ち込んで使っている。そのため、

水系の評価をすると悪い値が付いてしまうが、金属全体で横並びに評価するのであれば、先行

して取り組むメリットがある。業界ごとに意見を聞く際には「対応が厳しいが、きちんとアピールし

たい場所はどこか」を聞いてみてもよいのではないか。 

 欧州の重要原材料法のように、日本の国としても何が CRM かを別途評価する必要があるが、

目標を作っても業界は納得すると思う。 

 クリティカルマテリアルに関する議論では、下流産業への影響評価など、まだ国内での議論をし

きれていないこともある。原料供給源の多様化の話をメッセージとして入れ込むのであれば、あ

る程度バーゲニングパワーがある企業が取り組まないと意味がない。日本にそうした産業が残っ

ているうちに検討を行う必要があり、早めの対応が必要。 

 

その他の CE 指標の評価にかかる留意事項 

 日本において、国際循環の数値をどのように評価するのか、データをどのように取得するのか、

は留意する必要がある。循環基本計画側では、電子基板のリサイクル原料は輸入してでも使う

べきという議論もあるため、留意してほしい。 

 CE 的な活動が逆に GHG 排出を増やしてしまうようなバックファイア効果については、

ISO59020 では考慮できていないが、どのように評価するかは重要。 

 マスバランス方式、Chain of Custody の整理についても、ISO59020 に言及されたため、早
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めに扱いを整理しておいた方が良い。バイオマスの扱い・定義についても持続可能性認証等が

あるため、整理が必要。  

 ISO59020 は一企業のトランジションを追うことは想定しておらず、一時点の断面で評価するも

のであり、トランジションの評価は ISO59010 で行うとデマケーションされている。こうした理由

でそぎ落とした指標等があることには留意が必要。 

 具体的な業種ごとに、インフローとアウトフローのどちらを優先的に取り組むのか、ケーススタディ

があるとよい。その際、むやみにインフローを削ることはマイナスという整理でも良い。資源利用

がマテリアル（重要）である意味を考慮してほしい。 

 

1.3.2  サーキュラーエコノミー実現のための企業における指標設定・活用のガイドライ

ン(素案)の作成 

調査及び検討結果を踏まえ、「サーキュラーエコノミー実現のための企業における指標設定・活用の

ガイドライン(素案)」を作成した。作成した資料は別添とする。 
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2.  製品・素材別のビジョン・ロードマップ等の検討 

2.1  製品・素材別のビジョン・ロードマップ等の検討状況にかかるヒアリング調査 

製品・素材別のビジョン・ロードマップの策定に向けて、業界団体の CE への移行に向けた取組の検

討状況、課題等についてヒアリング調査を実施した。 

ヒアリング調査対象は以下のとおりである。 

 クリーン・オーシャン・マテリアル・アライアンス（CLOMA） 

 一般社団法人 日本自動車部品工業会（JAPIA） 

 一般社団法人 日本鉄鋼連盟（JISF） 

 一般社団法人 日本電機工業会（JEMA） 

 

ヒアリングでは以下のような実態を把握した。 

 CE に係るビジョン・ロードマップ・アクションプランの検討状況 

 業界団体内での検討体制 

• 業界団体内で、CE の検討あるいは CE における個別テーマ（リデュース、資源循環等）に焦点

を当てた、タスクフォースやワーキンググループ等の会議体を形成し、定期的に議論を実施し

ているところがあった。 

 業界団体内の検討のスケジュール、現在のフェーズ 

• 2023 年 12 月に設立されたサーキュラーパートナーズ（CPs）の検討を踏まえつつ、2023 年

度中から検討に着手し、2024 年度中には業界団体内で合意できるビジョン・ロードマップ・ア

クションプラン等を検討しているところがあった。 

 CE に係るビジョン・ロードマップ・アクションプラン案 

 策定した（あるいは策定予定）のビジョン・ロードマップ案のスコープ（目標年、対象製品・素材

等） 

• 当該業界の外部環境によって異なるものの、カーボンニュートラルの文脈や参照している欧州

政策動向において、2050 年や 2030 年をターゲットにしているものが多いことから、CE 分

野についても 2050 年前後を想定したビジョン、2030 年頃を想定したロードマップやアクショ

ンプランを策定しているところがあった。 

• CPｓで国全体としてのビジョン・ロードマップ等が並行して検討されていることから、そこで提

示される国全体の方向性に対して、業界としてどのような位置づけになるかを明確にして、具

体的な議論を進めていくことを考えているところもあった。 

• これまでの取組ベースでビジョン等を議論すると、既存の３R の取組の延長線上となってしまう

ため、外部環境や市場動向を踏まえた将来的な機会やリスクを踏まえたビジョン、あるべき姿



 

65 

 

を提示する必要があるが、業界団体だけではそれらを描くことは難しいケースもあり、国全体

のビジョンとの整合を図りたいという意見もあった。 

• 業界団体の対象となる製品又は素材について、CEの取組全般を対象にしているケースもあれ

ば、業界団体に所属する企業間での競争領域と協調領域の見極めを行い、協調領域に焦点を

絞って初期検討を進めているケースもあった。 

 CE への貢献の表し方（指標等） 

• 定量的な指標については、業界団体に参画する団体又は企業の個別事情や個別目標も考慮

する必要があるため、どのような指標を設定すればよいのか悩ましいという意見があった。 

• CPｓで国全体としてのビジョン・ロードマップ等が並行して検討されていることから、その検討

の内容や状況を見て、業界団体に適用する具体的な指標等を検討することも考えられていた。 

• 業界団体として指標を設定しても、サプライチェーン全体にわたって多様な業種の企業が参加

している場合には、当該指標に係るデータを集約することは難しいため、目標は設定できても、

指標を設定して PDCA を回すことが難しいケースもあるという指摘もあった。 

 想定しているアクションプラン案（具体的な取組、ライフサイクルの段階等） 

• 業界団体として取り組むスコープ（目標年や対象製品・素材、対象の CE の取組）が明確になっ

ている場合には、アクションプランの検討が進んでいる業界団体もあった。 

• 将来的なビジョンが目指すものと、具体的なアクションプランで達成できそうなものとのギャッ

プがまだ大きいという指摘もあった。 

 業界内での検討推進に当たっての課題・検討事項 

 課題・検討事項 

• 団体内での合意をとっていくにあたっては、外部環境変化に係る情報を適切に提供するなどし

て、課題認識の共有化が必要であるという認識はあるものの、外部環境変化のスピードが著し

く、情報収集・整理に労力をさいている様子がうかがえた。 

 業界団体として大きな方向性やビジョンについての合意があっても、ロードマップや個別のア

クションに落とし込む際には、業界内あるいは連携する業界の各企業の事業環境や事業規模

等も考慮し、丁寧な対話を重ねながら検討する必要である点が指摘された。他業界との連携

等 

• 複数の業界から構成されている団体の場合には、アクションプランの実践にあたり、関連する

各業界に対して取組の方向性について賛同を得る必要があること、必要に応じて連携等の協

力を得る必要があるとのことであった。 

• また他の業界との連携という観点では、静脈側の業界や企業との連携の重要性も指摘された。

既に、連携体制を構築できているところもあれば、今後積極的に連携を図る意向を示している

ところもあった。 
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 ビジョン 

 スコープ 

• 業界団体側の場合、対象としている製品・素材は明確であるが、複数の業界にまたがる団体の

場合、関係する業界の対象製品・素材すべてをカバーすることは難しく、主要な範囲を明確化

する合意形成が必要となる。 

• CE は従来の３R の取組以外にも循環配慮設計、長期利用、CE コマースビジネス等も含み、

経済的な価値との両立を図るものであるが、既存の取組ベースから議論を進めると、３R の延

長の内容に陥りがちとなる点に留意が必要となる。 

• CE にかかる取組は、業界横断で協調的に実施すべき（又は実施せざるをえない）ものと、個別

企業が競争環境下で実施すべきものがある。製品・素材別のビジョンでは、協調領域が対象と

なるものと考えられ、議論にあたっては、競争領域と協調領域の明確化、線引きが必要となる。 

 ゴール（ビジョン） 

• 各製品・素材のグローバル市場及び国内市場の将来動向や、カーボンニュートラルへの対応の

要請、欧州等で新たに導入されつつある関連規制等を踏まえて、機会とリスクの両面からある

べき姿を描くことが望まれる。 

• 一方、個別の業界団体のみで描くことの難しさが指摘されており、国全体での CE のビジョン

で上記のような内容が提示されることへの期待もあった。 

 ロードマップ 

 目標（長期・中期・短期） 

• カーボンニュートラルへの対応もあることから、2050 年頃を長期の目標年として考えている

ケースが多いが、2050 年時点では方向性の提示にとどまる傾向があり、バックキャスティング

で具体的なアクションを策定することは難しいと考えられる。 

• 2050 年頃に向けた方向性を提示しつつ、具体的なアクションの目標年としては 2030 年前

後を設定する必要があると考えられる。その上で、2030 年に向けては、年次ベースでのロー

ドマップを策定することが求められる。 

 指標 

• ロードマップの目標に対する進捗状況を測るものが指標であるが、協調領域の場合、定量的な

目標や指標を設定することは難しいケースもあり、マイルストーン等の設定で進捗を図るケー

スもあると考えられる。 

• ３R の取組にかかる指標は既に設定されているが、それらをベースとすると３R の取組の進捗

となってしまうため、他の視点での指標が求められるが、具体的な指標の在り方については議

論が必要な状況である。 

 モニタリング方法 

• 業界団体の場合、参画企業から情報・データの提供を受けて集約することで進捗をモニタリン
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グすることが可能である。ただし、協調領域に係る情報であれば集約可能であるが、競争領域

に係る情報については事業において秘匿にしておきたい情報があるなど、個社が情報提供に

積極的ではなく集約が難しいのが実態であり、情報流通プラットフォーム等での協調領域での

情報収集も期待される。 

• 複数の業界にまたがる団体の場合など、参画企業から情報・データの提供を受ける形でのモニ

タリングが困難な場合は、設定したマイルストーンに対する進捗度合いなどでモニタリングする

方法が考えられる。 

 実施主体 

• CE に焦点を当てたタスクフォースやワーキンググループ等を形成することが必要になると考え

られる。なお、業界団体内の企業規模が多様である場合などは、タスクフォース等での議論内

容について、参画企業全体への浸透も図る必要がある。 

 マネジメントプロセス・体制 

• タスクフォース等が形成されていると、業界団体の事務局と連携した PDCA サイクルを構築し

やすいと考えられる。 

 

上記を踏まえると、製品・素材別のビジョン・ロードマップは、個別の業界団体のみで作り上げることが

難しく、国、業界団体、関連する業界団体等が相互に連携して検討する必要があると考えられる。 

業界団体は所掌する製品又は素材について、製品・素材の構成情報や、関連する環境関連規制の動

向等については情報を把握しており、また各社からの意見を集約することも可能である。一方、当該製

品・素材が含有する資源について、日本市場全体における相対的な位置づけ（例えば資源の循環度

（サーキュラリティ）や重要度（クリティカリティ）等）や、グローバル市場での安定的調達リスク・可能性の

見通し等を客観的に判断することは難しく、このような情報は国が収集・分析していくことが期待されて

いる。 

製品・素材別のビジョン・ロードマップの検討に当たっては、まず、国全体として、CE の取組において

フォーカスする資源を明確化し、当該資源から構成される主要な製品や素材を特定することが求められ

ると考えられる。その上で、当該製品・素材の国内外の市場動向、国際的な環境関連規制動向、社会や

市民の意識化、技術革新等について、国と業界団体の双方が把握する情報を整理し、将来見通しを分

析することが求められる。その上で、資源の利用量や消費量、日本としての資源確保のポートフォリオ

（輸入、国内生産、循環資源等について将来シナリオを国が示しつつ、製品・素材の関係業界団体が、当

該製品・素材での資源利用や資源循環の望ましい姿を議論し、合意をとっていくことが製品・素材別の

ビジョン検討の道筋の一つではないかと考えられる。さらに、望ましい姿の達成に向けて、産官学のそれ

ぞれの主体が取り組むべき事項を整理し、時間軸を整合させていくことが、具体的なロードマップの策

定につながるものと考えられる。 
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3.  サーキュラーエコノミーの加速化に向けた個別リサイクル法の課題整

理及び横断的対応の検討  

産業構造審議会資源循環経済小委員会で審議されている議論をベースに個別リサイクル法の現状

の課題を整理した上で、横断的な取組・連携を促進する観点から、共通課題や個別課題を整理し、資源

の有効な利用の促進に関する法律を踏まえて、横断的な課題解決策の検討を実施した。 

併せて、重要度が高いが、効率的な回収・再生利用ができていない素材や部品について、個別リサイ

クル法又は素材・部品での横断的な制度による回収・再生利用の促進の可能性について検討を実施し

た。 

3.1  調査の全体像 

容器包装、家電 4 品目、建設材料、食品、自動車、小型家電、プラスチックの 7 品目について、個別リ

サイクル法の施行状況をもとに横断的な課題整理に資する文献調査を実施した。また、個別リサイクル

法の施行における課題に加え、循環実態（マテリアルの循環率等）について横断的整理を行い、共通的

な課題の整理や、資源循環促進のための横断的な対応可能性の検討を行った。さらに、素材のマテリア

リティの観点から、各リサイクル法で対象となっていないが循環が必要な資源（レアメタル等経済安全保

障観点から重要である等）に着目し、資源循環促進の可能性を検討した。 

3.2  個別リサイクル法別の調査結果 

3.2.1  容器包装リサイクル法 

（1） 当初の課題意識 

大量生産・大量消費・大量廃棄を前提とした経済システムにより、廃棄物は増大し続けていた。そのた

め、廃棄物の発生抑制と、リサイクル促進による廃棄物減量が重要となった。特に、一般廃棄物のうち容

量で約 6 割、重量で約 2 割を占める容器包装廃棄物の処理が、緊急の課題となった。 

こうした状況を受けて、1995 年に「容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律

（平成七年法律第百十二号）」17（以下「容器包装リサイクル法」という。」）が制定された。1997 年に一部

施行され、2000 年に完全施行となった18。 

（2） 制度概要・目標 

容器包装リサイクル法は、容器（商品を入れるもの）と包装（商品を包むもの）のうち、中身商品が消費

 

 
17 e-GOV ウェブサイト、容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律（平成七年法律第百十二号）、h

ttps://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=407AC0000000112（閲覧日：2024 年 3 月 25 日） 
18 環境省ウェブサイト、容器包装リサイクル法とは、https://www.env.go.jp/recycle/yoki/a_1_recycle/index.

html（閲覧日：2024 年 2 月 26 日） 
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されるもの、中身商品と分離された際に不要になるものを、「容器包装」と定義してリサイクルの対象とし

ている。 

容器包装廃棄物の処理は、従来は自治体のみが責任を負っていた。容器包装リサイクル法では、消

費者は分別して排出し、自治体が分別収集し、事業者は再商品化（リサイクル）するというように、3 者の

役割分担を決め、3 者が一体となって容器包装廃棄物の削減に取り組むことを義務づけている。 

容器包装廃棄物が容器包装リサイクル法のもと処理される流れを図 3-1 に示す。分別収集と再商品

化を推進するため、国は、再商品化の見込量を明らかにした再商品化計画を策定し、自治体は、これを

勘案して分別収集計画を策定して分別収集を実施する。事業者は、全国の分別収集見込量と再商品化

見込量を踏まえて定められた再商品化義務総量のうち、容器包装の使用量に応じて、自治体が分別収

集したものを引き取り、一定の方法で再商品化する義務を負う。事業者は、義務履行を代行する指定法

人（公益財団法人日本容器包装リサイクル協会）に委託費を支払うことにより、義務を履行することが可

能となる19。 

 

図 3-1 容器包装リサイクル法の概念図 

出所）環境省ウェブサイト、「容器包装リサイクル制度の概要」、https://www.env.go.jp/council/former2013/03haiki/y030

-18/mat02.pdf（閲覧日：2024 年 2 月 14 日） 

 

 
19 環境省ウェブサイト、「容器包装リサイクル制度の概要」、https://www.env.go.jp/council/former2013/03h

aiki/y030-18/mat02.pdf（閲覧日：2024 年 2 月 14 日） 
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図 3-2 容器包装廃棄物の分別収集量の推移 

出所）環境省ウェブサイト、令和 3 年度容器包装リサイクル法に基づく市町村の分別収集等の実績について、https://www.env.go.j

p/press/press_01329.html（閲覧日：2024 年 3 月 1 日） 
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容器包装廃棄物の基準適合物実績量/再商品化事業者他への引渡実績量の推移は図 3-3 の通り

である。ペットボトルとプラスチック製容器包装について、分別収集量と同様に、基準適合物実績量/再

商品化事業者他への引渡実績量も増加傾向にある。 

 

図 3-3 容器包装廃棄物の基準適合物実績量/再商品化事業者他への引渡実績量の推移 

出所）環境省ウェブサイト、令和 3 年度容器包装リサイクル法に基づく市町村の分別収集等の実績について、https://www.env.go.j

p/press/press_01329.html（閲覧日：2024 年 3 月 1 日） 
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容器包装廃棄物の分別収集実施市町村実施率の推移は図 3-4 の通りである。紙製容器包装以外

の全ての品目について、実施率は 70%を超えている。 

 

図 3-4 容器包装廃棄物の分別収集実施市町村実施率の推移 

出所）環境省ウェブサイト、令和 3 年度容器包装リサイクル法に基づく市町村の分別収集等の実績について、https://www.env.go.j

p/press/press_01329.html（閲覧日：2024 年 3 月 1 日） 
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（4） 制度施行後の状況変化・新たな課題 

容器包装リサイクル制度施行後に、以下のような課題が顕在化した。 

 家庭から排出される一般廃棄物の排出量の高止まり 

 家庭から排出れる一般廃棄物の排出量は横ばいとなった。 

 家庭ごみに占める容器包装廃棄物の割合にも大きな改善が確認できなかった。 

 容器包装リサイクルに関する社会的コストの増加 

 容器包装廃棄物の分別収集・選別保管に伴い市町村の負担が増加した。（約 3000 億円：環

境省による 2003 年の推計） 

 ただ乗り事業者の存在 

 リサイクル義務が課せられているにもかかわらず義務を果たさない、いわゆる「ただ乗り事業

者」が一定数存在しており、事業者間の不公平が発生した。 

 使用済ペットボトルの海外流出 

 収集されたペットボトルの一部が海外に輸出されており、国内でのリサイクルの実施に支障が

生じることが懸念された。 

上記の課題を受けて、2004 年夏から約 1 年半の中央環境審議会等による審議、答申を踏まえ、

2006 年に改正容器包装リサイクル法が成立した。改正によって盛り込まれた内容の概要は、以下の通

りである。 

 容器包装廃棄物の排出抑制の促進（レジ袋対策） 

 容器包装廃棄物排出抑制推進員制度の創設 

 事業者に対する排出抑制を促進するための措置の導入 

 質の高い分別収集・再商品化の推進 

 事業者が市町村に資金を拠出する仕組みの創設 

 事業者間の公平性の確保 

 リサイクル義務を果たさない事業者（ただ乗り事業者）に対する罰則の強化 

 容器包装廃棄物の円滑な再商品化 

 円滑なリサイクルに向けた国の方針の明確化 
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 産業構造審議会では、容器包装リサイクル法に関して、以下のような課題が認識されている20。

収集量の拡大 

 一般廃棄物の最終処分量の削減や再商品化事業の安定化等を図るために、収集量の拡大や

ベール品質の維持や向上が必要である。そのために、容器包装リサイクル制度への市町村の

参加拡大や回収ルートの多様化を進めることが必要である。 

 再商品化事業者の生産性の向上 

 優良事業者の稼働率の向上、再商品化製品の質の向上、再商品化手法ごとの競争促進によ

り、再商品化事業者の生産性の向上を図ることが必要である。 

 再生材の需要の拡大 

 有効な再生材需要の品質水準や量を明らかにするとともに、再生材を用いた製品の需要を高

めることが必要である。 

 地球温暖化問題等への対応 

 温暖化対策の効果を高めていくために、容器包装リサイクル制度においても更なる排出削減

を図ることが求められている。 

 消費者の分別意識の向上と各主体の協働 

 分別排出の徹底、発生抑制への取組といった国民一人一人の具体的な行動を促すための消

費者・自治体・事業者等が連携した普及啓発の取組等、各主体による協働が不十分である。 

3.2.2  家電リサイクル法 

（1） 当初の課題意識 

「特定家庭用機器再商品化法（平成十年法律第九十七号）」21（以下「家電リサイクル法」という。）は

1998 年に制定され、2001 年 4 月より施行された。対象品目は家庭用エアコン、テレビ（ブラウン管式、

液晶式、プラズマ式）、電気冷蔵庫・電気冷凍庫、電気洗濯機・衣類乾燥機の 4 品目(以降「家庭 4 品目」

と表記)である。これらの品目は有用資源が含まれている一方で、施行前は多くが埋立に回っていたた

め、資源有効利用・最終処分量削減の観点から法施行に至った。 

 

 
20 環境省ウェブサイト、産業構造審議会産業技術環境分科会廃棄物・リサイクル小委員会 容器包装リサイクルワーキン

ググループ/中央環境審議会循環型社会部会容器包装の３Ｒ推進に関する小委員会 合同会合「容器包装リサイクル制

度の施行状況の評価・検討に関する報告書」（平成 28 年 5 月）、https://www.env.go.jp/council/03recycle/y

034-18/900419414.pdf（閲覧日：2024 年 3 月 21 日） 
21 e-GOV ウェブサイト、特定家庭用機器再商品化法（平成十年法律第九十七号）、https://elaws.e-gov.go.jp/d

ocument?lawid=410AC0000000097（閲覧日：2024 年 3 月 25 日） 
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家電 4 品目の再商品化実績として、品目別再商品化率の推移を図 3-6 に示す。各品目には達成す

べき再商品化等の基準があるが、2022 年度時点でいずれの品目も基準を達成している。 

 

 

図 3-6 使用済家電 4 品目の品目別再商品化率の推移 

出所）一般財団法人家電製品協会ウェブサイト、家電リサイクル最新情報、https://www.aeha-kadenrecycle.com/effort/#a_

01（閲覧日：2024 年 2 月 28 日） 

 

さらに、素材別に再商品化重量と再商品化率は図 3-7 の通り推移しており、直近 3 年間の再商品化

率は 87%と高い水準で推移している。なお、「その他有価物」はプラスチックを中心とする有価物である

が、この割合が制度施行当初の 3.5%から 2022 年度には 32.5%まで拡大しており、プラスチックの

有効利用が進んできたことが確認された。 

 

 

図 3-7 使用済家電 4 品目の再商品化重量及び再商品化率の推移 

出所）一般財団法人家電製品協会ウェブサイト、家電リサイクル最新情報、https://www.aeha-kadenrecycle.com/effort/#a_

01（閲覧日：2024 年 2 月 28 日） 
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（4） 制度施行後の状況変化・新たな課題 

家電リサイクル法においては、「施行後 5 年を経過した場合において、この法律の施行の状況につい

て検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずる」（法附則第 3 条）との規定があり、これまで

2006 年～2007 年、2013 年～2014 年及び 2021 年～2022 年の計 3 回、制度施行状況の振り

返りが実施された。 

その中で、上述の目標達成状況や施行状況からも見られる通り、家電リサイクル制度は適切に機能し、

再商品化等基準を達成してきたが、一方で家電を取り巻く環境は変容しつつあることから、2021 年の

振り返りにおいては下記の点が今後家電リサイクル制度において対応すべき施策として取りまとめられ

た22。 

 対象となりうる品目の増加 

 制度施行当初に対象とした品目に加え、排出が始まりつつある有機ＥＬテレビや、市区町村か

ら追加すべきと要望があった電子レンジ、マッサージチェア、オイルヒーターについて、対象品

目への追加に関する議論がある。 

 家電リサイクル券の利便性向上 

 現状、小売業者における家電リサイクル券の保管等には多くの労力がかかっているため、家

電リサイクル券の記載事項の簡略化や保管電子化等の利便性向上による効率化の必要性が

指摘されている。 

 多様な販売形態をとる小売業者への対応 

 EC 事業者等、多様な販売形態をとる小売業者においても引取・引渡義務等が適切に履行さ

れるよう、立入検査の重点化・合理化等や、モールサイト運営事業者との連携によるＥＣ事業

者への計画的な確認及び指導が検討されている。 

 社会状況にあわせた回収体制の確保・不法投棄対策 

 販売形態や所有状況の多様化、高齢化や空き家の増加といった社会状況の変化にあわせ、

回収体制を柔軟に構築していくことの必要性が指摘されている。また、不法投棄対策につい

ても、これまでも制度施行により不法投棄台数は減少してきているが、更なる対策が求められ

る。特に、既に生産終了しており不法投棄も多いブラウン管テレビについては注意が払われる

べきとされる。 

 具体的な対応策としては、消費者が適正排出しやすい回収体制の確保や、不法投棄防止の

取組への支援の継続・充実が挙げられる。 

 

 
22 経済産業省ウェブサイト、産業構造審議会産業技術環境分科会廃棄物・リサイクル小委員会電気・電子機器リサイクル

ワーキンググループ 中央環境審議会循環型社会部会家電リサイクル制度評価検討小委員会合同会合「家電リサイクル

制度の施行状況の評価・検討に関する報告書」（令和４年 6 月）、https://www.meti.go.jp/shingikai/sankoshi

n/sangyo_gijutsu/haikibutsu_recycle/denki_wg/pdf/20220623_1.pdf（閲覧日：2024 年 2 月 28 日） 
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 エアコンの回収率向上のための施策検討及び新たな回収率目標の設定 

 上述の通り、家電 4 品目の回収率は 56%を達成しているが、このうちエアコンは他の品目と

比較して回収率が低く、37.6%に留まる。エアコンにはアルミニウムや銅が含まれ、またフロ

ン類も使用されていることから、一層の対策が求められる。 

 再商品化等費用の回収方式 

 現状の料金収受のルールは他の制度と比較して煩雑であり、また回収率の向上や不法投棄

対策のために必要な費用が適切に確保されることが望ましい。一方、費用回収方式を変更す

るとしても適切なルールの構築が可能か、また消費者から理解が得られるか等の課題があり、

さらに変更による効果が限定的ではないかとの指摘もある。 

 CE への移行・カーボンニュートラル達成 

 リサイクルの質の持続的向上により、CE へ貢献することや、エアコンの回収率向上により温

室効果ガスの排出削減に寄与することが求められている。 

3.2.3  建築リサイクル法 

（1） 当初の課題意識 

「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律（平成十二年法律第百四号）」23（以下「建設リサイ

クル法」という。）は 2000 年に施行された24。当時、廃棄物発生量の増大に伴う最終処分場の逼迫や廃

棄物の不適正処理が課題となっていた。特に、建設工事に伴う廃棄物は産業廃棄物全体、また最終処

分量の約 2 割と大きな割合を占めており、さらに不法投棄量の 6 割を占めていたことから、対策が急務

であった。このため、建設工事に伴う廃棄物の再資源化促進を目的として法施行に至った。 

（2） 制度概要・目標 

特定建設資材（コンクリート、アスファルト・コンクリート、木材）を使用する新築工事等のうち一定規模

以上の建設工事や、特定建設資材に関する解体工事の受注者は、分別解体・再資源化の義務を負う。

手続きと分別解体・再資源化の流れは図 3-8 の通りである。はじめに、対象となる建設工事の発注者

が都道府県に、分別解体計画を届け出る。次いで、建設工事の受注者が基準に基づき分別解体・再資

源化を実施する。このとき、受注者は解体工事業者登録制度の登録業者である必要がある。また、再資

源化にあたっては、建設発生木材は木質ボードや木材チップへ、コンクリート塊は路盤材や骨材へ、アス

ファルト・コンクリート塊は再生加熱アスファルト混合物や路盤材等への再資源化が推奨される。最後に、

 

 
23 e-GOV ウェブサイト、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律（平成十二年法律第百四号）、https://elaw

s.e-gov.go.jp/document?lawid=412AC0000000104_20220617_504AC0000000068（閲覧日：2024

年 3 月 25 日） 
24 環境省ウェブサイト、建築リサイクル法の概要、https://www.env.go.jp/recycle/build/gaiyo.html（閲覧日：

2024 年 2 月 28 日） 
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受注者から発注者へ再資源化完了の報告をもって工事完了となる。 

 

 

図 3-8 建設リサイクル法の流れ 

出所）環境省ウェブサイト、https://www.env.go.jp/recycle/build/gaiyo.html（閲覧日:2024 年 2 月 28 日） 

（3） 施行状況 

建設廃棄物における産業廃棄物は、建設リサイクル法施行前の 1997 年には約 9,900 万 t であっ

たところ、2018 年には約 7,400 万 t まで減少した。「建設リサイクル推進計画」では 2018 年までに建

設廃棄物の各品目について再資源化率等が表 3-3 の通り定められており、概ね目標を達成したもの

の、一部未達の品目も見られた。これを受け、「建設リサイクル推進計画 2020」において、2024 年の
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 建設混合廃棄物等の再資源化のための取組（廃プラスチックの分別・リサイクルの促進 等） 

 建設発生土の有効利用及び適正な取扱の促進 

 社会資本の維持管理・更新時代到来への配慮 

 再生資材の利用促進（上記「循環型社会形成へのさらなる貢献」と共通） 

 建設混合廃棄物等の再資源化のための取組（上記「循環型社会形成へのさらなる貢献」と共

通） 

 社会情勢の変化を踏まえた排出抑制に向けた取組（リサイクル原則化ルールの改定 等） 

 再生クラッシャランの利用状況・物流棟の把握 

 激甚化する災害への対応 

 建設リサイクル分野における生産性向上に資する対応等 

 建設副産物のモニタリングの強化 

 建設発生土の適正処理促進のためのトレーサビリティシステム等の活用 

 広報の強化（継続、広報推進会議） 

 新技術活用促進 

特にポイントとされているのは、社会情勢の変化と、リサイクルの「質」向上である。 

なお、前述の九都県市首脳会議による「建設リサイクル法等に関する制度の見直しについての要望書」

では、依然として不法投棄に占める建設廃棄物の割合が高い（2020 年度には不法投棄全体の

74.0%を占めた）ことを受け、下記の点について見直し要望を行っている。 

 建設廃棄物の総合的管理による不法投棄対策 

 建設汚泥の発生抑制及び再資源化の推進 

 解体工事の工程に係る分別解体等の一層の徹底 

 解体系廃石膏ボードのリサイクル促進 

3.2.4  食品リサイクル法 

（1） 当初の課題意識 

食品の売れ残りや食べ残し、食品の製造過程において大量に発生している食品廃棄物について、発

生抑制と減量化により最終的に処分される量を減少させるとともに、飼料や肥料等の原材料として再生

利用を促進するために、2001 年より「食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律（平成十二年法

律第百十六号）」26（以下「食品リサイクル法」という。）」が施行された。 

同法において、「政府は、この法律の施行後 5 年を経過した場合において、この法律の施行の状況に

ついて検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずる」とされ、2006 年 9 月から 2007 年 3

 

 
26 e-GOV ウェブサイト、食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律（平成十二年法律第百十六号）、https://el

aws.e-gov.go.jp/document?lawid=412AC0000000116（閲覧日：2024 年 3 月 25 日） 
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月にかけて見直しが実施された27。 

また、約5年に一度の頻度で、「食品循環資源の再生利用等の促進に関する基本方針」の見直しが行

われている。2024 年 3 月現在、2019 年 7 月に公表された版が最新である28。 

対象となる食品廃棄物は、食品の売れ残りや食べ残し、製造・加工・調理の過程において生じたくず

（家庭から排出される生ごみは対象外）である。また、対象となる主体は、食品関連事業者（製造・流通・

外食等）である。 

 

図 3-9 食品リサイクル制度開始前の状況と、制度施行により期待される効果 

出所）農林水産省ウェブサイト、「食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律」（令和元年改正）、https://www.maff.go.jp/j/

shokusan/recycle/syokuhin/s_hourei/attach/pdf/index-17.pdf（閲覧日：2024 年 3 月 29 日）、 

農林水産省ウェブサイト、「食品リサイクル法の見直し」（平成 19 年）、https://dl.ndl.go.jp/view/download/digidepo_10

00606_po_0583.pdf?contentNo=1（閲覧日：2024 年 3 月 29 日）をもとに三菱総合研究所作成 

（2） 制度概要・目標 

1） 廃棄物発生抑制 

2007 年度の制度見直しに際して、100t 以上の食品廃棄物等を排出する食品関連事業者に対し、

食品廃棄物等の発生量や再生利用等の状況について定期報告を義務付けるとともに、「食品廃棄物等

の発生抑制目標値」を設定した29。その後約 5 年に一度、目標値を再設定している。 

 

 
27 農林水産省ウェブサイト、「食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律」、https://www.maff.go.jp/j/sho

kusan/recycle/syokuhin/s_hourei/attach/pdf/index-17.pdf （閲覧日：2024 年 3 月 18 日） 
28 農林水産省ウェブサイト、「食品循環資源の再生利用等の促進に関する基本方針」、https://www.maff.go.jp/j/

shokusan/recycle/syokuhin/s_hourei/attach/pdf/index-16.pdf （閲覧日：2024 年 3 月 18 日） 
29 農林水産省ウェブサイト、「食品廃棄物等の発生抑制の目標値」の設定について」、https://www.env.go.jp/cou

ncil/former2013/03haiki/y030-kondan21/mat07.pdf（閲覧日：2024 年 3 月 29 日） 
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図 3-10 食品廃棄物等の発生抑制目標値（2007 年度設定） 

出所）農林水産省ウェブサイト、「食品廃棄物等の発生抑制の目標値」の設定について」、https://www.env.go.jp/council/forme

r2013/03haiki/y030-kondan21/mat07.pdf（閲覧日：2024 年 3 月 29 日） 

 

現行の発生抑制目標値は、2019 年度に、34 業種を対象として、2023 年度までの目標値として再

設定されたものである30。 

 

図 3-11 食品廃棄物等の発生抑制目標値（2019 年度設定） 

出所）農林水産省ウェブサイト、「食品リサイクル法に基づく基本方針の概要」、https://www.maff.go.jp/chushi/syokuryou/sy

okuhin_recycle/attach/pdf/index-2.pdf（閲覧日：2024 年 3 月 29 日） 

 

 
30 農林水産省ウェブサイト、「食品リサイクル法に基づく基本方針の概要」、https://www.maff.go.jp/chushi/syo

kuryou/syokuhin_recycle/attach/pdf/index-2.pdf（閲覧日：2024 年 3 月 29 日） 
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2） 再生利用促進 

制度開始時に、再生利用等実施率を 2006 年度までに 20％に向上させることが、目標として掲げら

れた。2007 年度の精度見直し以降は、業種別に目標値が設定され、約 5 年に一度見直しが行われて

いる31。 

現行の目標値は、2019 年度に、2024 年度までの目標値として、業種別に以下の再生利用等実施

率が設定されている32。食品産業全体における再生利用等実施率は、近年は 85%前後で推移してい

る。 

 食品製造業：95% 

 食品卸売業：75% 

 食品小売業：60% 

 外食産業：50% 

 

図 3-12  ⻝品産業における再生利用等実施率の推移 

出所）農林水産省ウェブサイト、「食品リサイクル法に基づく定期報告について」、https://www.maff.go.jp/j/shokusan/recycle

/syokuhin/s_houkoku/attach/pdf/seido_gaiyo-13.pdf（閲覧日：2024 年 3 月 29 日） 

（3） 施行状況 

100ｔ以上の食品廃棄物等を排出する食品関連事業者に対して義務付けられている、食品廃棄物等

の発生量や再生利用等の状況についての定期報告に基づく、食品産業全体の食品廃棄物等の発生量

と食品循環資源の再生利用等実施率の推計値は、以下の通りである33。 

 

 
31 農林水産省ウェブサイト、「食品リサイクル法の見直し」、https://dl.ndl.go.jp/view/download/digidepo_100

0606_po_0583.pdf?contentNo=1（閲覧日：2024 年 3 月 29 日） 
32 農林水産省ウェブサイト、食品廃棄物等の再生利用等の目標について、https://www.maff.go.jp/j/shokusan

/recycle/syokuhin/s_info/saiseiriyo_mokuhyou.html（閲覧日：2024 年 3 月 29 日） 
33 農林水産省ウェブサイト、「令和３年度食品廃棄物等の年間発生量及び食品循環資源の再生利用等実施率（推計

値）」、https://www.maff.go.jp/j/shokusan/recycle/syokuhin/attach/pdf/kouhyou-14.pdf（閲覧日：

2024 年３月１１日） 
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 食品廃棄物等の発生量 ：16,698 千 t（2021 年度推計）  

 うち食品製造業：13,860 千 t 

 うち食品卸売業：222 千 t 

 うち食品小売業：1,141 千 t 

 うち外食産業：1,475 千 t 

 食品循環資源の再生利用等実施率：87%（2021 年度推計）  

 食品製造業：96% 

 食品卸売業：70% 

 食品小売業：55% 

 外食産業：35% 

（4） 制度施行後の状況変化・新たな課題 

食品リサイクル制度施行後、食品ロスが国際的な課題として顕在化した。これを受けて、2019 年に公

表された「食品循環資源の再生利用等の促進に関する基本方針」において、食品ロスの取扱が明確化

された。「基本理念」の中で食品ロスが明文化され、食品関連事業者及び消費者の食品ロス削減に関す

る役割も記載された。さらに、事業系食品ロスについて、2000 年度比で 2030 年度までに半減とする

目標が設定された34。 

また、2019 年に施行した「食品ロス削減推進法」において、食品リサイクル法との関連性に言及され

ている35。 

 「食品リサイクル法等に基づく食品廃棄物の発生抑制等に関する施策の実施に当たっては、この

法律の趣旨・内容を踏まえ、食品ロスの削減を適切に推進しなければならない」（食品ロス削減

推進法 第 8 条：食品廃棄物の発生抑制等に関する施策における食品ロスの削減の推進） 

制度施行後の新たな課題としては、外食産業の再生利用等実施率が伸び悩んでいることが挙げられ

る。この要因として、外食産業から排出される廃棄物は、衛生上飼料や肥料に不向きなものが多く、焼

却・埋立等により処分される量が多いことが指摘されている。そのため、外食産業については、機械的に

目標を引き上げるのではなく、発生抑制の取組をより促進する必要がある36。 

その他には、以下のような課題が指摘されている37。 

 食品関連事業者の取組意欲の不足、食品関連事業者に対する指導不足 

 

 
34 農林水産省ウェブサイト、「食品循環資源の再生利用等の促進に関する基本方針」、https://www.maff.go.jp/j/

shokusan/recycle/syokuhin/s_hourei/attach/pdf/index-16.pdf（閲覧日：2024 年 2 月 9 日） 
35 消費者庁ウェブサイト、「食品ロスの削減の推進に関する法律」(条文)、https://www.caa.go.jp/policies/polic

y/consumer_policy/information/food_loss/promote/pdf/promote_190531_0004.pdf（閲覧日：2024

年 3 月 29 日） 
36 農林水産省ウェブサイト、「食品リサイクル法に基づく基本方針の概要」、https://www.maff.go.jp/chushi/syo

kuryou/syokuhin_recycle/attach/pdf/index-2.pdf（閲覧日：2024 年 3 月 29 日） 
37 農林水産省ウェブサイト、「食品リサイクル法の基本方針改正案等について」、https://www.maff.go.jp/j/coun

cil/seisaku/syokusan/recycle/h31_1/attach/pdf/index-15.pdf（閲覧日：2024 年 3 月 29 日） 



 

88 

 

 再生利用事業者の偏在 

 市町村と再生利用事業者の処理価格の差 

 市町村の廃棄物処理計画における位置づけ不足 

3.2.5  自動車リサイクル法 

（1） 当初の課題意識 

従来、自動車は資源価値の高い廃棄物として解体業者や破砕業者により売買を通じて流通し、リサイ

クル・処理が実施されてきた。しかし、産業廃棄物最終処分場の逼迫により使用済自動車から生じる

シュレッダーダストを低減する必要が高まった他、最終処分費の高騰、鉄スクラップ価格の低迷により、

使用済自動車の逆有償化が顕著になり、不法投棄・不適正処理の懸念も生じた。 

これらの状況を受け、2002 年に「使用済自動車の再資源化等に関する法律（平成十四年法律第八

十七号）」38（以下「自動車リサイクル法」という。）が公布、2005 年に施行された。 

（2） 制度概要・目標 

自動車リサイクル法は、拡大生産者責任（以下「ＥＰＲ」という。）の考え方に基づき自動車製造・輸入

業者がフロン類、エアバッグ類、シュレッダーダスト（以下「ASR」とという。）、また、フロン類、エアバッグ

類、ＡＳＲ（以下「指定 3 品目」という。）の再資源化の義務を負う義務法である。自動車製造・輸入業者

は、自らが製造又は輸入した自動車が使用済となった場合、その自動車から発生する指定 3 品目を引

き取り、リサイクル又は破壊する。また、解体業者又は破砕業者に委託して解体自動車の全部再資源化

（解体自動車の全部を溶解して鉄鋼の原料として利用）を行うことができる。自動車の所有者はリサイク

ル料金を負担し、資金管理法人が当該費用を管理する。 

使用済自動車が自動車リサイクル法のもと処理される流れを図 3-13 に示す。自動車が使用済と

なった段階で、はじめに引取業者が自動車所有者から自動車を引き取り、フロン類回収業者又は解体

業者に引き渡す。次いで、フロン類回収業者がフロン類を回収した後、自動車製造業者を通じて解体業

者、破砕業者に引き渡し、リサイクルを適正に行った上、エアバッグ類、ＡＳＲを自動車製造業者に引き

渡す。 

 

 

 
38 e-GOV ウェブサイト、使用済自動車の再資源化等に関する法律（平成十四年法律第八十七号）、https://elaws.e

-gov.go.jp/document?lawid=414AC0000000087（閲覧日：2024 年 3 月 22 日）※公布日平成 14 年 7 月

12 日、改正法令公布日令和 5 年 6 月 16 日 
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図 3-13 自動車リサイクル法の概念図 

出所）環境省ウェブサイト、自動車リサイクルの概要、https://www.env.go.jp/recycle/car/gaiyo.html（閲覧日：2024 年 2 月

14 日） 

 

自動車リサイクル法においては、ＡＳＲの再資源化率について、2015 年度時点で 70%と目標が定め

られていたが、2008 年度時点で目標を達成しており、2020 年度にはＡＳＲの約 96.1%がマテリアル

リサイクル又は熱回収されている。内訳としては 27.1%がマテリアルリサイクル、69.0%が熱回収と

なっている。さらに、2022 年度には、自動車の更なる再資源化促進を目的として、自動車解体業者が

ASR から樹脂やガラスを回収した際にインセンティブを付与する、資源回収インセンティブ制度が設立

された39。これは、諸外国においてプラスチック・雑品スクラップの輸入規制等が開始されたことにより、

国内の廃棄物処理施設等においてこれらのプラスチック・雑品スクラップを処理する必要が生じ、同施

設での ASR 処理がひっ迫したことを背景とし、ASR 発生量を削減するべく、ASR が発生する前段階

で再資源化可能な樹脂やガラスを回収することを促進するものである。ASR 引取重量の減少により、

再資源化費用が減額となることから、ASR の減量分相当のリサイクル料金額を原資としてインセンティ

ブを付与する。 

 

 
39 環境省ウェブサイト、経済産業省製造産業局自動車課/環境省環境再生・資源循環局総務課リサイクル推進室「使用

済自動車に係る資源回収インセンティブガイドライン（中間取りまとめ）」（令和 4 年 3 月）、https://www.env.go.jp/

council/content/i_03/000084943.pdf（閲覧日：2024 年 3 月 27 日） 
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（3） 施行状況 

使用済自動車の引取量の推移は図 3-14 の通りである。 

 

 

図 3-14 使用済自動車の引取台数の推移 

出所）経済産業省ウェブサイト、第 58 回 産業構造審議会 産業技術環境分科会 資源循環経済小委員会 自動車リサイクルワーキング

グループ「資料 3 自動車リサイクル法の施行状況」（令和 6 年 1 月 26 日）、https://www.meti.go.jp/shingikai/sankos

hin/sangyo_gijutsu/resource_circulation/jidosha_wg/pdf/058_03_00.pdf（閲覧日：2024 年 2 月 14 日） 

 

自動車の平均使用年数の推移は図 3-15 に示すとおりである。制度開始当初の 12.0 年から、

2022 年度には 16.5 年まで延伸しており、製品使用期間の長期化が確認された。 

 

 

図 3-15 自動車の平均使用年数の推移 

出所）経済産業省ウェブサイト、第 58 回 産業構造審議会 産業技術環境分科会 資源循環経済小委員会 自動車リサイクルワーキング

グループ「資料 3 自動車リサイクル法の施行状況」（令和 6 年 1 月 26 日）、https://www.meti.go.jp/shingikai/sankos

hin/sangyo_gijutsu/resource_circulation/jidosha_wg/pdf/058_03_00.pdf（閲覧日：2024 年 2 月 14 日） 

 

中古車販売台数、オークション流通台数、中古自動車の輸出抹消登録台数（中古自動車の輸出状況）

の推移は図 3-16、図 3-17、図 3-18 に示すとおりである。一部、新型コロナウイルス感染拡大の影

響を受けた数値の変動もあるが、それぞれ概ね 600 万台、700 万台、150 万台程度で推移している。 
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図 3-16 中古車販売台数の推移 
図 3-17 オークション流通台数の推移 

 

図 3-18 中古自動車の輸出抹消登録台数の推移 

出所）経済産業省ウェブサイト、第 58 回 産業構造審議会 産業技術環境分科会 資源循環経済小委員会 自動車リサイクルワーキング

グループ「資料 3 自動車リサイクル法の施行状況」（令和 6 年 1 月 26 日）、https://www.meti.go.jp/shingikai/sankos

hin/sangyo_gijutsu/resource_circulation/jidosha_wg/pdf/058_03_00.pdf（閲覧日：2024 年 2 月 14 日） 

 

使用済自動車の再資源化状況の推移は表 3-4 に示すとおりである。法施行当初から ASR の再資

源化率は向上し、2022 年度には 96.8%に達した。ただし、うち 66.9%が熱回収によるものであり、マ

テリアルリサイクル率は 29.8%に留まる。 
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 3R の推進・質の向上 

 再資源化の高度化 

 有害物質の適切な対応 

 変化への対応と発展的要素 

 カーボンニュートラル実現や、それに伴う電動化の推進や車の使い方の変革への対応 

 国際貢献に向けた取組 

3.2.6  小型家電リサイクル法 

（1） 当初の課題意識 

当時の資源価格高騰や資源供給の偏在性・寡占性に起因する資源制約、また最終処分場のひっ迫や

有害物質管理の必要性増加といった環境制約を背景として、2013 年より「使用済小型電子機器等の

再資源化の促進に関する法律（平成二十四年法律第五十七号）」41（以下「小型家電リサイクル法」とい

う。）」が施行された。 

同法において、「政府は、この法律の施行後 5 年を経過した場合において、この法律の施行の状況に

ついて検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずる」とされ、2019 年 3 月から 2020 年 8 月

にかけて見直しが実施された。 

 

 

図 3-19 小型家電リサイクル制度開始前の状況と、制度施行により期待される効果 

 

 

 
41 e-GOV ウェブサイト、使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する法律（平成二十四年法律第五十七号）、ht

tps://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=424AC0000000057（閲覧日：2024 年 3 月 25 日） 
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（2） 制度概要・目標 

小型家電リサイクル制度は、使用済小型電子機器等の再資源化事業を行おうとする者が再資源化事

業計画を作成し、主務大臣の認定を受けることで、市町村等の廃棄物処理業の許可を不要とし、使用

済小型電子機器等の再資源化を促進する制度である。2023 年度までに 14 万 t/年の使用済小型電

子機器等回収を目標とする。 

 

 

図 3-20 小型家電リサイクル制度の概要 

出所）経済産業省ウェブサイト、小型家電リサイクル法の概要、https://www.meti.go.jp/press/2022/08/20220823002/20

220823002-1.pdf（閲覧日：2024 年 3 月 27 日） 

（3） 施行状況 

これまでに認定を受けた事業者は 59 社（2024 年 1 月時点）であり、市区町村の参加率は市区町村

数ベースで 93%、人口ベースでは 97%にも上る（2018 年度実績）42。また、市区町村を経由せず小

売店・認定事業者等が直接回収を実施するための拠点も増えており、2018 年度の店頭回収の拠点数

は 2,251 店舗であった。また、消費者の本制度に対する理解を深めるため、各種普及啓発施策も実施

されてきた。 

上記の取組の結果、2020 年度の回収量実績は 102,489t であった。このうち認定事業者により再

資源化された金属の重量は 52,222t、認定事業者により再資源化されたプラスチックの重量は

7,529t、認定事業者により熱回収されたプラスチックの重量は 25,301t である。また、認定事業者に

よる中間処理残渣の重量は8,428t であった。この他、有害物質管理の観点では、密閉形蓄電池、蛍光

 

 
42 環境省ウェブサイト、２ 認定事業者および連絡先一覧、https://www.env.go.jp/recycle/recycling/rarem

etals/trader.html 

経済産業省ウェブサイト、小型家電リサイクル法に基づくリサイクルの実施状況等について取りまとめました（令和 2 年度

分）、https://www.meti.go.jp/press/2022/08/20220823002/20220823002.html（いずれも閲覧日：2

024 年 3 月 27 日） 
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灯、フロン類等の回収・適正処理が実施されてきた。 

（4） 制度施行後の状況変化・新たな課題 

2019 年 3 月から 2020 年 8 月にかけて実施された制度見直しでは、制度施行後の状況変化や新

たな課題として下記の点に言及があった43。 

 使用済プラスチックの処理に係る状況の変化 

 アジア諸国における使用済プラスチック等の輸入禁止措置等に伴い、国内で処理される廃プ

ラスチック類の量が増大し、処理能力がひっ迫・処理費用が拡大。小型家電リサイクルの採算

性を悪化させる一因となっている。 

 資源価格の変動 

 認定事業者の採算性には金・鉄・銅の資源価格が大きく影響を及ぼす。これらの資源価格は

変動性が高いため、採算性を予測しにくい状況を引き起こす。 

 リチウム蓄電池等の普及と発火事故の発生 

 電気・電子機器にリチウム蓄電池等が使用される割合が高まり、これらが回収・処理過程にお

いて破砕・圧縮等の強い衝撃を加えられることで発煙・発火する事例が急増している。 

 認定事業者の引取状況 

 制度開始当初は有償であった市町村から認定事業者への引き渡しが、上記の変化に伴い逆

有償に転じるケースが増加している。 

 新製品と指定品目との関係 

 制度開始当初に対象とした 28 品目に該当しない多様な電気・電子機器が市場に投入され、

排出が始まっている。 

 新たな化学物質規制への対応 

 2017 年、残留性有機汚染物質に関するストックホルム条約（POPs 条約）にいて新たに廃絶

の対象となった Deca-BDE はプラスチック等の添加材として使用されており、2018 年度の

環境省調査では使用済小型家電への含有も見られたことから、一定濃度以上が今後検出さ

れた場合には焼却等の不可逆的処理が求められることとなる。 

 

 
43 環境省ウェブサイト、産業構造審議会 産業技術環境分科会 廃棄物・リサイクル小委員会 小型家電リサイクルワーキ

ンググループ 中央環境審議会 循環型社会部会 小型電気電子機器リサイクル制度及び使用済製品中の有用金属の再

生利用に関する小委員会 合同会合「小型家電リサイクル制度の施行状況の評価・検討に関する報告書」（令和 2 年 8

月）、https://www.env.go.jp/council/03recycle/900417610.pdf（閲覧日：2024 年 3 月 29 日） 
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3.2.7  プラスチック資源循環法 

（1） 当初の課題意識 

海洋プラスチックごみ問題、気候変動問題、諸外国の廃棄物輸入規制強化等への対応を契機として、

国内におけるプラスチックの資源循環を一層促進する重要性が高まった。これを受けて、多様な物品に

使用されているプラスチックに関し、包括的に資源循環体制を強化する必要が生じた44。こうした背景の

中、2019 年 5 月に「プラスチック資源循環戦略」が策定された。 

さらに、あらゆる主体におけるプラスチックの資源循環等の取組（3R+Renewable）を促進するた

めの措置を講じるべく、2021 年 6 月に「プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律（令和三年

法律第六十号）」45（以下「プラスチック資源循環法」という。）」が制定され、翌年 4 月に施行された46。 

（2） 制度概要・目標 

プラスチックの資源循環の実現に向けては、全ての関係主体が参画し、相互に連携しながら、効率的

で持続可能な資源循環を可能とする環境整備を進めることで、プラスチックに係る資源循環の促進等に

関する施策を一体的に行い、相乗効果を高めることが重要である。 

以上の考えに基づき、以下に挙げる 5 つの措置事項が設定されている。 

 プラスチック使用製品設計指針 

 あらゆるプラスチック使用製品の製造事業者等が設計するプラスチック使用製品について、

取り組むべき事項及び配慮すべき事項を定めている。 

 

図 3-21 プラスチック使用製品製造事業者等が取り組むべき事項及び配慮すべき事項 

出所）環境省ウェブサイト、「プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律について」（2022 年 2 月）、https://plastic-circul

ation.env.go.jp/wp-content/themes/plastic/assets/pdf/pamphlet.pdf（閲覧日：2024 年 3 月 1 日） 

 

 
44 環境省ウェブサイト、「プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律の概要」、https://www.env.go.jp/rec

ycle/plastic/pdf/gaiyou.pdf（閲覧日：2024 年 3 月 1 日） 
45 e-GOV ウェブサイト、プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律（令和三年法律第六十号）、https://ela

ws.e-gov.go.jp/document?lawid=503AC0000000060（閲覧日：2024 年 3 月 25 日） 
46 環境省ウェブサイト、「プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律について」（2022 年２月）、https://plast

ic-circulation.env.go.jp/wp-content/themes/plastic/assets/pdf/pamphlet.pdf（閲覧日：2024 年 3

月 1 日） 
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 特定プラスチック使用製品の使用の合理化 

 商品の販売又は役務の提供に付随して消費者に無償で提供される 12 製品を対象として、各

対象事業者に対して、使用の合理化を求めている。 

 特に、対象業種において前年度における特定プラスチック使用製品の提供量が 5t 以上の事

業者は「特定プラスチック使用製品多量提供事業者」に指定され、取組が著しく不十分な場合、

勧告・公表・命令等の対象となる。 

 

図 3-22 特定プラスチック使用製品の一覧 

出所）環境省ウェブサイト、「プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律について」（2022 年 2 月）、https://plastic-circul

ation.env.go.jp/wp-content/themes/plastic/assets/pdf/pamphlet.pdf（閲覧日：2024 年 3 月 1 日） 

 

 市区町村による分別収集・再商品化 

 市区町村は、分別収集したプラスチック使用製品廃棄物をリサイクルするために、以下のいず

れかの方法を選択することができる。（ただし、これまで通り、市区町村にて独自処理すること

も可能である。） 

(1). 容器包装リサイクル法に規定する指定法人（公益財団法人日本容器包装リサイクル協

会）に委託し、再商品化を行う方法 

(2). 市区町村が単独で又は共同して再商品化計画を作成し、国の認定を受けることで、認

定再商品化計画に基づいて再商品化実施者と連携して再商品化を行う方法 

 製造・販売事業者等による自主回収・再資源化 

 製造・販売事業者等が作成した自主回収・再資源化事業計画を主務大臣が認定した場合に、

認定を受けた事業者は廃棄物処理法に基づく業の許可がなくても、使用済プラスチック使用

製品の自主回収・再資源化事業を行うことができる。 
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図 3-23 自主回収・再資源化事業のスキーム 

出所）環境省ウェブサイト、「プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律について」（2022 年 2 月）、https://plastic-circul

ation.env.go.jp/wp-content/themes/plastic/assets/pdf/pamphlet.pdf（閲覧日：2024 年 3 月 1 日） 

 排出事業者による排出の抑制・再資源化等 

 プラスチック使用製品産業廃棄物等を排出する事業者は、主務大臣が定める排出事業者の

判断基準に基づき、積極的に排出の抑制・再資源化等に取り組むことが求められる。 

 

また、次項の通り、プラスチック資源循環のスキームと、各関係主体の役割が明確化されている。 
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図 3-24 プラスチック資源循環法の概念図 

出所）環境省ウェブサイト、「プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律について」（2022 年 2 月）、https://plastic-circul

ation.env.go.jp/wp-content/themes/plastic/assets/pdf/pamphlet.pdf（閲覧日：2024 年 3 月 1 日） 

 

 

図 3-25 プラスチック資源循環法における各関係主体の役割 

出所）環境省ウェブサイト、「プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律について」、https://plastic-circulation.env.go.j

p/wp-content/themes/plastic/assets/pdf/pamphlet.pdf（閲覧日：2024 年 3 月 1 日） 

 

プラスチック資源循環法では、定量的な目標値は設定されていない。他方、「プラスチック資源循環戦

略」において、以下の通りマイルストーンが設定されている。 

 リデュース 

 2030 年までにワンウェイプラスチックを累積 25％排出抑制 
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 リユース・リサイクル 

 2025 年までにリユース・リサイクル可能なデザインに 

 2030 年までに容器包装の 6 割をリユース・リサイクル 

 2035 年までに使用済プラスチックを 100％リユース・リサイクル等により、有効利用 

 再生利用・バイオマスプラスチック 

 2030 年までに再生利用を倍増 

 2030 年までにバイオマスプラスチックを約 200 万 t 導入 

（3） 施行状況 

プラスチック資源循環法では、以下に挙げる報告制度により、施行状況を把握することが規定されて

いる。 

 認定市区町村による、再商品化の実施の状況に関する報告 

 認定自主回収・再資源化事業者による、自主回収・再資源化事業の実施の状況に関する報告 

（4） 制度施行後の状況変化・新たな課題 

プラスチック資源循環法は施行から 2 年弱であり、まだ（1）の課題に取り組んでいる段階である。 

3.3  横断的整理 

3.3.1  素材の循環実態に基づく横断的整理 

3.2 において整理した各個別リサイクル法における課題について、横断的な整理を行うべく、制度対

象品目や目標、ライフサイクルプロセス別の課題を表 3-5 の通り整理した。 
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いずれの品目においても引き続きの円滑な制度施行は重要なポイントのひとつとなっている。制度施

行当初の課題は多くの品目において改善しつつあるが、回収率やリサイクル率を見ると、容器包装のう

ちプラスチック製容器包装や食品のうち小売業や外食産業は同じ制度内の他の品目と比較して低く、一

層の取組が求められる。制度施行における課題としても、家電 4 品目における不法投棄への引き続きの

対策の必要性への指摘があり、また食品では外食産業の再生利用率の伸び悩みが課題として挙げられ

ている。個別リサイクル法間で横展開が考えられる先進事例としては、例えば自動車の資源回収インセ

ンティブ制度が挙げられる。本制度は ASR 発生量を抑えるべく前段階で樹脂・ガラス等を分離・再資源

化した際、ASR の減量分相当のリサイクル料金額を原資としてインセンティブを付与するものであり、

同様のインセンティブを他品目にも展開することで、循環資源の確保促進が期待される。 

また、表中において回収率・リサイクル率が高い品目であっても、一層の取組が求められる品目もあ

る。自動車は高い再資源化率（ASR リサイクル率）を達成しているが、自動車製造業者等に引き渡され

た ASR のうち 7 割弱は熱回収されており、ASR リサイクルの「質」向上が今後取り組むべき方向性の

一つとして挙げられている。建設リサイクルも同様であり、アスファルト・コンクリート塊であれば再生ア

スファルト合材としての再生利用率を高め、また現状では再資源化率等のデータが把握されていないプ

ラスチックについてもデータを把握し、リサイクル率を高めるなど、「質」に着目した施策が掲げられてい

る。「質」に着目した循環の場合、同じ品質の素材を適切な再資源化用途先に仕向けることが効果的で

あることが、プラスチック資源循環法における広域回収の取組からも確認されていることから、既に個別

リサイクル法において一定の回収システムが構築されている品目であっても、プラスチック等の素材に

着目して効率的な再生資源の流通システムを構築することが効果的となる可能性がある。 

一方、社会の在り方が制度施行当初から変化していることに伴い、各品目の回収やリサイクルのあり

方を更新すべきとの指摘もあり、家電 4 品目であれば高齢化や空き家の増加といった変化に伴う適切

な回収拠点の設置が、小型家電ではリチウム蓄電池が使用される製品の増加により、リチウム蓄電池が

意図しない区分に排出され発煙・発火の原因となっていることへの対策の必要性が指摘されている。ま

た、建設材料に関しては、社会資本の維持管理・更新時代到来への配慮が必要との声がある。 

また、他の社会課題との連接も複数の品目について指摘があり、特に家電 4 品目や自動車ではカー

ボンニュートラル達成への資源循環からの貢献が、また自動車では国際貢献に向けた取組の拡大が今

後取り組むべき方向性として掲げられている。他の社会課題と連接する部分に関して、資源循環を通じ

て実現可能な貢献については、品目や制度の枠を超え、横断的な検討を行うことが効果的である可能

性がある。具体的には、カーボンニュートラル達成への貢献であれば、自動車等の既に個別リサイクル

法の対象となっている品目のみにとどまらず、太陽光パネルや風力発電といった、その他のカーボン

ニュートラル達成にあたり重要な製品の循環についても取組を展開すること等が考えられる。 
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4.  CE コマースビジネスの実態把握調査 

4.1  CE コマースビジネスの整理 

4.1.1  CE（循環経済）の枠組み 

CE（循環経済）は、もともと資源問題と廃棄物問題として別々に扱われていたものが、廃棄物問題の

対応の枠組みが進化しより広範囲の活動を包含するにつれ一体化し、経済活動全体を包含するものと

して認識されてきた結果として生み出された概念である。バージン材から製品が生産され、廃棄されると

いう直線的な資源利用から、繰り返し資源が活用され、できるだけ廃棄を行わない資源の循環を実現

することを目指している（図 4-1）。 

 

 

図 4-1 循環経済における資源の流れ 

出所）経済産業省「第 1 回 産業構造審議会 産業技術環境分科会 資源循環経済小委員会 資料 5」、2023 年 9 月 24 日、p.9  

. 

これを実現するため、様々な手段が適用され、時代とともにそれが拡大してきた。 

わが国においてはリデュース、リユースにリサイクルを加えた 3R 政策を体系化し、特にリサイクルに

ついては個別リサイクル法を制定し世界に先駆けて取組を行ってきた。しかしながら、これらの製造者と

廃棄物処理者の両端からだけでは包含できない取組もある。資源循環をさらに進めるためには、修理

（リペア）、中古品二次流通等それらに含まれない方策も重要な要素であると認識され、この R の枠組み

が徐々に拡大してきた。現在では、10 の R が認識され、OECD と国連により体系化されている（図 

4-2）48。 

 

 
48 10 のうち、R0 Refuse は製品自体を使わない取組のため、残り 9 の R で９R フレームワークと称している。 
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報とするためビジネスモデルごとの大まかな傾向を把握することを目的として調査を実施した。 

（2） アンケート調査の方法 

1） アンケート調査候補のリストアップと選定 

アンケート調査の候補は、ヒアリング調査の候補とまとめてリストアップを行った。その結果ヒアリング

調査とアンケート調査の候補合わせて 123 の事業者又は団体をリストアップし、このうちヒアリングとし

て選定した 27 を除いた 96 の事業者又は団体をアンケート調査の対象とした。 

2） アンケート調査の実施 

アンケート調査は、Teams の Forms を用いたウェブアンケート形式で実施した。回答期間は 2024

年 2 月 26 日～2024 年 3 月 18 日とした。アンケート調査票は以下に示す通り。なお、本調査では、

CE コマースではなく、より認知されているリコマースの呼称を用いて調査を実施した。 

リコマースビジネスのサーキュラーエコノミー（CE）への貢献に係るアンケート調査 
 
1.回答者情報 

企業名︓ 
ご所属︓ 
お名前︓ 
メールアドレス︓ 
電話番号︓ 

2.ビジネスモデルについて 
問 2-１︓貴社の主要な事業活動について記載してください。（自由回答） 
問 2-２︓以下の選択肢から貴社のビジネスモデルに該当するものを選択してください。（複数回答） 

① 製品・サービスをリース・レンタルする（リース・レンタル） 
② 製品・サービスを会員等の間でシェアリングする（シェアリング） 
③ 製品・サービスを定額料⾦で⼀定期間利⽤できるようにする（サブスクリプション） 
④ 使⽤済み製品を修復して再利⽤する（リペア・メンテナンス） 
⑤ 使⽤済み製品（製造年が古い等希少価値があるもの）を修復して再利⽤する（レストア） 
⑥ 使⽤済み製品にさらなる付加価値をつけて再利⽤する（リメイク） 
⑦ 既存の設備を改修し新たな価値や機能を追加する（リノベーション） 
⑧ 使⽤済み製品を回収して新品同様の製品に再生する（リマニュファクチャリング） 
⑨ 不良品を回収して新品同様の製品に再生する（リファービッシュ） 
⑩ 使⽤済製品を売買するプラットフォームを運営する（⼆次流通仲介） 
⑪ その他（自由回答） 

問 2-3 貴社の扱う製品・サービスを記載してください。（自由回答） 
問 2-4︓問 2-3 で回答いただいた製品・サービスについて、⼤量生産・⼤量消費・⼤量廃棄を⾏う既存の競合ビ
ジネスと比べた場合の強みを記載してください。（自由回答） 
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問 3-５︓CE に貢献することによる課題について、該当するものを以下の選択肢から選んでください。（複数回
答） 

① CE への貢献のために追加の人材が必要 
② CE への貢献のために追加のコストが必要 
③ CE に貢献するに際して技術的な課題がある 
④ CE への貢献のための資源へのアクセスが困難である 
⑤ 消費者（もしくは顧客）の理解を得るのが難しい 
⑥ 社員の理解を得るのが難しい 
⑦ 経営層の理解を得るのが難しい 
⑧ その他（自由回答） 

問 3-６︓問 3-５について具体的な事例があれば記載してください。（自由回答） 
 
4. CE への貢献に向けてステークホルダーに期待すること 
問 4-１︓CE への貢献に向けて顧客に期待することがあれば記載してください。（自由回答） 
問 4-２︓CE への貢献に向けて投資家に期待することがあれば記載してください。（自由回答） 
問 4-３︓CE への貢献に向けて政策に期待することがあれば記載してください。（自由回答） 

 

96 事業者又は団体を対象にアンケート調査を依頼した結果、11 件の回答があった。内訳は、リース

2 件、レンタル・シェアリング 5 件、リペア・メンテナンス 2 件、中古品売買・二次流通仲介 1 件、リマン・

リファービッシュ 1 件であった。 

回答がなかった事業者の中から 9 事業者を選定して文献調査を実施した。内訳はレンタル・シェアリ

ング 3 件、リペア・メンテナンス 1 件、リメイク・レストア・リノベーション 2 件、リマン・リファービッシュ 2

件、二次流通仲介 1 件であった。 
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の材料を低減することができ、省資源化につながるという側面もある。リメイク・レストア・リノベーション

は新たな用途に作り替えたり、復元したり、新たな価値を追加して提供することで、さらなる物品の長寿

命化に寄与している。リペア・メンテナンス、リメイク・レストアともに、長く利用するものや、個人の思い入

れの強いものが対象になることが多い。特にリメイク・レストアにおいては、CE への貢献を意識しない場

合、追加の要素が多くなりすぎるなどし、必ずしも CE への貢献につながらない可能性もある。 

リマン・リファービッシュのうち、リマンは回収した物品を、分解、洗浄、組み立てなどを経て新品レベル

まで再生して提供するものであり、これにより利用期間がさらに延長する。リファービッシュは初期不良

品を回収して部品交換して提供することで、利用期間を延ばす。リマン・リファービッシュともに製品メー

カだからこそできる取組であり、長く実施されてきている取組である。 

4） その他の貢献 

CE への貢献を下支えするものとして、リースがある。リースでは、リース期間中の物品の修理・保守

により物品の寿命を延ばすこと、リース期間終了後に物品を中古品売買に引き継ぐことにより、物品の

利用期間を延ばすことで CE に貢献している。また、シェアリング事業者に物品をリースすることで、物

品の稼働率を高めることにつながる場合もある。さらに、リース期間終了後の物品を、廃棄物処理法等

に従って適切に廃棄物処理又はリサイクルすることで再資源化の促進にも寄与している。 

5） CE への貢献の現状 

ヒアリング・アンケート調査の結果、ビジネスモデルや企業規模により CE への貢献の捉え方に違いが

あることが分かった。いずれのビジネスモデルにおいても、大手事業者の場合は事業活動による CE へ

の貢献を把握し、定量的な評価を実施している場合が多い。また、当該ビジネスモデルを先行する事業

者は大手事業者と同様に CE への貢献を理解し積極的に取り組んでいる。ビジネスモデル別に見た場

合の CE への貢献については以下のとおりである。 

 リース：既に業界が確立しているリースは、CE への貢献を意識し事業活動に取り組んでいる事

業者が多い。また、本業のリースだけでなく、リース期間終了後の物品の再資源化にも積極的に

取り組んでいる事例もある。 

 レンタル：従来から存在する事業であり、企業規模も様々であるため、CE への貢献を明確に打

ち出している事業者とそうでない事業者とで差があると想定される。 

 シェアリング：最近登場したビジネスモデルであり、CE との親和性が高いため、CE への貢献を

打ち出す事業者も多い。一方で、CE への貢献を適切に理解し、定量的な評価を実施できている

事業者は限られる。 

 中古品売買：レンタルと同様に従来からある事業であり、企業規模も様々であるため、CE への

貢献を明確に打ち出している事業者とそうでない事業者とで差があると想定される。積極的に

CE への貢献にむけた取組を実施している事業者もおり、そうした事業者では、単なる中古品売

買だけでなく、物品を修理して提供したり、再資源化などに取り組んでいる事例もある。 

 二次流通仲介：シェアリングと同様に最近登場したビジネスモデルである。大手事業者や先行的

な事業者では CE への貢献を適切に理解し、定量的な評価を実施している。 

 リペア・メンテナンス：多くは中小規模の事業者であり、当該ビジネスモデルが CE に貢献するこ
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とを意識していない事業者も多い。フランチャイズ展開している事業者で、CE への貢献を理解し

積極的に取り組んでいる事例もある。 

 リメイク・レストア：リペア・メンテナンスと同様に、当該ビジネスモデルが CE に貢献することを意

識していない事業者が多い。また、リメイク・レストアの目的が、リペア・メンテナンス以上に趣味

嗜好によるところが大きいため、当該ビジネスモデルと CE への貢献とのつながりが弱いと考え

られる。 

 リマン・リファービッシュ：主に大手の電機メーカが対応しており、CE への貢献を適切に理解し、

積極的に取り組んでいる事業者が多い。CE への貢献の定量的な評価も実施している。 

4.3  金融機関の取組状況 

金融機関は、事業者が操業を開始・継続する上で必要不可欠な資金を提供し、ビジネス継続を下支

えする重要な主体である。そのため CE コマースビジネスの促進に金融機関の存在が欠かせないことは

言うまでもなく、その際に金融機関が発揮しうる価値としては、以下 2 つの価値が挙げられる。1 つ目に

投融資等を通した CE コマースビジネスの活性化を介して資源循環に貢献する経済的価値、2 つ目に

企業の社会的責任（CSR）の取組の一環として資源循環に取り組む社会貢献的価値、である。 

本調査ではこの観点の下、大規模な金融アセットを有している金融機関を対象に、CE コマースビジ

ネスへの取組の現状及び展望を確認する目的で、CE コマースビジネス関連業務への現在の取組状況、

認識・評価、投融資判断時に参考としている基準、今後の展望・期待、CE コマースの促進における課題

とその解決策、国への要望等に関してヒアリング調査を実施した。 

ヒアリング対象企業の選定にあたっては、企業ウェブサイト等における CE に関する言及や、CE に関

連する金融商品の取扱の有無を基準とし、3 社にヒアリングを実施した。なお、ヒアリングを依頼したが

辞退した金融機関もあり、辞退理由としては「現在 CE に関連した事業を実施していないため回答でき

る事項がない」など、現状の取組が進んでいないことが挙げられた。なお、本調査では、CE コマースで

はなく、より認知されているリコマースの呼称を用いて調査を実施した。 

ヒアリング調査内で尋ねた項目は以下 7 点である。 

① リコマースビジネスに対する評価（CE への貢献、将来性等） 

② リコマースビジネスへの投資実績 

③ リコマースビジネス投資にあたって重視する事項と判断基準（市場性、ビジネスモデル、収益性、

事業規模、経営陣、事業化経緯、経営陣の姿勢、企業戦略、CE 移行への貢献度等） 

④ リコマースビジネス投資に当たって不足している情報（指標等） 

⑤ リコマースビジネスへの期待 

⑥ リコマースビジネス投資拡大に向けたハードル 

⑦ リコマースビジネス拡大を通じた資源循環の推進にあたり必要と考えるもの 

 

4.3.1  取組の現状 

個社としての取組を伺ったところ、CE コマースビジネスに従事する企業に特化した対話エンゲージメ

ントや、CE コマースビジネスという枠組み内での投融資等は、少なくとも日本国内ではほぼ行われてい
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ない状況が明らかとなった。また、CE コマースビジネスに取り組む企業との対話を行っている場合も、

中心トピックは CE コマースではなく各企業の事業性・収益性であり、投融資における CE コマースとい

うカテゴリ自体があまり普及していないと思われる。その要因としては、CE コマースへの投融資が投資

家としての自社のビジネスにどう関連するか、また投融資の全体的な枠組みに CE をどう位置づけるか

が明確に整理できていないことが挙げられた。 

ただし、CE 全般に目を向けると、リサイクルビジネスを含む静脈産業全体への投融資は、日本・海外

共に一定規模の投融資がされているという意見があり、特に日本では長年リサイクルのビジネスモデル

が確立・発展してきていることが指摘された。 

4.3.2  CE コマースに対する認識・評価 

（1） CE コマースの重要性に対する認識 

従来の線形経済から CE へと移行するための取組自体の重要性や、CE コマースビジネスを促進・普

及させる必要性に対する認識を確認したところ、ヒアリング実施した全社が CE の重要性を認識してお

り、今後 CE コマースに関連する取組を行う必要性があることを認識していた。しかし、CE コマースを

自社の投融資事業の中でどのように解釈し実践に移していくべきかという見通しの深度については、各

社でばらつきが見られた。 

（2） CE コマースへの投融資判断を行う基準 

CE コマースへの投融資判断を行う基準については、「経済的価値・収益性・事業性があることが第一

の基準であり、社会的価値は二次的である」もしくは「経済的価値と社会貢献的価値の両面を有してい

る」ことが最重要視されていた。つまり、金融機関は、CE コマースが持つ社会貢献的価値を特別視した

投融資活動は行っておらず、社会貢献的価値を有することを理由に収益性や財務的価値を犠牲にする

形での投資は行っていないことが分かった。 

一方で、社会全体における社会貢献的価値の高まりに従い、金融機関側も与信判断における社会貢

献的価値を考慮する動向がみられるとの意見もあった。現状は財務的価値が大部分を占めているもの

の、今後 CE コマースビジネスが有する社会貢献的価値が与信判断の中に組み込まれていく可能性に

ついても示唆が得られた。 

（3） CE コマースビジネス事業者の投資対象としての評価 

ヒアリング対象の金融機関が CE コマースビジネス事業者に向けた投融資を現在行っていない最大

の理由の一つとして、「CE コマースビジネスに分類されるビジネス形態を専業として行っている事業者

が投融資の対象として適格でない」ことが挙げられた。「適格でない」と判断する背景には、小規模事業

者が散在しており信用力が弱いこと、人手で対応する側面が強いビジネスであり担保となる有形資産

がないこと等が挙げられた。 

一方で、海外に目を転じると、リサイクルの事例ではあるがスクラップ業者を集約して大規模化した事

例もあり、同様の悩みを持つ静脈側産業であっても信用力の高いビジネスとして組成できる可能性が

あることも指摘された。 
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4.3.3  今後の CE コマースビジネスへの展望・期待 

今後の CE コマースビジネスの展望・期待としては、「企業単位ごとのファイナンスよりも事業単位ごと

のファイナンスにより CE コマースビジネスを生み出し事業自体に投融資を行うことが望ましい」ことが

挙げられた。また、社会貢献価値をファイナンスの中に組み込んでいく『インパクトファイナンス』が注目さ

れていることから、「企業側は発行する『インパクトレポート』を通じて自社活動の持続性や CE への貢献

を訴求し、金融機関側は与信判断等の中に社会貢献価値を織り込んでいく動きがある」ことも指摘され

た。また、今後の CE コマースビジネスにおけるファイナンスのドライバーとして、「機関投資家よりも地方

銀行や、メガバンクの中でも中小企業を対象に投融資を行う部門が適しているのではないか」という示

唆も得られた。 

4.3.4  CE コマースビジネスの促進における課題及び解決策の方向性 

調査結果を踏まえて、CE コマースビジネスの促進における課題として主に「CE を自社のマテリアリ

ティとして捉える認識が普及していない」「CE コマースビジネスの社会貢献的価値が明確に可視化でき

ていない」「CE の取組は他の環境関連の取組に相反性がある」が整理された。以下に、それぞれの点に

ついて課題と解決策の方向性を記述する。 

（1） CE を自社のマテリアリティとして捉える認識が普及していない 

CE に関連した事業を行っている事業者の大部分は、CE への貢献を標榜して事業を開始しているの

ではなく、結果として CE に貢献している場合がほとんどである。そのため、自社の事業が CE コマース

ビジネスとして分類されること自体への認識や、自社にとって CE がマテリアリティであるという認識が

未だ浸透していないと考えられる。ヒアリング内容からは、その一因として、CE コマースビジネスの明確

な類型化がされていないためビジネス間での優先順位付けができていないことや、自社のマテリアリ

ティ特定プロセスが複雑であり取組のコストが高いこと等が指摘された。後者に対する解決策としては、

数多くの非財務情報開示要請がなされている中で、事業者の情報開示に対する負担を軽減する意味合

いも含め、情報開示を容易化するための情報連携プラットフォームの構築や、マテリアリティ特定のため

の簡易的なツールの設計等が提案された。 

（2） CE コマースビジネスの社会貢献的価値が明確に可視化できていない 

現状の金融機関にとって投融資判断の最大の基準は経済的価値であるが、社会貢献的価値が考慮

され始めている動向があることは、4.3.2 で既に述べた通りである。ヒアリング結果からは、この社会貢

献的価値が未だ明確に定義・可視化されていないため、金融機関としてもそれを評価した投融資が行

えないという課題が指摘された。 

この課題の解決案としては、第一に投融資における説得材料として社会貢献的価値の情報開示の促

進が必要であるという意見が得られた。その際、情報開示事項として記載することが望ましい事項や、

各社を統一的に評価できる指標としてフットプリントのような仕組みの導入、また CE コマースビジネス

を加速化させるための政策的インセンティブ設計等が提案された。また、上記が進むことによって、CE

コマースビジネスを金融機関側が評価する仕組みが後追いで進むのではないかという見立ても得られ
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た。 

（3） 枠組み CE の取組は他の環境関連の取組に相反性がある 

ヒアリング結果からは、CE コマースが孕む相反性（ある取組が CE には貢献するものの他の環境問

題解決にはネガティブな影響を与えてしまう事象が発生すること）の問題についても指摘された。これは、

上述の社会貢献的価値が定義・可視化されていないことの要因の一つになっていると考えられる。社会

貢献的価値の定義・可視化を行った上で、企業側が自社の社会貢献的価値の情報開示や詳細説明を

行い、さらに CE コマースビジネスが有する相反性の問題を防ぐための確実な枠組み作りを進めていく

ことで、相反性を回避して CE コマースビジネスを活性化させることができるのではないかという意見が

得られた。 

4.4  CE コマースビジネス推進のためのガイド（案）の作成 

4.1 ～4.3 の結果を踏まえ、「CE コマースビジネス推進のためのガイド（案）」を作成した。作成した

資料は別添とする。 
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5.  サーキュラーエコノミーに関する普及・啓発調査 

官民への CE 及び動静脈連携の重要性についての理解を深化させるため、宮城県仙台市において

CE に関するシンポジウムイベントを実施した。また、本シンポジウムの開催告知として、CE 及び動静脈

連携の重要性について認知度の拡大を狙った新聞広告を地方紙に掲載した。 

その後、宮城県における CE についての認知度の拡大の状況について WEB アンケート調査を実施

し、既存の他の地域における CE に関する認知度調査と比較を行った。上記の取組を踏まえ、今後、CE

の全国への普及・啓発方法を整理した。 

5.1  サーキュラーエコノミーに関するシンポジウムイベントの開催 

5.1.1  開催概要 

CE の推進にあたる産官学の連携を主なテーマとし、行政・教育機関・事業者のそれぞれの視点から

講演及びパネルディスカッションを行った。シンポジウムイベントの開催概要は以下の通りである。 

 セミナータイトル：「サーキュラーエコノミーによる地方創生シンポジウム東北 in 仙台」 

 開催日時：2024 年 3 月 6 日（水） 

 開催場所：仙台国際センター 大会議室「橘」（住所：仙台市青葉区青葉山無番地） 

 当日参加者数：93 名(事前申込数 125 名) 

 セミナープログラム： 

 13:30-13:50 「新しい時代に向けた産官学の連携」 

• 経済産業省 産業技術環境局 資源循環経済課長 田中将吾 

 13:50-14:05 「宮城県における CE 推進の取組」 

• 宮城県 環境生活部循環型社会推進課 技術副参事兼総括技術補佐 中村朋之 

 14:05-14:35 「CE 確立に向けた東北大学の取組」 

• 東北大学 岡部朋永教授東北大学 総長特別補佐／グリーン未来創造機構 グリーンクロス

テック研究センター センター長 岡部朋永教授 

 14:35-14:55 「共創で目指す CE と社会実装」 

• アルプスアルパイン株式会社 技術企画室 谷口義尚 

 14:55-15:15 「環境配慮型木造建築で自然と暮らす生活様式」 

• 株式会社 Sanu CEO 福島弦 

 15:15-15:35 「未利用の油資源を活用した CE 事業」 
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• ファイトケミカルプロダクツ株式会社 代表取締役 加藤牧子 

 15:45-16:15 「パネルディスカッション」 

• 経済産業省 田中将吾 

• アルプスアルパイン株式会社 谷口義尚/株式会社 Sanu 福島弦/ファイトケミカルプロダクツ

株式会社 加藤牧子/新東通信(CIRCULAR DESIGN STUDIO.)山下史哲 

 16:15-16:35 「Meetup（ネットワーキング」登壇者+参加企業各社 

5.1.2  シンポジウムを踏まえた広告掲載 

（1） 河北新報概要 

本シンポジウムの開催告知として、CE 及び動静脈連携の重要性について認知度の拡大を狙った新

聞広告を地方紙に掲載した。掲載を行った河北新報の概要は以下の通りである。 

 発行エリア：東北 6 県（青森、岩手、宮城、秋田、山形、福島） 

 発行部数：朝刊 38.3 万部（うち宮城 37.6 万部）、仙台圏に夕刊 3.4 万部を発行51 

 概要：明治 30 年創刊の宮城県で最も読まれている地方新聞。宮城県内のシェアは約 73%52。 

（2） 広告・記事掲載実績 

下記の 10 回にわたり、社告、モノクロの 5 段広告、カラーの 15 段広告、アドハイライト（新聞記事と

同様の体裁で制作された広告）を掲載した。掲載した社告、モノクロ 5 段広告、カラー15 段広告、アドハ

イライトはそれぞれ図 5-1、図 5-2、図 5-3、図 5-4 の通りである。また、シンポジウムイベント終了

後には、図 5-5 に示す通り開催結果を周知する新聞記事が掲載された。 

 

＜広告・記事掲載実績＞ 

 2024 年 2 月 15 日 木曜日：社告（朝刊） 

 2024 年 2 月 17 日 土曜日：モノクロ 5 段（朝刊） 

 2024 年 2 月 19 日 月曜日：モノクロ 5 段（夕刊） 

 2024 年 2 月 21 日 水曜日：モノクロ 5 段（夕刊） 

 2024 年 2 月 22 日 木曜日：モノクロ 5 段（朝刊） 

 2024 年 2 月 23 日 金曜日：アドハイライト（朝刊） 

 2024 年 2 月 24 日 土曜日：カラー15 段（朝刊） 

 2024 年 2 月 27 日 火曜日：モノクロ 5 段（夕刊） 

 

 
51 株式会社河北新報社ウェブサイト、https://www.kahoku.co.jp/pub/media/about/index.html#about02

（閲覧日：2024 年 3 月 27 日） 
52 株式会社河北新報社ウェブサイト、資料：河北新報媒体情報（2021 年 6 月）、https://www.kahoku.co.jp/pub

/media/pdf/ad_01.pdf（閲覧日：2024 年 3 月 27 日） 
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 2024 年 2 月 29 日 木曜日：モノクロ 5 段（朝刊） 

 2024 年 3 月 1 日  金曜日：モノクロ 5 段（朝刊） 

 2024 年 3 月 7 日  木曜日：記事（朝刊） 

 

 
図 5-1 社告 

出所）「河北新報」2024 年 2 月 15 日（朝刊）、16 面 

 

 

図 5-2 モノクロ 5 段広告 

出所）「河北新報」2024 年 2 月 17 日（朝刊）、９面 
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図 5-3 カラー15 段広告 

出所）「河北新報」2024 年 2 月 24 日（朝刊）、１0 面 
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図 5-4 アドハイライト 

出所）「河北新報」2024 年 2 月 23 日（朝刊）、３面 

 

図 5-5 シンポジウムイベント終了後の新聞記事掲載 

出所）「河北新報」2024 年 3 月 7 日（朝刊）、7 面 
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5.1.3  開催結果 

（1） 講演 1「新しい時代に向けた産官学の連携」 

経済産業省 産業技術環境局 資源循環経済課長 田中将吾氏より、CE の概論と動静脈連携の重要

性、地方創生への価値について講演いただいた。講演の概要は下記の通りである。 

 CE への転換の必要性、環境活動から経済活動へのシフト 

 成長志向型の資源自律経済の確立意義。経済的観点、社会的観点での目標及び意義について 

 成長志向型の資源自律経済の確立のための 3 つのギア 

 地域ごとの CE のあり方を議論する必要性 

（2） 講演 2「宮城県におけるサーキュラーエコノミー推進の取組」 

宮城県 環境生活部循環型社会推進課 技術副参事兼総括技術補佐 中村朋之氏より、宮城県にお

ける CE 推進の取組と今後のビジョンについて講演いただいた。講演の概要は下記の通りである。 

 宮城県の循環型社会形成に向けた施策体系 

 宮城県におけるＣＥ推進の主な取組(CE 実践支援、動静脈連携枠の新設) 

 ＣＥ推進に向けた今後の展望(パートナーシップ参画、基本計画の策定に向けて) 

（3） 講演 3「サーキュラーエコノミー確立に向けた東北大学の取組」 

東北大学 総長特別補佐・グリーン未来創造機構 グリーンクロステック研究センター センター長 岡

部朋永教授より、東北大学が省庁・自治体・企業等と連携して取り組む CE に関する最新プロジェクトに

ついて講演いただいた。講演の概要は下記の通りである。 

 グリーン成長戦略の国内・世界的な動向 

 東北大学 Green Goals Initiative と SX 推進について 

 グリーンクロステック研究センターの役割、進行中のプロジェクトについて 

 NanoTerasu53（東北大学に建設中の次世代放射光施設）のイノベーション、セイコーエプソン

との共創について 

 質疑応答 

 質問：東北大学における本件に関する特許取得への取組状況はどのようになっているか。 

 回答：グリーンクロステック研究センターでは近年、特許知財チームを 2-3 倍に拡大しており、

知財戦略にも非常に力を入れている。 

  

 

 
53 NanoTerasu 運営会議ウェブサイト、https://nanoterasu.jp/（閲覧日：2024 年 3 月 19 日） 
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（4） 講演 4「共創で目指すサーキュラーエコノミーと社会実装」 

アルプスアルパイン株式会社 技術企画室 谷口義尚氏より、欧州規制への対応や CE への今後の取

組、社会実装に向けた共創のあり方について講演いただいた。講演の概要は下記の通りである。 

 環境負荷低減に貢献する製品の開発と設計 

 Tact Switch によるバイオマスプラスチックのニーズ探索 

 バイオマス樹脂適用の課題と展望について 

 つながる共創研究所での東北大学との連携、社会実装に向けた動き 

（5） 講演 5「環境配慮型木造建築で自然と暮らす生活様式」 

株式会社 Sanu CEO 福島弦より、カーポンネガティブを実現するサーキュラー建築によるセカンド

ハウスについて講演いただいた。講演の概要は下記の通りである。 

 都市と自然を軽やかに行き来する、新しいライフスタイルの提案 

 建築のライフサイクル全体を捉えた SANU のサーキュラー型建築  

 持続可能な森づくりを営む釜石地方森林組合との連携 

 脱炭素化の具体的な取組(ハチドリ電力、針を使わない工法など) 

（6） 講演 6「未利用の油資源を活用したサーキュラーエコノミー事業」 

ファイトケミカルプロダクツ株式会社 代表取締役 加藤牧子氏より、東北大学発の最先端の技術を

用いた、未利用の油資源活用など CE事業について講演いただいた。講演の概要は下記の通りである。 

 環境適合性と経済性を両立する新たなマルチプロセスの提案 

 東北大発のイオン交換樹脂法を用いた廃棄油の活用 

 機能性素材製造とエンジニアリング＆ライセンス事業によるビジネスモデル 

 農業を含む持続可能な経済循環、新たな産業と地域雇用の創出を目指す 
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（7） パネルディスカッション 

経済産業省 産業技術環境局 資源循環経済課長 田中将吾氏、アルプスアルパイン株式会社 技術

企画室 谷口義尚氏、株式会社 Sanu CEO 福島弦氏、ファイトケミカルプロダクツ株式会社 代表取

締役 加藤牧子氏が登壇し、CE 事業の可能性や、産官学連携、コラボレーションの重要性についてディ

スカッションを行った。ファシリテーターは株式会社新東通信 CIRCULAR DESIGN STUDIO.スタ

ジオ長 山下史哲が務めた。 

パネルディスカッションにおいては下記の二つのテーマを設定し、それぞれについて議論を行うととも

に、最後には質疑応答の時間も設けた。各議論における主な意見は下記の通りである。 

 

<テーマ 1：CE ビジネスに取り組む中で見えてきた可能性について> 

 廃食油の関心が高まる中、燃料としての活用ではなく高付加価値なプロダクトを開発することで

市場の盛り上がりに上手く対応できた。(ファイトケミカルプロダクツ) 

 ターゲットを絞って高付加価値化することで、結果的に CE 型ビジネスとしても成立させることが

できた。世の中の追い風も感じている。(Sanu) 

 研究開発は上手くいかないことも当然あるが、CE に関しては地球規模の問題なので手を止め

るわけにはいかない。目の前のできることをつなぎながら、微力ながら続けていくことが大切であ

る。(アルプスアルパイン) 

 循環させることが、地球や企業、また消費者の幸福につながることが重要である。(経済産業省) 

 

<テーマ 2：CE ビジネスにおける連携・コラボレーションの重要性について> 

 連携が上手くいくためにはチームの相性が重要である。一方的にメリットを享受しようとするので

はなく、理想を追求する中で win-win の構造をつくることが大切だろう。(アルプスアルパイン) 

 製品の品質、価格、サステナビリティのバランスがとれた企業とビジネスを行うことを経営方針と

して重視している。(Sanu) 

 様々なパートナーと、部分部分で連携をしている。今日のようなシンポジウムが機会になって新し

いパートナーと出会うこともある。(ファイトケミカルプロダクツ) 

 国の立場でやれること、やるべきことがある。コンペティターがいる中、ハレーションが起きないよ

うに安全な形で議論を促すことは経産省だからできること。(経済産業省) 

 

<質疑応答> 

 質問：廃村、廃校、限界集落などにも Sanu のセカンドハウスを展開することはあり得るか。 

 回答：十分にありうる。大きなホテルを作れないようなエリアであっても、セカンドハウスを1棟

作ることは可能であることもある。Sanu のセカンドハウス利用を通じて、従来のホテルと違う

関係人口を作ることができればよい。（Sanu） 
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 質問：「もったいない」は従来から日本にあった考え方である。海外諸国に先を越されないような

方法はあるか。 

 回答：諸外国の事例を見ても、環境を含む、政策のナラティブを打ち出して、世界に打ち出す

ことが重要と考えられる。経済産業省も環境省と連携を深めながら取組を展開中である。（経

済産業省） 

 

 

図 5-6 パネルディスカッションの様子 
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5.3  サーキュラーエコノミーの全国への普及・啓発方法 

CE を全国へ普及・啓発していくには、各地域における CE への熱量を高め、波及的に全国へ広げて

いく活動が必要と考えられる。アンケート調査結果のうち図 5-7 及び図 5-8 でも確認された通り、地

域における CE の啓発において、はじめから生活者への啓発に取り組むことはハードルが高いと考えら

れる。まずは地元の事業者を中心に熱量を高め、実際の事業活動に CE の視点を取り入れてもらうこと

で、地域全体で CE の機運を高め、一般生活者にも関心が届くように設計していくことが重要である。

そのためには、地方紙での広報活動・シンポジウム・ネットワーキングをセットにした今回のような「地域

CE 啓発パッケージ」を全国各地で展開していくことが効果的である。 

 

図 5-21 地域 CE 啓発パッケージのイメージ 

 

＜テーマ設定について＞ 

シンポジウムのテーマ設定に当たっては、開催地と親和性の高いテーマを設定することが効果的と考

えられる。テーマ設定にあたっては、既に地域の CE に関心を持つ主体が多数参画する、サーキュラー

パートナーズの地域循環モデル構築 WG 等と連携してディスカッションを通じて検討するなど、自治体

や地域の事業者を巻き込みながら設計していくことが望ましい。なお、愛知県蒲郡市における取組事例

56にみられるように、行政が掲げるビジョン・ロードマップ・重点分野等がある場合、それらに沿った形で

テーマを設定すると事業者・市民が自身の CE への関わり方を具体的にイメージする手助けとなること

が想定される。 

 

＜告知について＞ 

本業務において実施したアンケート調査結果からも確認されたように、地域における CE の認知度は

まだ高くないと考えられる。そういった中で、地域の事業者・市民の関心を引くためには、各地域におい

て普及率が高い地方紙にシンポジウムの告知を兼ねた CE 啓発の広告出稿を行い、ビジネス層を中心

 

 
56 愛知県蒲郡市は「サーキュラーシティ蒲郡」として、都市におけるサーキュラーエコノミー実現のためビジョン・ロード

マップ重点分野等を作成・設定しており、これらを事業者や市民に共有するイベントを複数実施している。（愛知県蒲郡市

ウェブサイト、サーキュラーシティ蒲郡、https://www.city.gamagori.lg.jp/site/circularcity/、閲覧日：2024

年 3 月 26 日） 
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に広くリーチさせていくことが効果的と考えられる。本業務においても、ビジネス層にリーチすることを企

図して河北新報に複数回掲載した。なお、開催地の自治体が保有する広報手段も存分に活用し、広く告

知を浸透させていく地道な活動も重要である。また、サーキュラーパートナーズの地域循環モデル構築

WG とも連携し、告知活動を行うことも効果的と考えられる。 

 

＜シンポジウムの開催について＞ 

シンポジウムでは地域の事業者を中心に集客し、CE の先行者による最新の知見、事例をインプットさ

せて刺激を得ていただくことが、地域の事業者の熱量を高め、CE に関する具体的な行動を誘発するに

あたり重要である。具体的には、サーキュラーパートナーズに参画する企業の先進的な取組を紹介する

等が考えられる。 

 

＜MEET UP(ネットワーキング)について＞ 

シンポジウムの中では、ネットワーキングの時間を設け、各事業者のマッチングを行うことで具体的な

行動に繋がるように連携を促していく。シンポジウム前やシンポジウム中にも参加者から質問を募集し、

ネットワーキングを円滑に進めるためのトークテーマを設けるなどの設計も効果的である。 

また、シンポジウム後の追加施策として、地域事業者を対象に、企業間連携としていただくためのワー

クショッププログラムを展開することも考えられる。 

さらに、シンポジウム参加企業を対象にした「CE 先行企業の視察ツアー」を行うことでシンポジウムの

付加価値をより高めるような設計も効果的である。視察先の設定においては、自治体、サーキュラー

パートナーズの地域循環モデル構築 WG との連携がポイントになると考えられる。 

「地域 CE 啓発パッケージ」がきっかけとなり、自治体における CE のロードマップの策定、事業者へ

の支援制度などが本格化することで、いっそうその機運を高めることができる。イベント単体ではなく、イ

ベントをきっかけにした実装に向けた具体的な動きを示していくことが最終的には重要になると考えられ

る。 
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A. 資源インフローに関する指標

12

 バージン資源の利⽤量の削減していく⽅向性を念頭に、事業活動を⾏う上で投⼊す
る資源・素材での再生原料やバイオ原料の⽐率を表現する指標。

 最も基本的なCE指標の一つであり、多くの開示要請の対象に含まれているため、基
礎的なモニタリング及び開示の観点で算定が重要となる。

含まれる
開示要件計算方法基本となる指標

• 企業の事業活動における資源投⼊量（購⼊部品・製品も含む）に占める、再⽣
材やリユース品（非バージン原料）とバイオマス原料の割合（％）

• 重複がない場合、下記指標の合計値となる（=A1a.＋A1b.）

A1 サーキュラーインフロー
（率）

• CSRD/ESRS
E5

• IFRS/SASB

• 企業の事業活動における資源投⼊量に占める、非バージン材（再⽣材やリユース
品、由来の製品）の割合（％）

※再生材の定義（工程くず、使⽤済み製品由来等）については、各業界ごとの標準や
開示基準での取り扱いを参照

A1a.
非バージン⽐率
(リサイクル材使⽤
率）

• CSRD/ESRS
E5

• IFRS/SASB

• 企業の事業活動における資源投⼊量に占める、バイオマス原料（由来の製品）の
⽐率（％）

※バイオマス原料については、持続可能性認証の取得をしているものに限るなど、基準に
より条件がある。またA1a.と重複を避けるため、バージンのバイオマスのみをカウントする
ケースもある

A1b.
バイオマス原料⽐率
(再生可能資源使⽤
率)

※今後の検討事項/留意点について
• サーキュラーなインフローをカウントする際のマスバランス⽅式などChain of Custodyの種類の取り扱い、日本でのバイオマス原

料の認証等の取り扱いに関しては今後の議論を今後想定
• リデュースの取組みに関する評価⽅法の位置づけも検討を今後想定（現状は分⺟の減少のみで機能単位当たりの削減は表

現できていないため）

A. 資源インフロー指標（主な指標フレームでの対応表）

13

WBCSD CTIv4ISO/DIS 
59020

IFRS／SASB
【 】内は記載のある産業

CSRD / ESRS E5データ・指標区分

包装材の総重量
【家庭⽤品・パーソナル⽤品、アル
コール飲料、非アルコール飲料、加工
食品、レストラン】

⾃社事業で使⽤した工業的原料・生物
原料の合計重量（31.a）

投⼊原材料重
量

インフ
ロー

% circular inflow 
(= % non-virgin 
content
+ % renewable)

包装のリサイクルおよび/または再⽣
可能原料から作られた割合
【家庭⽤品・パーソナル⽤品、アル
コール飲料、非アルコール飲料、加工
食品、レストラン】

サーキュラー
インフロー
（率）

% non-virgin 
content

A.2.2 Average 
percent 
reused
content of an 
inflow

A.2.3 Average 
percent 
recycled 
content of an 
inflow

原材料に占める割合: (1) 再⽣資
源、 (2) 再⽣可能資源、 (3) 再
⽣可能・再⽣資源
【容器包装】

再⽣材使用率
【⾃動⾞部品】

事業者の製品およびサービス（包装を
含む）の製造に使⽤される、リユース・リ
サイクル部品や二次中間製品、二次原
料の割合(31.c)

非バージン
⽐率

% renewableA.2.4 Average 
percent 
renewable 
content of an 
inflow

原材料に占める割合: (1) 再⽣資
源、 (2) 再⽣可能資源、 (3) 再
⽣可能・再⽣資源
【容器包装】

事業者の製品およびサービス（包装を
含む）の製造に使⽤される、持続可能
な⽅法で調達された生物原料（および
非エネルギー目的で使⽤されるバイオ燃
料）の割合（31.b）

バイオマス
原料⽐率

※各開示基準・指標フレームについては参考資料編参照



B. 資源アウトフローに関する指標

14

 廃棄物の削減と廃棄物や使⽤済み製品の有効利⽤を進めていく⽅向性のもとで、
事業活動で排出した廃棄物や販売した製品の廃棄時における循環度を表す指標。

 最も基本的なCE指標の一つであり、多くの開示要請の対象に含まれているため、基
礎的なモニタリング及び開示の観点で算定が重要となる。

含まれる
開示要件計算方法基本となる指標

• CSRD/ESRS
E5

• IFRS/SASB

• 事業活動で発⽣した廃棄物の重量に対するリサイクルを実施した重量の割合
（％）

※ 焼却による熱回収（サーマルリカバリー）は含まず、マテリアル回収としての値

B1 事業廃棄物
リサイクル率

• IFRS/SASB
• B2a.︓⾃社が販売した製品重量に対する、使用後にリサイクル等のために回収さ

れた重量の割合（％）

• B2b.︓リサイクル⼯程において投⼊された⾃社製品の重量に対して、当該使用済
み製品から回収された再⽣原料の重量の割合（％）

B2a. 
販売製品の回収率

B2b.
販売製品の再資源化率

• CSRD/ESRS
E5

• IFRS/SASB

• ⾃社で製造や販売を⾏った製品のうち、リサイクルやリユースが可能な部品や素材
の重量の割合（％）

※細かい算定⽅法については業界による基準が存在する場合がある（⾃動⾞等）

B3 リサイクル・リユース
が可能な成分の割合
（リサイクル・リユース可能
率）

※今後の検討事項/留意点について
• B1、B2b. ︓リサイクル工程において残渣等を除いて最終的に素材として回収された重量の割合（再資源化率）ではなく、有

価物として販売した重量の割合（再商品化率）をカウントする場合などの整理を今後想定
• B1、B2b. ︓リサイクルの質（水平リサイクル等）の考慮の考え⽅・そのための指標の検討整理を今後想定
• B2︓売切り型の製品のアウトフロー把握の困難性について、データ把握のための取組や推計の考え⽅、関連する代替評価⼿

段としての指標（B3等）に関する解説提示の⽅向性の議論を今後想定
• 販売した製品の使⽤時の資源消費（消耗部品など）についても整理を今後想定

B. 資源アウトフロー指標 (主な指標フレームでの対応表)
（１）事業廃棄物

WBCSD
CTIv4

ISO 59020
※DIS時

IFRS／SASB
【 】内は記載のある産業

CSRD/ ESRS E5データ・指標区分

廃棄物発⽣量
【建設資材、鉄鋼、非鉄⾦属、食品
⼩売・流通、レストラン、ヘルスケアデリ
バリー、電⼒事業（石炭灰）、⾃動
⾞部品、⾃動⾞】
有害廃棄物発⽣量、割合
【建設資材、鉄鋼、非鉄⾦属、石
油・ガス（精製・マーケティング）、航
空宇宙・防衛、化学、容器包装、電
気電子機器、電子機器製造受託
サービス・ODM、半導体、⾃動⾞部
品】

⾃社事業からの発⽣廃棄物の合計重量
(37.a)
有害廃棄物、放射性廃棄物の重量(39)
t

廃棄物発
⽣量

事
業
廃
棄
物

アウト
フロー

% recovery
by lifetime 
extension

A.3.4 
Actual % 
recycling 
rate of
Outflow

A.3.5 
Percent 
actual 
recirculation
of outflow in 
the biological 
cycle

廃棄物リサイクル率
【建設資材、鉄鋼、非鉄⾦属、石
油・ガス（精製・マーケティング）、食
品⼩売・流通、レストラン、電⼒事業
（石炭灰）、航空宇宙・防衛、化学、
容器包装、電気電子機器、電子機
器製造受託サービス・ODM、半導体、
⾃動⾞部品、⾃動⾞】
廃棄回避重量
【食品⼩売・流通】
製品の引取量、再使用量、再⽣利
用量、寄贈量
【ヘルスケアディストリビューション、医療
機器等】

廃棄から回避された総重量。有害廃棄物
と非有害廃棄物の内訳、および次のリカバ
リー作業の種類別の内訳。i. リユース準備
ii. リサイクルiii. その他のリカバリー作業。. 
(37.b)

リサイクル
重量、率

以下の総量: (1) 有害および (2) 
有害でない医薬品廃棄物、 (a) 焼
却、 (b) リサイクルまたは処理、およ
び (c) 埋⽴ 【ヘルスケアデリバリー】

有害廃棄物と非有害廃棄物の廃棄物処
理の種類別と合計の廃棄物重量。開示さ
れる廃棄物処理の種類は次の通り︓i. 焼
却︔ ⅱ埋め⽴て iii. その他の処分; 
(37.c)
非リサイクル廃棄物の重量と割合(37.d)

処分方法
別の重量

15



B. 資源アウトフロー指標 (主な指標フレームでの対応表)
（２）販売製品

16

WBCSD CTIv4ISO 59020
※DIS時

IFRS／SASB
【 】内は記載のある産業

CSRD/ ESRS E5データ・指標区分

使用済み製品・廃棄物の発⽣量
【燃料電池・工業⽤電池、太陽光
技術・事業開発、ハードウェア】

販売製品の
廃棄量

販
売
製
品

アウト
フロー

% circular 
outflow
=(% actual 
recovery
* % recovery 
potential)

A.3.4 
Actual % 
recycling rate 
of
Outflow

製品の回収重量、回収率
【建築製品・家具、通信サービス、
⾃動⾞】

販売製品の
回収量・回収率

製品の再資源化率
【建築製品・家具、燃料電池・工
業⽤電池、太陽光技術・事業開
発、ハードウェア、通信サービス、⾃
動⾞】
※詳しい算定対象はSASB参照

販売製品の
再資源化率

包装のリサイクル可能、再利用可
能、および/または堆肥化可能な
割合
【家庭⽤品・パーソナル⽤品、アル
コール飲料、非アルコール飲料、加
工食品、レストラン】
販売された製品のうち、リサイクル
または再利用可能な製品の割合
【燃料電池・工業⽤電池、太陽光
エネルギー・プロジェクト開発、⾃動
⾞部品、⾃動⾞】

製品と包装中のリサイクル可能成分
の割合(36.c)

リサイクル等が
可能な割合

C.事業活動のCEへの近さの指標

17

 なるべく枯渇性の資源消費を伴わずに経済価値や製品等の機能価値を最大化して
いく⽅向性のもとで、どの程度それが実現できているかを表す指標。

 企業向けのCE指標のフレームに共通して含まれており、CE型のビジネスモデル戦略の
進展を把握し、対外的に説明するためには重要な指標。

含まれる
開示要件

計算方法基本となる指標
• CSRD/ESRS

E5
• IFRS/SASB

• リユース・リサイクル素材を利用した、またはリユース・リサイクルが可能な製品の販
売等による売上高（円）、その全体売上に占める割合（％）

• CE移⾏に資するリマニファクチャリングの事業やPaaS事業などによる売上高（円）、
その全体収益に占める割合（％）

※CE移⾏に資するサービス事業の定義に関しては、欧州タクソノミー規則の付属書にお
いて定められているスクリーニング基準が参考となる

C1 サーキュラーな製品・
ビジネスからの売上/割合

(開示要件での言及
は無し)

• 企業の売上高を、同じ期間のサーキュラーではない資源の投⼊量（非リサイクル・
非バイオマス原料）で除した値（円/t 等）

C2 マテリアル⽣産性

• CSRD/ESRS
E5

• IFRS/SASB

• 製造・販売した製品の平均寿命や使用可能回数などの耐久性に関して市場で流通
する同種製品の平均値との⽐（単位無し）

C3 製品寿命・耐久性の
市場平均⽐

※今後の検討事項/留意点について
• 企業単体での売上等ではなく、サプライチェーン、バリューネットワーク全体での活動による付加価値をベースとしたCEの評価⽅法

についても、整理が必要と想定
• C3:多種類の製品を扱う企業の場合に企業レベルでの評価を⾏う⽅法や妥当性（代表製品のみで評価など）



C. 事業活動のCEへの近さの指標（主な指標フレームでの対応表）
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WBCSD CTIv4ISO 59020
※DIS時

IFRS／SASB
【 】内は記載のある産業

CSRD/
ESRS E5

データ・指標区分

A.6.2 Revenue 
share of 
circular
resources (or 
products) 
(RSCR)

再利用、リサイクル、堆肥化
が可能な製品からの収益
【容器包装】
リマニファクチャリング製品及
びリマニファクチャリング製品
の売上高
【産業⽤機器】

※タクソノミー規則により、
「循環経済への移⾏」に関する活動を含
むEUタクソノミーに適格および適合する
事業活動の売上/設備投資額/営業費
用の⽐率の開示が義務化

サーキュラー型
のビジネスから
の収益/割合

資源
効率
性、

CE型
ビジネ
スに
関す
る指
標

Circular material 
productivity

A.6.3 Material 
productivity 
(MP)

マテリアル
⽣産性

A.6.4 
Resource 
intensity index
(RII)

資源強度指数

CTI revenue 
(company)
=Σ (% circular 
inflow + 
% circular 
outflow
)/2 x revenue

CTI収益

actual lifetimeA.3.2 Average 
lifetime of 
product or 
material 
relative to 
industry
Average
※アウトフローに分
類

機能・⽤途別の平均寿命
【燃料電池・工業⽤電池】

市場平均との⽐較での販売製品の予想耐
久性 (36.a)
※ESRSではアウトフローに分類

製品の耐久性、
平均との⽐

D. その他の側面でのCEの評価に資する指標
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 ⾃社事業とCEの関係において、社会インパクトや財務影響の面で重要な側面を測定
するため、必要に応じて活⽤する指標群。

 例えば⾃社の製品市場において、製品の修理可能性が重要視される場合には、修理
可能性の指標の活⽤が重要となる。

含まれる
開示要件

計算方法個別指標の例
(開示要件での言
及は無し)• サーキュラーではない資源の投⼊重量に占めるクリティカルマテリアルの割合(%)

※WBCSD CTIによる計算⽅法

クリティカルマテリアル
比率

(開示要件での言
及は無し)• 現状のマテリアルフローを基準として、CEを最大限進めた場合に推計されるGHG排出

量の差分（CE推進によるGHG削減の余地） (t-CO2)

※WBCSD CTIによる計算⽅法

CEによるGHG削減の
ポテンシャル
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 IFRS（国際会計基準）財団が設置したISSB（国際サステナビリティ基準審議会）が策定
するIFRSサステナビリティ開示基準では、CE指標を含む業界ベースで重要な開示トピックへの
考慮が要求される（気候変動以外はSASBスタンダードを考慮する必要があるとされている）

 日本の国内基準に落とし込んだ最終案は、サステナビリティ基準委員会（SSBJ）により2025
年までに策定される予定

IFRS基準と産業別のサステナビリティ会計基準審議会（SASB）スタンダードの概要

出所）IFRSウェブサイト等に基づきMRI作成

IFRSサステナビリティ開示基準

IFRS S1︓
サステナビリティ関連財務情報
の開示に関する全般的要求事項

 企業のサステナビリティ関連のリスクと機会につい
て、ガバナンス・戦略・リスク管理・指標と目標の
フレームで開示

SASBスタンダード（全７７業界）

IFRS S2︓
気候関連開示ガイドライン

 気候関連財務情報開示タスクフォース
（TCFD）提言を引き継ぐ開示項目

開示すべき項目の識別において
SASBを“考慮しなければならない”と
される

業界別の開示トピックおよび会計指標の一例
（CE関連のトピックと指標の例）

[家庭⽤品・パーソナルケア⽤品] の場合
（トピック︓容器包装ライフサイクル管理）
• 容器包装の総重量(t)
• リサイクル・再生可能な材料から作られた割

合(%)
• リサイクル可能、再利⽤可能、堆肥化可

能な割合(%)
[⾃動⾞製造] の場合
（トピック︓原材料効率とリサイクル）
• 製造時の廃棄物発生量（ｔ）・リサイク

ル率（％）
• 廃⾞後の素材回収量（ｔ）・リサイクル

率（％）
• 販売⾞両の平均のリサイクル可能重量割

合（％）

IFRSサステナビリティ開示基準/SASBについて
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 ISOに2018年に設置されたサーキュラーエコノミー分野における標準化をスコープとする専門委員会
TC323のWG３において、サーキュラーエコノミーへの適合度合を意味する「サーキュラリティ」の測定と評
価⽅法の標準化に関する作業が実施された。

 作業結果は国際基準案として採択され、今後正式にISO59020として発⾏する予定である。

ISO59020 について

国際標準案（ISO/DIS59020）におけるサーキュラリティ指標の概要

サーキュラリティ指標 案 （ISO/DIS59020）カテゴリー
• リユース由来の平均割合
• リサイクル由来の平均割合
• 再生可能原料由来の平均割合

資源インフローコア指標

• 業界平均と⽐較した製品や素材の寿命 ︓業界平均値に対する⽐
• リユースされた割合
• リサイクルされた割合
• 生物学的サイクルで循環した割合

資源アウトフロー

• 再生可能エネルギーの割合エネルギー
• 取水のうちの循環資源の割合
• 水質基準に適合した廃水の割合
• 水の循環使⽤率

水

• 循環資源による収益シェア（RSCR）
• マテリアル生産性（MP） ︓循環資源利⽤による収益÷非循環資源の消費量
• 資源強度指数（RII） ︓GDP年間変動幅÷資源投⼊量の年間変動幅

経済

※ コア指標を捕捉する指標として整理 （エネルギーリカバリーなど）追加的な指標
出所） ISO/DIS59020に基づき三菱総合研究所作成
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出所） WBCSD CTI v4.0 に基づき三菱総合研究所作成

• WBCSD（持続可能な開発のための世界経済人会議）では、2020年から企業が⾃社や⾃社内の
事業、施設、生産ライン等についてCEに関する状況を把握分析し、改善していくための共通指標とその
ガイダンスを提供している。

WBCSD Circular Transition Indexについて

概要指標 （CTIｖ４）指標モジュール
• 循環型インフロー（再生材やバイオ由来など循環型素材）の割合と循環型アウトフロー（製品や

廃棄物が循環利⽤される量）の割合の加重平均
マテリアル（素材）のサー
キュラリティ

Close the Loop
「循環を閉じる」

• 使⽤された水の総量に対する、循環利⽤、循環利⽤可能な水の割合の平均水のサーキュラリティ
• エネルギーの年間使⽤量のうち、再生可能エネルギーの割合再生可能エネルギー
• 循環型ではない投⼊資源総量のうち、「クリティカル（重要）」とみなす資源の割合クリティカルマテリアルOptimize the Loop

「循環を最適化する」
• リユース／修理、リファービッシュ、リマン、リサイクル、生分解のそれぞれの内訳リカバリータイプの内訳

• ⾃社製品の実際の耐久性の業界平均⽐実際の使⽤寿命
• 収益÷循環型でない投⼊資源量循環型素材の生産性Value the Loop

「循環を価値づける」
• 循環型製品・事業から生み出された収益CTI収益
• サーキュラリティを１００％にした場合にまだ削減できる温室効果ガス量の余地温室効果ガスへの影響Impact of the Loop

「循環による影響」
• 循環型ではない資源利⽤に付随する生態系への影響⾃然への影響

WBCSD Circular Transition Index （v4）における指標群
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 シェアリングなどリコマースは、必ずしもCEのために推進される訳ではないが、欧州のタクソノミー規則のスク
リーニング基準ではCEに寄与する、いわば“グリーンなリコマース” の条件が規定されている。

EUタクソノミーで定義されるCEに寄与するサービスについて

出所） 欧州委員会ウェブサイト サステナブル⾦融パッケージよりMRI作成（閲覧日︓2023年10月2日）

“グリーン“である（タクソノミー適合）と認める判断基準の例具体的な対象事業活動
• 製品寿命の延⻑に寄与、適切な廃棄物管理の実施 等修理・リファービッシュ・再⽣産

• 法的義務を超えた販売であること、包装の環境性 等スペアパーツの販売

• 廃棄物となった製品のリユースのための準備（処理）
• 安全性等の⼿順・基準への適合等使用済み製品や部品のリユース準備

• 使⽤済み製品を修理・クリーニング等を経て販売すること
• リユースされない部分の適切な処理
• 顧客への情報開示 等

リユース品の販売

• 使⽤後に製品を引き取ること
• 製品寿命や使⽤強度の増加につながること
• 包装の環境性 等

PaaS事業

• 再使⽤のための中古品の取引市場の運営であること 等中古品取引市場の運営

EUタクソノミーにおけるCEへの移⾏に寄与するサービス（案）の概要



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

別添 2：CE コマースビジネスの推進ガイド（案） 

  



CEコマースビジネス推進のためのガイド
（案）

経済産業省

2024年３⽉

2

目次

I. CEコマースビジネスと本ガイドの目的 3 

II. CEコマースビジネスのCE貢献の考え方とビジネスモデル 4

III.ビジネスモデル別 CEコマース推進ガイド 6

IV.CEコマースビジネスの推進に向けて 23





5

Ⅱ．CEコマースビジネスのCE貢献の考え方とビジネスモデル

ビジネスモデルとCEへの貢献の概要ビジネスモデル例CEへの貢献

• 事業者または利⽤者が所有する物品を、他の利⽤者が料⾦
を⽀払い、⼀定期間利⽤する。

• 物品を使いたい人の下に使いたい時に供給することができ、
これにより物品の稼働率を⾼めることができる。

シェアリング

①-1︓物品の稼働
率を⾼める

• 事業者が所有する製品を顧客が料⾦を⽀払って利⽤する。
• 短期需要の物品を使いたい人に供給することができ、利⽤

者が新品を購入する必要がなくなり、かつ事業者が有する
物品の稼働率を⾼めることができる。

レンタル

• 使⽤済となった物品を、中古品として販売・購入するため
の仲介サービスを提供する。

• 使⽤済の物品を、当該物品の価値を求める先に供給し、所
有者を替えることで物品の利⽤期間を延⻑できる。

⼆次流通仲介

①-2︓物品の利⽤
期間を延ばす

• 使⽤済となった物品を買取、修理等を実施したうえで、中
古品として販売する。

• 使⽤済の物品を、当該物品の価値を求める先に供給し、所
有者を替えることで物品の利⽤期間を延⻑できる。

• 買取したものを修理して提供するので、物品の寿命を延ば
す効果もある。

中古品売買、リース

CEの貢献から⾒たビジネスモデル2
• CEコマースビジネスのビジネスモデルごとに、CEへの貢献を整理した。
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Ⅲ．CEコマースビジネスのCE貢献の考え方とビジネスモデル

ビジネスモデルとCEへの貢献の概要ビジネスモデル例CEへの貢献

• 顧客が所有する物品を、顧客が料⾦を⽀払って修理・保守等
のサービスを受ける。

• リースやシェアリング、レンタル、中古販売などのようにリ
ペア・メンテナンスがビジネスの主な対象ではないが、保
守・修理を⾏う場合もある。

• 修理・保守等により物品の寿命を延⻑できる。

リペア・メンテナン
ス、（リース、シェ
アリング、レンタル、
中古販売）

②物品の寿命を延
ばす

• 使⽤済の物品に新たな付加価値を追加（リメイク）、もしく
は、部品交換等により新品に近いレベルまで復元（レスト
ア）、建築物を改修し付加価値を⾼めて（リノベーション）
提供する。

• リペア・メンテナンスのように当該物品のみで完結しないが、
物品の寿命を延⻑できる。

リメイク・レスト
ア・リノベーション

• 事業者が使⽤済物品を回収、分解・洗浄・部品交換等を実施
（リマン）、事業者が不良品を回収し部品交換等を実施（リ
ファービッシュ）したうえで、新品と同程度の品質で再出荷
する。

• ほぼ新品とすることで、リペア・メンテナンス等よりもさら
に物品の寿命を延⻑できる。

リマン・リファー
ビッシュ

CEの貢献から⾒たビジネスモデル2
• CEコマースビジネスのビジネスモデルごとに、CEへの貢献を整理した。
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Ⅳ．CEコマースビジネスの推進に向けて

 CEの重要性の認識は十分に理解されておらず、CEコマースビジネスの今後の成⻑可能性は⾼い。
 CEコマースビジネスの認知度は低く、企業も⾃社のマテリアリティ評価においてCEの重要性の

認識に⾄っていないケースもあり、CEコマースビジネスの展開や利⽤への意欲が⾼まっていない。
 CEの重要性の理解が広まり、CEへの取組が広がるにつれ、CEコマースの需要は⼀般消費者

だけでなく法⼈でも拡大する可能性があり、成⻑の可能性は⾼いと考えられる。CEコマースのビ
ジネスが活性化することで、投融資先としての有望性も⾼まると期待される。

 CEコマースビジネスの活性化に向けては企業間連携等につながる情報提供は有⽤と考えられる。
 CEの取組は個社で完結するケースは少なく、サプライチェーンや業界間にわたることが多い。ま

た、CEコマースビジネスを担う事業者は⼩規模な企業も多く、資⾦、情報等が不⾜している。
 CEコマースビジネスにおいては、企業間連携等につながる情報を提供することで、ビジネスの活

性化が期待できる。
 CEコマースビジネスを推進する法的枠組みを整備することで更なるビジネス促進につながる。

 現状、リサイクルを促進する法的枠組みは充実しているが、リユース等のCEコマースビジネスを
促進する法的な枠組みの整備は不十分である。

 CEコマースビジネスの促進や、CEコマース市場の環境整備につながるような法的枠組みの検
討やビジネスへ⽀援が求められる。

CEコマースビジネスの展望と推進に向けて求められる対応（1/2）
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Ⅳ．CEコマースビジネスの推進に向けて

 CEコマースビジネスのCEへの貢献を⾒える化する⼿法が、CEコマースビジネスの社会的価値を⾼
めることにつながる。
 物品のリユースや、⻑寿命化による効果等、CEコマースビジネスのCEへの貢献を定量的に評

価できることが望ましいが、評価に⽤いるパラメータが多岐にわたり、計算も複雑化するため、貢
献を⾒える化することが難しい。

 CEコマースビジネスにCEへの貢献を⾒える化する⼿法が確⽴すると、CEコマースビジネス事業
者が対外的に効果をアピールできるようになり、また⾦融機関もビジネスの社会的価値を評価
できるようになる。

 CEコマースビジネスがその他の環境側面に与える影響を考慮することが求められる。
 CEコマースビジネスはCEに貢献する⼀方、他の環境側面への影響と相反する可能性もある。

例えば、エネルギー使⽤製品などは新品の方が省エネ性能が⾼く、中古品を使い続けることが
カーボンニュートラルへの貢献につながらないケースもある。

 CEコマースビジネスを推進し、当該ビジネスへの投融資を拡大させていくためには、CEも含めた
様々な環境側面を統合的かつ簡易に評価できるような仕組みを構築できるようにし、ビジネス
の影響を多面的に考慮できるようにすることが求められる。

CEコマースビジネスの展望と推進に向けて求められる対応（2/2）
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